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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段を備えた撮像機器と、該撮像機器の本体とは別体に構成され、該撮像機器本体
に対して該撮像機器を制御するための指令を送信することにより上記撮像機器が上記指令
に対応した動作を行えるように構成された指令機器と、を含む撮像システムにおいて、
　上記撮像機器は、
　　上記指令機器から送信された当該撮像機器が上記指令機器の認証を行うための認証情
報を含む認証指令を受信する認証指令受信手段と、
　　上記指令機器から送信された上記認証情報を含まない一般指令を受信する、上記認証
指令受信手段とは別に設けられた一般指令受信手段と、
　　上記認証指令受信手段で受信された上記認証指令を認識する認証指令認識手段と、
　　上記認証指令認識手段で認識された上記認証指令に基づいて当該撮像機器の機能の制
限を行う機能制限手段と、
　を具備し、
　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサを、上記一般指令
受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとは別に設け、
　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサと、上記一般指令
受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとを、それぞれ上記撮像機器本体
において異なる位置に配置したことを特徴とする撮像システム。
【請求項２】
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　上記撮像機器は、上記撮像手段で撮像された画像を再生する画像再生手段を更に具備し
、
　上記撮像機器の上記機能制限手段は、上記画像再生手段に係る機能を制限する手段を含
むことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項３】
　上記認証指令受信手段における上記センサで受信された上記認証指令を解読するための
デコード部を、上記一般指令受信手段における上記センサで受信された上記一般指令を解
読するためのデコード部と兼用することを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項４】
　上記認証指令受信手段における上記認証指令を解読するためのデコード部を、上記一般
指令受信手段における上記一般指令を解読するためのデコード部とは別に設けたことを特
徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項５】
　上記指令機器から上記撮像機器に対して上記一般指令を送信するときの送信方法と上記
認証指令を送信するときの送信方法とが異なるように構成されたことを特徴とする請求項
１に記載の撮像システム。
【請求項６】
　上記一般指令は第１の波長の光を用いて送信され、上記認証指令は上記第１の波長とは
異なる第２の波長の光を用いて送信されることを特徴とする請求項５に記載の撮像システ
ム。
【請求項７】
　上記一般指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された撮影レン
ズ面または上面に配置し、上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本
体における底面に配置したことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項８】
　上記一般指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された撮影レン
ズ面側に配置し、上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮影レンズ面側とは
反対側の面に配置したことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項９】
　上記一般指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された撮影レン
ズ面または上面に配置し、上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本
体表面よりも内側に配置したことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項１０】
　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮影レンズを介して上記認証指令が
受信可能な位置に配置したことを特徴とする請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１１】
　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設されたファイン
ダ内に配置したことを特徴とする請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１２】
　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された開閉蓋の
内側に配置したことを特徴とする請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１３】
　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された、上記撮
像手段で撮像された画像情報を記録するための記録媒体用挿脱部に配置したことを特徴と
する請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１４】
　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された電池収納
部に配置したことを特徴とする請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１５】
　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設された三脚用螺
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子穴に配置したことを特徴とする請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１６】
　上記撮像機器本体に配設された上記認証指令を受信する受信用開口部は、上記指令機器
に配設された上記認証指令を送信する送信用開口部に対して密着できるように構成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項１７】
　上記認証指令を受信するための上記センサの受信角度が上記一般指令を受信するための
上記センサの受信角度よりも狭くなるように構成されていることを特徴とする請求項１に
記載の撮像システム。
【請求項１８】
　上記指令機器は、上記撮像機器の撮像動作に関わる撮影指令、又は、上記撮像機器の上
記機能の制限に関わる認証モード切り替え指令を、上記認証指令として送信する認証指令
送信手段を更に具備することを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項１９】
　上記指令機器は、上記撮影指令と上記認証モード切り替え指令との何れを上記認証指令
送信手段によって送信するかを切り替える切り替え手段を更に具備することを特徴とする
請求項１８に記載の撮像システム。
【請求項２０】
　上記撮像機器の認証指令認識手段は、上記認証指令受信手段で受信された認証指令の内
容を判別する指令判別手段を更に具備することを特徴とする請求項１８に記載の撮像シス
テム。
【請求項２１】
　上記撮像機器は、上記指令判別手段で判別した上記認証モード切り替え指令に応じて、
当該撮像機器の認証モードを設定するモード設定手段を更に具備し、
　上記撮像機器の上記機能制限手段は、上記モード設定手段によって設定された認証モー
ドに応じて当該撮像機器の機能の制限を行なうことを特徴とする請求項２０に記載の撮像
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像機器と該撮像機器の本体とは別体に構成された指令機器とを含む撮像シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、個人情報の保護や情報セキュリティへの関心が高まり、自分で撮影した画像であ
っても画像の内容により、また他人が映っている場合には特に、個人情報の保護やプライ
バシ保護の観点から撮影済み画像の慎重な取り扱いが求められる場合が増加している。
【０００３】
　従来の３５ｍｍフィルムカメラの場合、撮影枚数は２４枚から３６枚であり、仮に３６
枚撮影済みフィルムを装填したままカメラを紛失あるいは盗まれても失う画像は高々３６
枚であり、もちろん内容によっては大きな損失につながったり、情報流出によるリスクが
無いわけではなかったが、失う画像の数としてはデジタルカメラに比べると相対的に少な
かった。
【０００４】
　一方、デジタルカメラの時代となり、撮影した画像はデジタル情報としてカメラ内のメ
モリに記録されており、簡単にコピーができると共に、所有者の許可なしにコピーされて
も元の画像はそのまま残っているため気がつかないことも起こり得る。
【０００５】
　近年、デジタルカメラ用の記憶媒体の記憶容量は増加の一途をたどっている。メモリカ
ードでは４ギガバイトの製品も発売されている。半導体の世界では、ムーアの法則が知ら
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れており、デザインルールは９０ｎｍから６５ｎｍへ、更には４５ｎｍへと細密化されつ
つあり、今後も半導体メモリの記憶容量は増加してゆく趨勢にある。また、小型ハードデ
ィスクの容量も増加しており、コンパクトフラッシュ（登録商標）カードサイズのハード
ディスクでも数ギガバイトになってきており、今後も記憶容量は増加してゆく趨勢にある
。
【０００６】
　例えば画像一枚あたりの記憶容量が平均１メガバイトの場合、２ギガバイトのメモリカ
ードには２０００枚、６ギガバイトのハードディスクには６０００枚の画像が記録でき、
フィルムカメラの時代とは比べ物にならないほど大量の個人情報をカメラと一緒に携帯し
ている状況である。
【０００７】
　デジタルカメラの画像には撮影日などが一緒に記録されており、またＧＰＳによる位置
情報が記録できる製品もある。つまり、個人の行動記録や交友関係などのプライバシ情報
が画像やデータとして大量に保管されている。もしカメラを紛失した場合、カメラは数万
円から数十万円で買いなおせるが、失った画像や情報は時としてもっと大きな損失を招く
リスクもある。
【０００８】
　デジタルカメラでの画像記録フォーマットは標準化されており、カメラから着脱可能な
メモリカードあるいはカード型ハードディスクを取り出してカード読取装置やパーソナル
コンピュータ（以下、パソコンと略記する）のメモリスロットに差し込めば容易に画像や
付帯情報を見たりコピーできる。
【０００９】
　メモリの大容量化と低価格化を背景に、カメラに着脱できない１６メガバイト程度の内
蔵メモリを持ち、万一着脱メモリが一杯になったり、忘れてきた場合でも画像の記録がで
きるカメラも出現してきた。そこで、内蔵メモリの容量を大きくして、内蔵メモリに画像
を記録して、特定の条件でなければ内蔵メモリの画像は再生等ができないようにして安全
性を高めると共に、従来の着脱式メモリは他との互換性を持たせるという使い方も実現出
来る様になってきた。
【００１０】
　従前よりカメラに所有者以外の使用を制限したり禁止することで情報漏洩や不正使用の
防止を図りセキュリティを高める方法がいくつも提案されている。
【００１１】
　例えば、特許文献１では、使用者のＩＤ情報を登録しておき、使用に先立ちＩＤ情報を
読み取り照合し、一致した時のみ使用を許可するようにしている。具体的には、網膜パタ
ーン、指紋、声紋の照合機能を持たせることが提案されている。また、メモリカードにＩ
Ｄ情報を入れておき、読み取らせることも提案されている。また、ＩＤ入力部としてキー
ボードを設け、暗証番号を入力する方法も提案されている。
【００１２】
　また、特許文献２では、ユーザが所持しているユーザの個人情報を記憶した電子機器と
電子装置とが無線交信を行い、ユーザの個人情報を電子装置が自動的に読み取り、ユーザ
に応じて電子装置をカスタマイズすることが提案されている。
【００１３】
　また、特許文献３では、リモートコントローラ（以下、リモコンと略記する）に識別デ
ータを記憶し、車庫のシャッタを開閉するシステムが提案されている。認証情報として秘
密鍵を用いることや、情報暗号化が提案されている。また音声、虹彩、指紋の認証も提案
されている。
【００１４】
　また、情報や機器並びにシステムのセキュリティを確保するための方式として、安全性
の高い公開鍵基盤による電子証明書の利用や、認証サーバとネットワークを利用したワン
タイムパスワードの利用、が実用に供されている。
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【特許文献１】特開２０００－１４７６２３号公報
【特許文献２】特開２００３－１６９２４７号公報
【特許文献３】特開２００５－４２３９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上記特許文献１では、網膜パターン、指紋、声紋の照合機能を持たせることが提案され
ているが、現在の技術レベルでは、他人受入れ率を厳しくすれば本人拒否率が上がってし
まうことが知られており、１００％の認証は難しく、また認証機構が複雑なためコストが
かかる。また、メモリカードにＩＤ情報を入れておき読み取らせることも提案されている
が、デジタルカメラの画像記憶用メモリカードを兼用する場合はそのカメラ専用になって
しまい、互換性を必要とする情報システムでは使い勝手が悪くなる。あるいは、画像記憶
用メモリとは別にＩＤ用のカードを使用する場合は、画像記憶用メモリカードと区別して
厳密に管理する必要があり、煩雑である。また、ＩＤ入力部としてキーボードを設け、暗
証番号を入力する方法も提案されているが、暗証番号は盗み見や類推され易いという問題
があることは周知のとおりである。
【００１６】
　また、上記特許文献２では、利用者識別による使い勝手の向上を目的としており、利用
者が見つからなかった場合にはデフォルト値でのカメラ使用を許可しているので、セキュ
リティ上の効果はない。
【００１７】
　また、上記特許文献３では、認証情報として秘密鍵を用いることや情報暗号化が提案さ
れており、車のドアの開閉やエンジンスタートの解除という鍵としての機能は満たされて
いるが、単機能であり、ユーザの状況に応じた使用制限については開示されていない。更
に、音声、虹彩、指紋の認証も提案されているが、携帯可能なカメラ等で認識率１００％
の確保は難しく、１００回に一回でも認識できない場合があるとかえって不便をかけるこ
とになり、コストが掛かる割にはメリットが少ない。
【００１８】
　また、情報や機器並びにシステムのセキュリティを確保するための方式として、安全性
の高い公開鍵基盤による電子証明書の利用や、認証サーバとネットワークを利用したワン
タイムパスワードの利用、が実用に供されているが、いずれも大掛かりなネットワークシ
ステムが必要で、その運用費用は膨大であり、携帯情報機器であるカメラ等には不向きで
ある。
【００１９】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、操作が容易で、コストも低く、安全性が
高い撮像機器の使用制限機能を実現することが可能な撮像システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の撮像システムの一態様は、撮像手段を備えた撮像機器と、該撮像機器の本体と
は別体に構成され、該撮像機器本体に対して該撮像機器を制御するための指令を送信する
ことにより上記撮像機器が上記指令に対応した動作を行えるように構成された指令機器と
、を含む撮像システムにおいて、
　上記撮像機器は、
　　上記指令機器から送信された当該撮像機器が上記指令機器の認証を行うための認証情
報を含む認証指令を受信する認証指令受信手段と、
　　上記指令機器から送信された上記認証情報を含まない一般指令を受信する、上記認証
指令受信手段とは別に設けられた一般指令受信手段と、
　　上記認証指令受信手段で受信された上記認証指令を認識する認証指令認識手段と、
　　上記認証指令認識手段で認識された上記認証指令に基づいて当該撮像機器の機能の制
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限を行う機能制限手段と、
　を具備し、
　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサを、上記一般指令
受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとは別に設け、
　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサと、上記一般指令
受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとを、それぞれ上記撮像機器本体
において異なる位置に配置したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、撮像機器本体とは別の指令機器から撮像機器に認証情報を設定するこ
とにより、万一撮像機器を紛失した場合でも、指令機器からの認証情報を含む認証指令が
来なければ、撮影済みの画像の再生等の所定の機能が制限され、セキュリティを確保する
ことが可能であると共に、操作も容易な撮像機器のセキュリティシステムを実現できる。
【００２３】
　更に、一般指令を受信する一般指令受信手段と、認証指令を受信する認証指令受信手段
とを分離してそれぞれ設け、上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するため
のセンサと、上記一般指令受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとを、
それぞれ撮像機器本体において異なる位置に配置することにより、それぞれの目的に合っ
た最適な位置にセンサを配置する構成をとることが可能となり使い勝手の向上と認証情報
の秘匿性を確保し、認証情報の傍聴等による不正使用を防止し、撮像機器並びに撮像シス
テムの安全性を高めることができる。
【００２４】
　従って、操作が容易で、コストも低く、安全性が高い撮像機器の使用制限機能を実現す
ることが可能な撮像システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
【００２６】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態に係る撮像システムは、撮像機器と、該撮像機器の本体とは別体
に構成され、該撮像機器本体に対して指令を送信することにより上記撮像機器が該指令に
対応した動作を行えるように構成された指令機器と、を含む。
【００２７】
　図１（Ａ）及び（Ｂ）は、上記撮像機器の一例としてのデジタルカメラ１０の外観構成
を示す斜視図である。
【００２８】
　即ち、図１Ａ（Ａ）に示すように、該デジタルカメラ１０のカメラ本体１２の前面には
、撮影用のレンズ部１４、撮影補助光発光用のフラッシュ１６、指令機器よりの撮影実行
指令等の認証情報を含まない認証情報無し指令（以下、一般指令と記す）受光用の受光素
子１８、タイマ撮影時の予告表示や指令機器よりの指令確認用の発光素子２０、撮影状態
での録音や撮影後の音声メッセージ付加に用いるマイクロフォン２２が配置されている。
【００２９】
　また、カメラ本体１２の上面には、シャッタスイッチ２４が設けられている。このシャ
ッタスイッチ２４は、静止画撮影状態では、２段モーションスイッチとなり、その半押し
でピント合わせ、全押しでシャッタを切ることが出来る。これに対して、動画撮影状態で
は、１回押すと撮影を開始し、２回目を押すと撮影を停止する。また、カメラ本体１２の
上面には更に、電源のオン、オフのスイッチであるパワースイッチ２６、電源オン時に点
灯するパワーランプ２８、３位置切り替えのスライドスイッチであって、静止画撮影状態
、動画撮影状態、画像再生状態が選択できるセレクトスイッチ３０、等が配置されている
。
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【００３０】
　一方、カメラ本体１２の背面には、図１（Ｂ）に示すように、該カメラ本体１２が指令
機器の認証を行うための認証情報を含む認証情報付き指令（以下、認証指令と記す）を受
信するためのセンサである受光素子３２が設けられている。また、このカメラ本体１２の
背面には、モニタ３４が設けられている。このモニタ３４は、１．８乃至は３インチ超で
１１万画素乃至は２３万画素超の液晶等の表示器が用いられ、撮影時の画像確認、撮影後
の画像の表示、撮影シーン選択用の撮影例画像表示、撮影条件等の設定メニュー、撮影枚
数や電池残量の表示などを行なう。
【００３１】
　更に、カメラ本体１２の背面には、十字スイッチ３６、ＯＫボタン３８、メニューボタ
ン４０、ズームスイッチ４２、消去ボタン４４、プリントボタン４６、等が配置されてい
る。ここで、十字スイッチ３６は、上下左右に押すことが出来る４箇所シーソスイッチで
あり、モニタ３４上に表示された複数項目の選択時に上下、左右に選択項目を移動する場
合や、再生画像の前後の駒送りなどに用いる。ＯＫボタン３８は、条件設定時にモニタ３
４上の選択項目を決定するスイッチであり、メニューボタン４０は、条件設定用の各種メ
ニューを表示させるためのスイッチである。ズームスイッチ４２は、左右２箇所のシーソ
スイッチであり、撮影状態においては、Ｔ側を押すとレンズ部１４のズームレンズを望遠
側に動かし、Ｗ側を押すと広角側にズームレンズを駆動する。また、このズームスイッチ
４２は、再生状態では、画像の拡大や縮小、あるいはマルチ画面表示の制御にも使われる
。再生状態で、消去ボタン４４を押すと、モニタ３４に消去の実行確認の表示が現れて、
十字スイッチ３６により消去を選択してＯＫボタン３８を押すと、表示されている画像が
消去される。また、再生状態で、プリントボタン４６を押すと、モニタ３４にプリントメ
ニューを表示し、該デジタルカメラ１０とプリンタ（図示せず）が接続されていれば、当
該デジタルカメラ１０内の画像を印刷することが出来る。
【００３２】
　また、カメラ本体１２の側面には、警告音や確認音の発生や、再生状態で録音されてい
る音を再生するスピーカ４８が設けられている。
【００３３】
　図２は、撮像機器の別の例としてのデジタルムービカメラ５０の外観構成を示す斜視図
である。ここで、上記デジタルカメラ１０と同様の機能部材については、同一の参照番号
を付す。即ち、このデジタルムービカメラ５０においては、そのカメラ本体１２の前面に
は、撮影用のレンズ部１４、撮影補助光発光用のフラッシュ１６、指令機器よりの一般指
令受光用の受光素子１８、タイマ撮影時の予告表示や指令機器よりの指令確認用の発光素
子２０、撮影状態での録音や撮影後の音声メッセージ付加に用いるマイクロフォン２２が
配置されている。
【００３４】
　また、カメラ本体１２の側面には、モニタ３４が回動自在に取り付けられており、撮影
中の画像や撮影後の再生画像が表示でき、使わない時にはカメラ本体１２に密着収納でき
る。更に、カメラ本体１２の側面には、電源のオン、オフと、撮影や再生のモード切り替
えが出来る電源モードスイッチ５２が配置されている。
【００３５】
　カメラ本体１２の上面には、ズームスイッチ４２が設けられている。このズームスイッ
チ４２は、左右２箇所のシーソスイッチであり、撮影状態でＴ側を押すとズームレンズを
望遠側に動かし、Ｗ側を押すと広角側にレンズを駆動する。また、再生状態では、モニタ
３４における画像の拡大や縮小、あるいはマルチ画面表示の制御にも使われる。
【００３６】
　カメラ本体１２の背面には、指令機器よりの認証指令を受信するためのセンサである受
光素子３２が設けられている。この他に、特に図示はしていないが、カメラ本体１２の側
面や背面などに、各種接続コネクタ、メニューボタン、シャッタスイッチなどがある。
【００３７】
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　なお、指令機器としては、認証情報付き指令（認証指令）を送信する認証機能付き指令
機器と、認証情報無し指令（一般指令）を送信する一般指令機器とがある。認証指令には
、認証情報付きの撮影指令（撮影や再生など）と、認証モード切り替え指令とがある。一
般指令は、認証情報を含まない撮像や再生などの撮影指令である。一般指令機器からの一
般指令では、後述するような許可モードにおいては全ての機能について、また制限モード
では制限されていない機能についての指令が行える。認証情報には、後述するような固定
リモコン識別情報に加えて、可変リモコン識別情報（乱数や計数値）、ＩＤ情報、機能範
囲情報を用いることができる。
【００３８】
　図３（Ａ）は、認証機能付き指令機器の一例としてのカメラ用の光学式リモコン５４の
外観構成を示す斜視図である。即ち、この光学式リモコン５４の端面には、認証指令発信
用の発光部５６が構成されており、該発光部５６より認証指令を撮像機器であるデジタル
カメラ１０やデジタルムービカメラ５０に発信する。
【００３９】
　また、上面には、撮影指令ボタン５８、認証設定スイッチ６０、テレボタン６２、ワイ
ドボタン６４、プラスボタン６６、マイナスボタン６８、等が配置されている。該光学式
リモコン５４は、撮影指令ボタン５８が押された時に撮影指令として撮影実行指令を撮像
機器に発信する。認証設定スイッチ６０は、その操作部６０Ａの位置により通常位置と認
証位置を切り替えるためのものであり、その位置により他のスイッチ６２～６８の機能が
切り替わるようになっている。
【００４０】
　図３（Ｂ）及び（Ｃ）は、上記認証設定スイッチ６０の拡大図である。この認証設定ス
イッチ６０は、２位置切り替えスイッチであり、操作部６０Ａが図３（Ｂ）のように上方
の通常位置６０Ｂにある時は通常位置、図３（Ｃ）のように下方の認証位置６０Ｃにある
時は認証位置となる。
【００４１】
　即ち、テレボタン６２が押された時、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂとなっていれば、
撮影指令として撮像機器にレンズ部１４を望遠側に駆動するＴボタン指令を発信し、操作
部６０Ａが認証位置６０Ｃとなっていれば、認証モード切り替え指令として撮像機器を制
限モードに切り替える指令（制限指令）を発信する。ワイドボタン６４が押された時には
、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂでは、撮影指令として撮像機器にレンズ部１４を広角側
に駆動するＷボタン指令を発信し、操作部６０Ａが認証位置６０Ｃでは、認証モード切り
替え指令として撮像機器を設定モードに切り替える指令（設定指令）を発信する。プラス
ボタン６６が押された時は、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂでは、撮影指令として再生時
の駒送りやメニュー選択時の選択項目移動の指令を発信し、操作部６０Ａが認証位置６０
Ｃでは、認証モード切り替え指令として撮像機器を禁止モードに切り替える指令（禁止指
令）を発信する。マイナスボタン６８が押された時は、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂで
は、撮影指令として再生時の駒送りやメニュー選択時の選択項目移動の指令を発信し、操
作部６０Ａが認証位置６０Ｃでは、認証モード切り替え指令として撮像機器を許可モード
に切り替える指令（許可指令）を発信する。なお、撮像機器における各モードの詳細につ
いては後で説明する。
【００４２】
　図４（Ａ）は、一般指令機器の一例としてのカメラ用の光学式リモコン７０の外観構成
を示す斜視図である。この認証機能を持たない光学式リモコン７０の場合は、一般指令の
みを送信可能であり、認証設定スイッチ６０を持たず、後述するように、撮像機器が許可
モードあるいは制限モードで許可されている機能に対する指令を発信することができる。
【００４３】
　即ち、この光学式リモコン７０の端面には、一般指令発信用の発光部５６が構成されて
おり、該発光部５６より一般指令を撮像機器であるデジタルカメラ１０やデジタルムービ
カメラ５０に発信する。



(9) JP 5013246 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【００４４】
　また、上面には、撮影指令ボタン５８、テレボタン６２、ワイドボタン６４、プラスボ
タン６６、マイナスボタン６８、等が配置されている。該光学式リモコン５４は、撮影指
令ボタン５８が押された時に撮影指令として撮影実行指令を撮像機器に発信する。テレボ
タン６２が押された時には、撮影指令として撮像機器にレンズ部１４を望遠側に駆動する
Ｔボタン指令を発信する。ワイドボタン６４が押された時には、撮影指令として撮像機器
にレンズ部１４を広角側に駆動するＷボタン指令を発信する。プラスボタン６６が押され
た時は、撮影指令として再生時の駒送りやメニュー選択時の選択項目移動の指令を発信す
る。マイナスボタン６８が押された時は、撮影指令として再生時の駒送りやメニュー選択
時の選択項目移動の指令を発信する。
【００４５】
　図４（Ｂ）は、認証機能付き指令機器の他の例として、カメラ用の別の光学式リモコン
７２の外観構成を示す斜視図である。ここで、上記光学式リモコン５４と同様の機能部材
については、同一の参照番号を付す。即ち、この光学式リモコン７２においても、その端
面に、指令発信用の発光部５６があり、該発光部５６より認証指令を撮像機器に発信する
。そして、上面には、撮影指令ボタン５８、認証設定スイッチ６０、テレボタン６２、ワ
イドボタン６４、十字スイッチ７４、ＯＫボタン７６、メニューボタン７８、プリントボ
タン８０、情報ボタン８２、消去ボタン８４、回転ボタン８６、保護ボタン８８、等が配
置されている。
【００４６】
　該光学式リモコン７２は、撮影指令ボタン５８が押された時に、撮影指令として撮影実
行指令を撮像機器に発信する。また、テレボタン６２とワイドボタン６４はシーソスイッ
チとなっており、テレボタン６２が押された時はＴボタン指令を発信し、それを受信した
撮像機器においては、撮影状態であればレンズ部１４を望遠側に駆動し、再生状態であれ
ばモニタ３４における画像の拡大やマルチ画面の表示制御を行うようになっている。これ
に対して、ワイドボタン６４が押された時はＷボタン指令を発信し、それを受信した撮像
機器において、撮影状態ではレンズ部１４を広角側に駆動し、再生状態ではモニタ３４に
おける画像の縮小やマルチ画面の表示の制御を行う。
【００４７】
　また、十字スイッチ７４は、上下左右に押すことが出来る４箇所シーソスイッチであり
、その押された方向に応じた操作指令を発信する。これは、撮像機器におけるモニタ３４
上に表示された複数項目の選択時に上下、左右に選択項目を指示する場合や、再生画像の
前後の駒送りなどに用いられる。ＯＫボタン７６は、条件設定時にモニタ３４上の選択項
目を決定するスイッチであり、それが押された時にＯＫ指令を発信する。メニューボタン
７８は、条件設定用の各種メニューをモニタ３４に表示させるためのスイッチであり、そ
れが押された時にメニュー指令を発信する。
【００４８】
　また、消去ボタン８４が押されると消去指令を発信し、撮像機器においては、それを受
信した時に再生状態で消去が機能制限されていなければ、モニタ３４に消去の実行確認の
表示を行う。そして、十字スイッチ７４により消去を選択した上で、ＯＫボタン７６が押
されると、表示されている画像が消去されるものである。
【００４９】
　認証設定スイッチ６０は、図３（Ｂ）及び（Ｃ）と同様に、その操作部６０Ａの位置に
より通常位置６０Ｂと認証位置６０Ｃを切り替えるためのものであり、その位置により他
のボタン８０，８２，８６，８８の機能が切り替わるようになっている。
【００５０】
　即ち、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂでプリントボタン８０が押された時には、撮影指
令として印刷指令を発信し、それを受信した撮像機器においては、モニタ３４にプリント
メニューを表示し、当該撮像機器とプリンタが接続されていれば撮像機器内の画像を印刷
することが出来る。これに対して、操作部６０Ａが認証位置６０Ｃでプリントボタン８０
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が押されると、認証モード切り替え指令として設定指令を発信し、その受信に応じて撮像
機器が設定モードに切り替わる。
【００５１】
　また、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂで情報ボタン８２が押された時には、撮影指令と
して情報表示指令を発信し、それを受信した撮像機器においては、モニタ３４に表示画像
の情報を表示する。これに対して、操作部６０Ａが認証位置６０Ｃで情報ボタン８２が押
された場合には、認証モード切り替え指令として制限指令を発信し、その受信に応じて撮
像機器が制限モードに切り替わる。
【００５２】
　また、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂで回転ボタン８６が押された時には、撮影指令と
して回転指令を発信し、それを受信した撮像機器においては、モニタ３４の表示画像が９
０度回転する。これに対して、操作部６０Ａが認証位置６０Ｃで回転ボタン８６が押され
た場合には、認証モード切り替え指令として許可指令を発信し、その受信に応じて撮像機
器が許可モードに切り替わる。
【００５３】
　そして、操作部６０Ａが通常位置６０Ｂで保護ボタン８８が押されると、撮影指令とし
て保護指令を発信し、それを受信した撮像機器においては、モニタ３４の表示画像に保護
フラグをつけ、消去できないように保護する。なお、この保護フラグは、上記メニューボ
タン７８の操作によるメニューで解除することが出来る。これに対して、操作部６０Ａが
認証位置６０Ｃで保護ボタン８８が押された時には、認証モード切り替え指令として禁止
指令を発信し、その受信に応じて撮像機器が禁止モードに切り替わる。
【００５４】
　図４（Ｃ）は、一般指令機器の他の例としての別のカメラ用の光学式リモコン９０の外
観構成を示す斜視図である。この認証機能を持たない光学式リモコン９０の場合は、一般
指令のみを送信可能であり、認証設定スイッチ６０を持たず、後述するように、撮像機器
が許可モードあるいは制限モードで許可されている機能に対する指令を発信することがで
きる。
【００５５】
　即ち、この光学式リモコン９０においても、その端面に、指令発信用の発光部５６があ
り、該発光部５６より一般指令を撮像機器に発信する。そして、上面には、撮影指令ボタ
ン５８、テレボタン６２、ワイドボタン６４、十字スイッチ７４、ＯＫボタン７６、メニ
ューボタン７８、プリントボタン８０、情報ボタン８２、消去ボタン８４、回転ボタン８
６、保護ボタン８８、等が配置されている。
【００５６】
　該光学式リモコン９０は、撮影指令ボタン５８が押された時に、撮影指令として撮影実
行指令を撮像機器に発信する。また、テレボタン６２が押された時はＴボタン指令を発信
し、ワイドボタン６４が押された時はＷボタン指令を発信する。十字スイッチ７４は、上
下左右に押すことが出来る４箇所シーソスイッチであり、その押された方向に応じた操作
指令を発信する。ＯＫボタン７６が押された時にＯＫ指令を発信する。メニューボタン７
８が押された時にメニュー指令を発信する。また、消去ボタン８４が押されると消去指令
を発信する。
【００５７】
　また、プリントボタン８０が押された時には、撮影指令として印刷指令を発信する。情
報ボタン８２が押された時には、撮影指令として情報表示指令を発信する。回転ボタン８
６が押された時には、撮影指令として回転指令を発信する。保護ボタン８８が押されると
、撮影指令として保護指令を発信する。
【００５８】
　図５は、上記デジタルカメラ１０の電気的な構成を示すブロック図である。上記レンズ
部１４は、被写体の像を撮像素子９２上に結像させる。撮像機器の種類によって一眼レフ
タイプやレンズシャッタタイプ、あるいはズーム機能、オートフォーカス機能、明るさ絞
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り機能などを含む。撮像素子９２は、被写体の像を電気信号に変換するもので、ＣＣＤタ
イプやＣＭＯＳタイプの撮像素子が用いられ、画素数は１００万画素クラスから１０００
万画素超クラスが用いられる。撮像処理回路９４は、撮像素子９２からの信号を処理しＡ
／Ｄ変換して、メニュー等で設定されている所定のフォーマットで内蔵メモリ９６あるい
は着脱メモリ９８に記録する。そのフォーマットとしては、画像圧縮しないＲＡＷデータ
形式や標準圧縮方式によるＪＰＥＧ形式あるいは動画の場合はモーションＪＰＥＧ形式や
ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４形式などが用いられる。
【００５９】
　認証受光部１００は、認証機能付きの光学式リモコン５４あるいは７２よりの指令光を
受光素子３２で電気信号に変換し、増幅、復調し、主制御部１０２と協調して認証指令の
みをデコードして指令データに変換する。受光素子３２には、認証指令の他に一般指令や
その他の光も入射する可能性はあるが、デコードされ指令データに変換されるのは認証指
令だけである。また、受光部１０４は、上記認証機能を持たない光学式リモコン７０ある
いは９０よりの一般指令を受光素子１８で電気信号に変換し、増幅、復調し、主制御部１
０２と協調してデコードして指令データに変換する。受光素子１８には、一般指令の他に
認証指令やその他の光も入射する可能性はあるが、デコードされ指令データに変換される
のは一般指令だけである。
【００６０】
　ズーム制御部１０６は、静止画あるいは動画撮影が可能な場合に、カメラ本体１２のズ
ームスイッチ４２あるいはリモコン５４、７０、７２又は９０のテレボタン６２もしくは
ワイドボタン６４が操作されたとき、レンズ部１４を駆動する。露光制御部１０８は、デ
ジタルカメラ１０に設定されている撮影条件にしたがって被写体の明るさに応じて絞りの
制御や撮像素子９２の制御を行なう。測距制御部１１０は、撮像素子９２からの信号を用
いてレンズ部１４の駆動及び合焦検出制御を行なう。
【００６１】
　画像処理回路１１２は、主制御部１０２のＣＰＵ及びプログラムと協調して、画像の拡
大縮小、圧縮伸長、歪補正、色補正、ノイズ除去、合成、回転などの処理を行なう。着脱
メモリ９８は、画像記録用のメモリであり、半導体メモリカードやハードディスクドライ
ブで構成され、カメラ本体１２のコネクタ（図示せず）に着脱できる。この着脱メモリ９
８としては、数十メガバイトから数ギガバイトのものが用いられ、画像やその属性情報が
記録される。暗号化・復号化回路１１４は、着脱メモリ９８に画像を記録する際に暗号化
して記録する場合及び暗号化された画像を復号化する場合に用いる。ただし、処理を主制
御部１０２のＣＰＵでプログラムで行なう場合は省略することができる。外部インターフ
ェイス１１６は、デジタルカメラ１０とプリンタやパソコンあるいはハードディスクなど
の外部記憶装置やテレビジョン受像機（以下、テレビと略記する）などとの接続のための
信号変換機能とコネクタを含む。プリンタとの接続にはピクトブリッジ、パソコンや外部
記憶装置とはＵＳＢ、テレビとはビデオケーブル等で接続することが出来る。
【００６２】
　バス１１８は、各部を結ぶ共通信号線群であり、データバス、アドレスバス、コントロ
ールバスなどである。主制御部１０２は、特に図示はしていないが、ＣＰＵ、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、レジスタ、カウンタ、タイマ、書き換え可能な不揮発性メモリなどを含むマイクロ
コンピュータシステムであり、当該デジタルカメラ１０全体の制御や表示、データ処理を
司る。また、この主制御部１０２は、不揮発性メモリに記録した当該デジタルカメラ１０
に対応する認証機能付きリモコンを識別するための固定リモコン識別情報を不揮発性メモ
リに記録しておく、固定リモコン識別情報記憶部１０２Ａを有している。この固定リモコ
ン識別情報の記録は、当該デジタルカメラ１０の工場出荷前あるいは販売前に行なってお
くことが望ましい。更に、この固定リモコン識別情報は、不正利用を防止する観点から、
暗号化されていることが望ましい。
【００６３】
　内蔵メモリ９６は、撮影した画像を当該内蔵メモリ９６のみに記録することが選択され
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ている場合の画像等の記録、あるいは禁止モードにおける撮影画像等の記録、あるいは制
限モード及び許可モードにおいて着脱メモリ９８が一杯あるいは無い場合にも画像の記録
が出来る、当該デジタルカメラ１０から取り出し出来ないメモリである。この内蔵メモリ
９６としては、数十メガバイトから数ギガバイトの半導体メモリあるいは数百メガバイト
から十ギガバイトクラスの超小型ハードディスクが好適である。
【００６４】
　モードメモリ１２０は、不揮発性メモリで構成され、認証モードの記憶、保持をするこ
とができる。電源がオフでも記憶は保持されており、これにより、禁止モード等が設定さ
れていて故意あるいは過失で電池が抜かれたまま放置された場合であっても禁止モード等
は保持され、次の電源オン時には禁止モード等になる。
【００６５】
　フラッシュ１６は、静止画撮影時に、メニューで設定されたフラッシュモード、例えば
暗い時や逆光で自動発光するモード、弱く発光するソフト発光モード、本発光前に数回の
予備発光をする赤目軽減モード、必ず発光する強制発光モード、発光しない発光禁止モー
ド、にしたがってフラッシュ発光を行なう。発光部１２２は、発光素子２０の点灯を制御
する。表示制御部１２４は、モニタ３４に撮影画像や再生画像、メニューや情報及び警報
用の文字や記号の表示制御を行なう。音声処理部１２６は、撮影時にマイクロフォン２２
で拾った音を処理して記録させることや、再生時に記録されている音を再生処理してスピ
ーカ４８に供給したり、警報音等をスピーカ４８に供給する。
【００６６】
　電源回路１２８は、電池１３０あるいは外部の電源（図示せず）からの電力を、各部に
必要な電圧に変換して供給する。電池１３０は交換可能で、リチュームイオン充電電池や
乾電池が用いられる。
【００６７】
　禁止タイマ１３２は、タイマスタート後、予め設定された時間が経過した時、時間切れ
となり、モードメモリ１２０の認証モードを禁止モードに設定する。電池１３０及び電源
回路１２８と協働してカメラ本体１２の電源がオフの状態であっても禁止タイマ１３２に
は電源が供給されており、カウントを続け予め設定された時間が経過した時、時間切れと
なりモードメモリ１２０の認証モードを禁止モードにする。この際、短時間、主制御部１
０２とモードメモリ１２０に電源を供給して禁止モードをプログラムで設定する様に構成
することもできる。あるいは、主制御部１０２は介さずに禁止タイマ１３２自身でモード
メモリ１２０の禁止設定が行なえるよう、禁止モード設定アドレスの発生と、禁止モード
データの発生及び制御バスの短時間駆動によって、モードメモリ１２０に禁止モードの設
定を行なっても良い。また、電源回路１２８に電圧監視機能を持たせて、回路動作にとっ
て電圧が不十分なレベルになる前に禁止モードを設定するようにしても良い。電池１３０
が抜き取られた場合に、バックアップ電池あるいはキャパシタの有無等を考慮して予め設
定された時間後に禁止モードに強制移行しても良い。
【００６８】
　このような方式を採用することにより、故意あるいは過失により電池１３０が抜き取ら
れたまま、あるいは消耗したまま放置されてバックアップ用の電池あるいはキャパシタの
電気も消耗してしまい禁止タイマ１３２がカウントできなくなって、予め設定した時間が
経過しても禁止モードを設定することができなくなってしまい、当該デジタルカメラ１０
が使用できてしまうことを防止できる。
【００６９】
　パワースイッチ２６でカメラ本体１２の電源のオン、オフを行い、オンのときはパワー
ランプ２８が点灯している。シャッタスイッチ２４、セレクトスイッチ３０は図１（Ａ）
の説明と同様である。十字スイッチ３６、ＯＫボタン３８、メニューボタン４０、ズーム
スイッチ４２、消去ボタン４４、プリントボタン４６は、図１（Ｂ）を参照して説明した
通りである。各スイッチ及びボタンは、主制御部１０２のＣＰＵの割り込みライン及び／
又は入出力ポートに接続されている。
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【００７０】
　デジタルムービカメラ５０の場合、外観等は長時間の動画撮影時の操作性等を考慮した
形状になっているが、基本的な機能構成は、図５に示したデジタルカメラ１０のそれと同
様である。
【００７１】
　図６は、デジタルカメラ１０における上記認証受光部１００及び受光部１０４の構成を
示すブロック図である。受光素子１８は、認証機能を持たない光学式リモコン７０又は９
０よりの光を電流に変換する。なお、受光素子１８の前面には、使用波長に合せた光を通
す光学フィルタ（図示せず）を設けて外乱光の影響を除去することが望ましい。上記受光
素子１８で変換された電流は、増幅部１０４Ａで増幅され、フィルタ部１０４Ｂで搬送波
周波数に合わせた帯域を通過させた後、検波部１０４Ｃで検波され、積分部１０４Ｄで搬
送波周波数成分が除去されて信号成分が再生され、波形整形部１０４Ｅで整形されて、デ
コーダ部１０４Ｆに入力され、該デコーダ部１０４Ｆで一般指令がデコードされる。
【００７２】
　同様に、受光素子３２は、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２よりの光を電流
に変換する。該受光素子３２の前面には、使用波長に合わせた光を通す光学フィルタ（図
示せず）を設けて外乱光の影響を除去することが望ましい。上記受光素子３２で変換され
た電流は、増幅部１００Ａで増幅され、フィルタ部１００Ｂで搬送波周波数に合わせた帯
域を通過させた後、検波部１００Ｃで検波され、積分部１００Ｄで搬送波周波数成分が除
去されて信号成分が再生され、波形整形部１００Ｅで整形されて、デコーダ部１００Ｆに
入力され、該デコーダ部１００Ｆで認証指令がデコードされる。認証指令のうち、図１３
を参照して後述する４つの認証モードを切り替える認証モード切り替え指令のみをデコー
ドする構成を採る場合、更に再生に関わる指令や制限機能の設定に関わる指令も含めてデ
コードする場合、或いは撮影指令等も含めた認証情報付きの指令全てをデコードする場合
など、撮像機器の仕様に合わせた構成を選択できる。
【００７３】
　このように、一般指令と認証指令とでセンサ及び信号処理回路並びにデコーダを別々に
持つことにより、認証指令のうち、選択された指令は認証用のデコーダ部１００Ｆでのみ
デコードされ、バス１１８を介して主制御部１０２に通知される。
【００７４】
　なお、図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、認証受光部１００と受光部１０４のデコー
ダ部を共用のデコーダ１３４で兼用するようにしても良い。この場合、各受光部１００，
１０４の波形整形部１００Ｅ，１０４Ｅを通った信号はデジタル信号となっているので、
認証指令のデコードアルゴリズムと一般指令のデコードアルゴリズムをデコーダ１３４で
併せ持ち、両方のアルゴリズムでデコードを試みてデコードできた方の指令を主制御部１
０２に入力することでデコード部の兼用ができる。
【００７５】
　また逆に、図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、認証指令用の受光素子３２と一般指令
用の受光素子１８とを一つの受光素子１３６で兼用するようにしても良い。この場合、受
光素子１３６の波長感度が、光学式リモコン５４又は７２の発光部５６における発光素子
の波長に対して十分感度があれば、認証指令の波長と一般指令の波長とが違っている場合
でも受光素子を兼用できる。受光素子１３６としてフォトダイオードを用いる場合、分光
感度特性が可視域から赤外まで広範囲にわたるものが利用できる。受光素子を兼用する場
合は、波長にあわせた光学フィルタの特性が、使用する２波長の透過率が高いものを用い
るか、光学フィルタは無しとしても良い。
【００７６】
　図９は、認証機能付きの上記光学式リモコン５４の電気的な構成を示すブロック図であ
る。制御部１３８は、ボタン５８，６２～６８の何れかがオンになった時、認証設定スイ
ッチ６０の状態を読み取り、その状態に対応した指令信号を発生する。また、この制御部
１３８は、撮像機器と対応する認証機能付きリモコンを識別するための認証情報として、
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固定リモコン識別情報等を不揮発性メモリに記録しておく、認証情報記憶部１３８Ａを有
している。この認証情報記憶部１３８Ａへの固定リモコン識別情報の記録は、工場出荷前
あるいは販売前に行なっておくことが望ましい。更に、この固定リモコン識別情報は、不
正利用を防止する観点から、暗号化されていることが望ましい。
【００７７】
　制御部１３８は、ボタンが押し続けられている間は、予め設定された時間、信号を発生
する。変調部１４０は、制御部１３８よりの信号で、発振部１４２が発生する搬送波を変
調してトランジスタ１４４を駆動し、発光部５６の発光素子５６Ａを点滅させる。抵抗１
４６は、電流制限用である。発光素子５６Ａには、赤外線発光ダイオードで波長が９００
～９５０ｎｍのものが用いられることが多いが、他の波長あるいは可視光でも良い。
【００７８】
　なお、認証機能を持たない上記光学式リモコン７０の電気的な構成は、図９に示した認
証機能付きの上記光学式リモコン５４のそれと同様であるので、その図示及び説明は省略
する。但し、認証機能を持たない上記光学式リモコン７０においては、制御部１３８に認
証情報記憶部１３８Ａは備えられていない。
【００７９】
　図１０は、認証機能付きの上記光学式リモコン７２の電気的な構成を示すブロック図で
ある。制御部１３８は、ボタン及びスイッチ５８，６２，６４，７４～８８の何れかがオ
ンになった時、認証設定スイッチ６０の状態を読み取り、その状態に対応した指令信号を
発生する。また、制御部１３８は、撮像機器と対応する認証機能付きリモコンを識別する
ための認証情報として、固定リモコン識別情報等を不揮発性メモリに記録しておく、認証
情報記憶部１３８Ａを有している。この認証情報記憶部１３８Ａへの固定リモコン識別情
報の記録は、工場出荷前あるいは販売前に行なっておくことが望ましい。更に、この固定
リモコン識別情報は、不正利用を防止する観点から、暗号化されていることが望ましい。
【００８０】
　制御部１３８は、ボタン又はスイッチが押し続けられている間は、予め設定された時間
、信号を発生する。搬送波周波数として４０ＫＨｚを用いる場合、該制御部１３８として
、ワンチップマイコンで直接、発光素子としての発光素子５６Ａを駆動できるものを用い
れば、プログラムで高周波変調信号を発生させ、上記変調部１４０と発振部１４２とトラ
ンジスタ１４４を省略する構成をとることが出来る。したがって、電流制限用の抵抗１４
６を介して電源に接続されている発光部５６は、直接、制御部１３８に接続される。
【００８１】
　なお、認証機能を持たない上記光学式リモコン９０の電気的な構成は、図１０に示した
認証機能付きの上記光学式リモコン７２のそれと同様であるので、その図示及び説明は省
略する。但し、認証機能を持たない上記光学式リモコン９０においては、制御部１３８に
認証情報記憶部１３８Ａは備えられていない。
【００８２】
　上記光学式リモコン５４、７０、７２又は９０の発生する信号を、図１１（Ａ）乃至図
１１（Ｄ）を参照して説明する。
【００８３】
　ここで、図１１（Ａ）は、送信データ信号の基本を示す図である。８ビットの１バイト
データを送信する場合、送信データ信号は、リーダコードと、８ビットデータ部と、スッ
トプコードと、から構成される。図１１（Ｂ）は、データ信号１ビットの構成を示す図で
ある。論理「０」の場合、信号単位時間Ｔ＝５００マイクロ秒（以下μＳ）のオンとオフ
の計１ミリ秒（以下ｍＳ）で表し、論理「１」の場合、１Ｔのオンと３Ｔのオフの計２ｍ
Ｓで表す。図１１（Ａ）のデータ信号の場合は、リーダコードが８Ｔのオンと４Ｔのオフ
で計１２Ｔ＝６ｍＳであり、データ８ビット（「０１０１００１１」）は論理「０」が４
個で４ｍＳ、論理「１」が４個で８ｍＳの合計１２ｍＳ、ストップコードは６０Ｔで３０
ｍＳであり、合計４８ｍＳとなる。
【００８４】
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　図１１（Ｃ）は、データｎバイトを送る場合を示す図であり、リーダコードに続きｎバ
イトのデータ、最後にストップコードとなる。
【００８５】
　図１１（Ｄ）は、図９に示した光学式リモコン５４又は７０の変調部１４０の出力波形
を示す図である。制御部１３８よりのデータ信号により発振部１４２から供給される搬送
波を変調し、トランジスタ１４４を駆動する論理「０」の波形を示している。搬送周波数
４０ｋＨｚの場合、１Ｔ＝５００μＳには搬送波２０パルスが入り、発光部５６の発光素
子５６Ａを点滅する。
【００８６】
　図１０に示した光学式リモコン７２又は９０においても同様である。
【００８７】
　発光部５６よりの光は、受光素子１８及び３２で略図１１（Ｄ）の変調波形に近い形の
信号に様々なノイズや直流成分が乗った形で再生される。そして、搬送波周波数４０ｋＨ
ｚの帯域通過フィルタ部１０４Ｂ及び１００Ｂで雑音等を除去した後、検波部１０４Ｃ及
び１００Ｃと積分部１０４Ｄ及び１００Ｄ及び波形整形部１０４Ｅ及び１００Ｅで図１１
（Ｃ）の信号波形が再生され、デコーダ部１０４Ｆ及び１００Ｆでそれぞれデータに変換
される。
【００８８】
　図１２（Ａ）乃至（Ｉ）は、光学式リモコン５４、７０、７２又は９０の指令のデータ
フォーマットを示す図である。ここで、図１２（Ａ）乃至（Ｃ）は認証機能を持たない光
学式リモコン７０又は９０からの一般指令を、図１２（Ｄ）乃至（Ｉ）は認証機能付きの
光学式リモコン５４又は７２からの認証指令を示している。
【００８９】
　図１２（Ａ）は、図１１（Ｃ）に相当するものであり、基本的には、リーダコード１４
８とストップコード１５０で指令の内容を示すデータ部１５２を挟む形で、固定長でも可
変長でも良い。また、図１２（Ｂ）に示すように、データ部１５２の前にヘッダ１５４を
付けて、データ形式やリモコンの種類などを固定フォームで追加しても良い。更に、図１
２（Ｃ）に示すように、データ部１５２の後ろに、エラー検出のためのデータやエラー訂
正用のデータ（ＥＣＣ１５６）を添付しても良い。あるいは、市販の家電製品用のリモコ
ンで行なわれているようなデータビットパターンを直後に反転して送り、両者の一致を取
ってエラーの有無を検出するようにしても良い。
【００９０】
　更に、識別情報として固定リモコン識別情報１５８を付加する場合は、図１２（Ｄ）乃
至（Ｆ）に示すように独立した固定リモコン識別情報１５８を付加して送信する。或いは
、識別情報としての固定リモコン識別情報１５８をデータ部１５２又はヘッダ１５４の一
部に含めて送信することもできる（この場合、デーフォーマットは図１２（Ａ）乃至（Ｃ
）に示すものとなる）。
【００９１】
　この固定リモコン識別情報１５８は、図５で説明した、デジタルカメラ１０の主制御部
１０２の固定リモコン識別情報記憶部１０２Ａに記憶されている固定リモコン識別情報と
同じものであり、リモコンよりの指令が正しいリモコンから送信されたものか否かを判別
するために用いる。固定リモコン識別情報１５８は、図９及び図１０で説明したように、
デジタルカメラ１０と対になる認証機能付きの光学式リモコン５４，７２の制御部１３８
の認証情報記憶部１３８Ａに、同じ情報が書き込まれている。よって、もしリモコン５４
又は７２あるいはデジタルカメラ１０が壊れたり紛失した際に、壊れたほうを買いなおす
場合には、メーカあるいは販売店で身分証明などで正規の所有者であり盗品等でないこと
を示して、固定リモコン識別情報を書き直して貰う事ができる。
【００９２】
　図１２（Ｇ）乃至（Ｉ）は、認証機能付きの光学式リモコン５４及び７２の認証指令と
しての認証モード切り替え指令のデータフォーマットを示す図である。光学式リモコン５
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４又は７２の認証設定スイッチ６０の操作部６０Ａが認証位置６０Ｃに設定されていて、
禁止ボタンまたは制限または設定または許可に割り当てられたボタンが押された場合に、
当該リモコン５４又は７２より、例えば、図１２（Ｇ）に示すように、その押されたボタ
ンに応じた認証モード切り替え指令データ１６０が、リーダコード１４８とストップコー
ド１５０で挟まれて、また、固定リモコン識別情報１５８が付加されて発信される。ある
いは、図１２（Ｈ）に示すようにヘッダ１５４、更には図１２（Ｉ）に示すようにＥＣＣ
１５６を付加して発信される。このようなフォーマットの信号は、カメラ本体１２におい
て、受光素子３２又は１３６で受光され、デコーダ部１００Ｆ又はデコーダ１３４で認証
モード切り替え指令に変換される。
【００９３】
　認証モード切り替え指令データ１６０は、一般データと区別できるように、普通は現れ
ない文字列を用いるもので、例えば、図１３に示すように、「ＺＺＡＡ」、「ＺＺＢＢ」
、「ＺＺＣＣ」、「ＺＺＤＤ」のように４文字で表す。ここで、文字数は任意であるが、
認証モード切り替え指令が明確に区別できる文字の組み合わせと長さが必要である。
【００９４】
　また、図１２（Ｄ）乃至図１２（Ｆ）に示したフォーマットを用いて、そのｎバイトの
データ部１５２に認証モード切り替え指令用の文字列を入れて発信するようにしても良い
。例えば、禁止モードへの切り替えは「ＺＺＮＩＮＳＨＯ＝ＡＡ」、制限モードへの切り
替えは「ＺＺＮＩＮＳＨＯ＝ＢＢ」、設定モードへの切り替えは「ＺＺＮＩＮＳＨＯ＝Ｃ
Ｃ」許可モードへの切り替えは「ＺＺＮＩＮＳＨＯ＝ＤＤ」のように用いても良い。
【００９５】
　図１４は、カメラ本体１２の認証モードを示す図である。同図に示すように、認証モー
ドには、「禁止モード」、「制限モード」、「設定モード」、及び「許可モード」の４種
類がある。
【００９６】
　「禁止モード」は、認証機能付きリモコン以外での使用を不可とするモードである。認
証機能付きリモコンからの信号がないとカメラ本体１２の操作は出来ないので、認証機能
付きリモコンをカメラ本体１２とは別に携帯あるいは保管しておき、カメラ本体１２を禁
止モードにしておくことにより、万一カメラ本体１２単体を紛失してしまい、そのカメラ
本体１２を第三者が入手したとしても、第三者がそのカメラ本体１２を使用することは出
来ない。保管時や携帯時に紛失してもカメラ本体１２が使用できないと共に、カメラ本体
１２内の画像の漏洩が防止できる。なお、この禁止モードでも、認証機能付きリモコン保
有者は認証機能付きリモコンを使ってカメラ本体１２を操作することができる。
【００９７】
　「制限モード」は、認証機能付きリモコン、認証機能を持たないリモコンの何れにおい
ても、図１６を参照して後述するような許可されている機能のみが使用できるモードであ
る。この制限モードは、一時的にカメラ本体１２を貸す場合や、本人が使用して撮影のみ
行なう場合で、消去や転送を禁止する場合に便利である。
【００９８】
　「設定モード」は、上記制限モードにおける制限機能の設定・変更を認証機能付きリモ
コンを用いて行なうことが出来るモードである。
【００９９】
　「許可モード」は、カメラ本体１２を自由に使えるモードであり、本人や家族が盗難等
のリスクが少ない自宅など限定された場所で使用する場合や、カメラ本体１２内の画像を
消去した状態で他人に貸与する場合に好適な、いわばカメラ本体１２に鍵が掛かっていな
い状態である。この許可モードでは、認証機能を持たないリモコンであっても、認証モー
ドの切り替え以外の全ての機能が実行可能である。
【０１００】
　図１５は、カメラ本体１２の電源の投入時の認証モード設定指定に関する選択を説明す
る図である。この設定は、メニューを使って、電源投入時にモードメモリ１２０の記憶モ
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ードに関係なく強制的に禁止モードとなる設定（「禁止モード」）と、電源投入時にモー
ドメモリ１２０に記憶されている認証モード（「モードメモリ記憶モード」）になる設定
との何れかかが指定できる。これは、メニューで電源投入時の認証モード設定の画面を表
示し、認証機能付きの上記光学式リモコン５４のプラスボタン６６とマイナスボタン６８
、あるいは認証機能付きの上記光学式リモコン７２の十字スイッチ７４で選択し、撮影指
令ボタン５８により確定する操作で設定する。この設定結果は、モードメモリ１２０又は
主制御部１０２内の不揮発性メモリに保存される。
【０１０１】
　電源投入時に「禁止モード」となるように設定しておくことにより、認証機能付きリモ
コンを持っていて該認証機能付きリモコンで指令するか、認証機能付きリモコンで他の認
証モードに切り替えない限り、カメラ本体１２単独では使用できない、即ちカメラ本体１
２に鍵が掛かった状態にできる。これに対して、電源投入時に「モードメモリ記憶モード
」となるように設定しておけば、カメラ本体１２はモードメモリ１２０に記憶されている
モードとなり、許可モードであればカメラ本体１２を自由に使用でき、制限モードであれ
ば設定された使用可能機能に従った使用ができる。禁止モード及び設定モードであれば、
認証機能付きリモコンが必要である。許可モード及び制限モードになった場合は、禁止タ
イマ１３２がスタートし、設定された時間が過ぎると禁止モードになる。
【０１０２】
　図１６は、制限モードでの使用可能な機能を説明する図である。認証機能付きリモコン
の設定スイッチ（光学式リモコン５４では認証設定スイッチ６０及びワイドボタン６４、
光学式リモコン７２では認証設定スイッチ６０及びプリントボタン８０）を押すと設定モ
ードに切り替わり、図１６に示す機能と制限フラグがモニタ３４に表示され、光学式リモ
コン５４のプラスボタン６６とマイナスボタン６８、あるいは光学式リモコン７２の十字
スイッチ７４で項目を選択し、撮影指令ボタン５８により可又は不可を確定する操作で設
定することが出来る。その設定結果は、機能制限表として、モードメモリ１２０又は主制
御部１０２内の不揮発性メモリに保存される。
【０１０３】
　ここで、「撮影可」で静止画及び動画の撮影ができる。
【０１０４】
　「再生可」で内蔵メモリ９６及び着脱メモリ９８内の画像の再生が出来る。更に再生状
態で使用可能な機能を細かく設定できる。即ち、「消去可」で消去ができ、「転送可」で
パソコン等への転送ができ、「印刷可」でプリンタへの印刷ができ、「編集可」で画像の
編集が出来る。
【０１０５】
　「メニュー可」で撮影条件の変更などができる。
【０１０６】
　また、上述したように、カメラ本体１２のスイッチやボタンが押された場合、カメラ本
体１２の主制御部１０２のＣＰＵに割り込みやリセットが掛かり、対応した動作が行なわ
れる。図１７（Ａ）は、その大略を示した図である。各対応動作の詳細については後述す
るので、ここでは対応の概要を、デジタルカメラ１０の場合を例に説明するものであり、
撮像機器の種類により、対応するスイッチやボタンが無いもの、別の名称となっているも
の、等もある。
【０１０７】
　カメラ本体１２が電源オフの状態で、パワースイッチ２６が押されると電源が入り、主
制御部１０２のＣＰＵにリセットが掛かり動作が開始される。また、電源がオンの状態で
パワースイッチ２６が押されると、動作を終了し電源がオフとなる。
【０１０８】
　セレクトスイッチ３０が切り替わると、現在の状態を終了し、新たな状態に移行する。
シャッタスイッチ２４が押されると、シャッタスイッチオンのフラグを立てる。このフラ
グはプログラムで読み取られ、撮像動作の開始や終了動作を行なう。メニューボタン４０



(18) JP 5013246 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

が押されると、モニタ３４にメニューを表示し、十字スイッチ３６やＯＫボタン３８での
設定変更ができる。メニュー表示中に再度メニューボタン４０が押されると、メニュー動
作は終了する。ズームスイッチ４２がＴ側あるいはＷ側に押されると、ズーム制御部１０
６を駆動する。十字スイッチ３６の何れかが押されると、対応するスイッチフラグを立て
る。ＯＫボタン３８が押されると、ＯＫボタンフラグを立てる。消去ボタン４４が押され
ると、モニタ３４に消去の確認メニューを表示し、対応する確認のスイッチが押されると
消去を実行する。プリントボタン４６が押されると、モニタ３４にプリントメニューを表
示し、以降所定の印刷動作を行なう。
【０１０９】
　上記で立てられたフラグは、用途によって読み取られた段階でクリアされる場合と、ス
イッチやボタンが押し続けられている間（オンの間）は立てておきオフでクリアされる場
合がある。
【０１１０】
　次に、図１７（Ｂ）を参照して、リモコンのスイッチやボタンが押された場合のカメラ
本体１２の対応動作の大略を説明する。リモコンの種類により、対応するボタン等が無い
ものもある。カメラ本体１２は電源オン後、常にリモコンよりの信号を受信し対応する動
作ができる状態にある。リモコンよりの信号をキャッチすると割り込みにより処理中のプ
ログラムを中断して、リモコン信号を受信処理して、図１２（Ａ）乃至（Ｆ）及び図１２
（Ｇ）乃至（Ｉ）で説明したようなリモコンデータフォーマットの受信データを所定のメ
モリに格納し、その意味するところの指令に沿った動作を行なう。
【０１１１】
　また、認証機能付きリモコンの場合には、そのリモコンが正規なものかどうかを判別す
るため、カメラ本体１２側の固定リモコン識別情報記憶部１０２Ａに記録されている固定
リモコン識別情報と認証機能付きリモコンよりの固定リモコン識別情報１５８とを比較し
て判断する。更に、この固定リモコン識別情報は、認証機能付きリモコンの認証設定スイ
ッチ６０が認証位置６０Ｃに設定されている場合や、撮像機器が禁止モードになっていて
リモコン指令のみで作動する場合に認証機能付きリモコンを判別するために用いる。
【０１１２】
　光学式リモコン７０又は９０のような認証機能のないリモコンの場合は、固定リモコン
識別情報は使用しないが、許可モード及び制限モードで制限されない機能のみ使用できる
。禁止モードでは使用できない。
【０１１３】
　リモコンよりの指令を受けたカメラ本体１２では、主制御部１０２のＣＰＵが、以下の
ように、そのリモコンよりの受信データを解読した結果に対応してそれぞれの動作を行な
う。
【０１１４】
　即ち、光学式リモコン５４、７０、７２又は９０の撮影指令ボタン５８が押された場合
は、撮影指令フラグを立てる。このフラグは、撮影状態の場合は、プログラムで読み取ら
れ、撮像動作の開始や終了動作を行なう。設定モードにおいては、認証機能付きの光学式
リモコン５４又は７２の場合のみ選択項目の確定を行なう。光学式リモコン５４、７０、
７２又は９０のテレボタン６２又はワイドボタン６４が押されると、ズーム制御部１０６
を駆動する。光学式リモコン５４又は７０のプラスボタン６６又はマイナスボタン６８が
押されると、対応するスイッチフラグを立てる。
【０１１５】
　光学式リモコン７２又は９０の十字スイッチ７４の何れかが押されると、対応するスイ
ッチフラグを立てる。光学式リモコン７２又は９０のＯＫボタン７６が押されると、ＯＫ
ボタンフラグを立てる。光学式リモコン７２又は９０の情報ボタン８２が押されると、モ
ニタ３４に表示中の画像の情報を表示し、再度押されると、その情報表示を中止する。光
学式リモコン７２又は９０のプリントボタン８０が押されると、モニタ３４にプリントメ
ニューを表示し、以降所定の印刷動作を行なう。光学式リモコン７２又は９０のメニュー
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ボタン７８が押されると、モニタ３４にメニューを表示し、十字スイッチ７４やＯＫボタ
ン７６により設定、変更ができる。メニュー表示中に再度メニューボタン７８が押される
と、メニュー動作は終了する。光学式リモコン７２又は９０の消去ボタン８４が押される
と、モニタ３４に消去の確認メニューを表示し、対応する確認のスイッチが押されると、
表示中の画像の消去を実行する。光学式リモコン７２又は９０の保護ボタン８８が押され
ると、モニタ３４に表示中の画像に保護フラグが付けられる。この保護フラグ付きの画像
を上記消去ボタン８４操作により消去しようとすると、誤消去を防ぐための警告がモニタ
３４に表示され、消去するには消去の実行を選択して消去する。保護フラグ付きの画像が
表示されている状態で保護ボタン８８を押すと、保護フラグが解除される。光学式リモコ
ン７２又は９０の回転ボタン８６が押されると、モニタ３４に表示されている画像が右９
０度回転し、再度押されると左９０度回転画像になり、もう一度押されると元の画像に戻
る。
【０１１６】
　なお、独立したボタンとして、制限ボタン、禁止ボタン、設定ボタン及び許可ボタンを
備えた認証機能付きリモコンも考えられる。そのような認証機能付きリモコンでは、制限
ボタンが押されると制限指令が発信され、撮像機器は制限モードに切り替わる。禁止ボタ
ンが押されると禁止指令が発信され、撮像機器は禁止モードに切り替わる。設定ボタンが
押されると設定指令が発信され、撮像機器は設定モードに切り替わる。許可ボタンが押さ
れると許可指令が発信され、撮像機器は許可モードに切り替わる。
【０１１７】
　図１８は、認証モードの遷移を説明するための図である。電源オフの状態で（ステップ
Ｓ１０）、パワースイッチ２６がオン操作されると（ステップＳ１２）、図１５で説明し
た電源オン時の認証モード設定指定及びモードメモリ記憶モードを読み込み、禁止モード
か否かを判断する（ステップＳ１４）。ここで、禁止モードであると判断された場合には
、禁止モードＭ１になる。
【０１１８】
　これに対して、上記ステップＳ１４で禁止モード以外であると判断された場合には、許
可モードか否かを判断する（ステップＳ１６）。ここで、許可モードであると判断された
時には、許可モードＭ４になる。
【０１１９】
　上記ステップ（ステップＳ１６）において許可モードでもないと判断された時は、制限
モードか否かを判断する（ステップＳ１８）。ここで、制限モードであると判断された場
合は、制限モードＭ２になる。これに対して、制限モードでもないと判断された場合には
、設定モードＭ３になる。
【０１２０】
　各モード間の遷移は、認証機能付きの光学式リモコン５４，７２よりの認証モード切り
替え指令でも切り替えることができ、図中の禁止指令、制限指令、許可指令、設定指令で
示すような遷移をする。
【０１２１】
　更に、カメラ本体１２単体でも何らかの使用ができる制限モードＭ２及び許可モードＭ
４に切り替わった場合は、その時点からカメラ本体１２内の禁止タイマ１３２がカウント
を始め（ステップＳ２０）、予め設定された時間が過ぎるとカメラ本体１２は自動的に禁
止モードＭ１に切り替わり、以降は認証機能付きリモコンが無いと使用ができない。禁止
モードＭ１を解除するためには認証機能付きリモコンが必要である。禁止タイマ１３２は
、カメラ本体１２の電源がオフされてもカウントを続け、予め設定された時間が過ぎると
自動的に禁止モードＭ１となる。したがって、許可モードＭ４や制限モードＭ２のままカ
メラ本体１２を紛失しても、予め設定した時間が過ぎるとそのカメラ本体１２は使用でき
なくなる。設定時間は、使用者がメニューで指定でき、例えば１０分でも、１時間でも、
一日でも、一週間でも良い。所有者が使用する場合でも、禁止タイマ１３２を短時間の設
定にしておき許可モードＭ４で使用することで、いちいち認証機能付きリモコンで操作し
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なくてもカメラ本体１２を自由に使えて、かつ万一盗難等にあっても短時間で禁止モード
Ｍ１になるので比較的安全である。
【０１２２】
　パワースイッチ２６が再び押されて（ステップＳ２２）、電源がオフされる場合、現在
の認証モードをモードメモリ１２０に保存しておく（ステップＳ２４）。そして、電源オ
フの状態となる（ステップＳ１０）。
【０１２３】
　図１９Ａ乃至図１９Ｆは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロ
ーチャートを示している。なお、ここでは撮像機器がデジタルカメラ１０の場合を例に説
明するが、デジタルムービカメラ５０の場合も、スイッチ操作等が異なること以外は同様
である。
【０１２４】
　まず、撮影状態を中心に説明する。電源オフの状態において（ステップＳ１０）、パワ
ースイッチ２６が押されると（ステップＳ１２）、カメラ本体１２の電源がオンとなり、
モニタ３４に初期画面が表示される（ステップＳ２６）。この初期画面には、電池残量を
示すマーク等が表示される。そしてその後、図１８で説明したように、電源オン時の認証
モード設定指定及びモードメモリ１２０の記憶モードを読み取り、モードにしたがって分
岐する（ステップＳ２８）。
【０１２５】
　ここで、許可モードＭ４又は制限モードＭ２であると判断された場合には、セレクトス
イッチ３０の状態を読み取り、静止画撮影状態Ｊ１か、動画撮影状態Ｊ２か、再生状態Ｊ
３かにより分岐する（ステップＳ３０）。
【０１２６】
　セレクトスイッチ３０により静止画撮影状態Ｊ１が選択されている場合で制限モードの
場合、モードメモリ１２０又は主制御部１０２内の不揮発性メモリに保存されている機能
制限表を読んで、撮影が許可されているか否かを判断する（ステップＳ３２）。ここで、
撮影が許可されていないと判断した場合は、モニタ３４に警告を表示し（ステップＳ３４
）、予め設定された時間を待って、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、認証機能付き
の光学式リモコン５４又は７２によって設定モードに切り替えて制限表を書き換えない限
り、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２→ステップＳ３４→ステップ
Ｓ２８→…の処理ループを回ることになる。よって、そのような場合には、上記ステップ
Ｓ３４の警告表示は、最初の一回だけ、或いは所定回数毎に一回というように、制御する
ようにしても良い。
【０１２７】
　これに対して、制限モードで機能制限表により撮影が許可されていると判断した場合及
び許可モードの場合には、モニタ３４にライブ画像を表示し、また、現在の撮影画素数や
撮影可能枚数なども表示する（ステップＳ３６）。そして、シャッタスイッチ２４の一段
目がオンになるのを待って（ステップＳ３８）、それがオンになったならば、フォーカス
合わせを行って（ステップＳ４０）、シャッタスイッチ２４の２段目がオンになるのを待
つ（ステップＳ４２）。而して、シャッタスイッチ２４の２段目がオンになったならば、
静止画を撮影する（ステップＳ４４）。その後、連写モードに設定されているか否かを確
認する（ステップＳ４６）。ここで、連写モードに設定されていない場合には、短時間、
撮影した画像をモニタ３４に表示した後（ステップＳ４８）、上記ステップＳ２８に戻る
。
【０１２８】
　これに対して、連写モードに設定されていた場合には、内蔵メモリ９６及び／又は着脱
メモリ９８のメモリ残量が所定量以上有るか否か確認し（ステップＳ５０）、メモリ残量
が無い場合は、モニタ３４にメモリフルの警告を表示して（ステップＳ５２）、上記ステ
ップＳ２８に戻る。また、メモリ残量が有る場合には、シャッタスイッチ２４がオンのま
まか否かを確認し（ステップＳ５４）、オフされていれば上記ステップＳ２８に戻る。ま
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た、シャッタスイッチ２４がオンされている場合には、上記ステップＳ４４に戻り、次の
静止画を撮影する。
【０１２９】
　一方、上記ステップＳ３０において、セレクトスイッチ３０により動画撮影状態Ｊ２が
選択されている場合で制限モード場合には、モードメモリ１２０又は主制御部１０２内の
不揮発性メモリに保存されている機能制限表を読んで、撮影が許可されているか否かを判
断する（ステップＳ５６）。ここで、撮影が許可されていないと判断した場合は、モニタ
３４に警告を表示し（ステップＳ５８）、予め設定された時間を待って、上記ステップＳ
２８に戻る。この場合、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２によって設定モード
に切り替えて制限表を書き換えない限り、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステッ
プＳ５６→ステップＳ５８→ステップＳ２８→…の処理ループを回ることになる。よって
、そのような場合には、上記ステップＳ５４の警告表示は、最初の一回だけ、或いは所定
回数毎に一回というように、制御するようにしても良い。
【０１３０】
　これに対して、制限モードで機能制限表により撮影が許可されていると判断した場合及
び許可モードの場合には、モニタ３４にライブ画像を表示し、また、現在の撮影画素数で
の撮影可能時間なども表示する（ステップＳ６０）。そして、シャッタスイッチ２４が押
されるとオンするシャッタスイッチフラグによりシャッタスイッチ２４がオンされたか否
かを判別し（ステップＳ６２）、シャッタスイッチフラグがオンになっていないならば、
上記ステップＳ６０に戻って、ライブ画像の表示を続ける。
【０１３１】
　而して、シャッタスイッチフラグがオンになったならば、そのシャッタスイッチフラグ
をクリアした後、フォーカス合わせを行い、動画の撮影を開始する（ステップＳ６４）。
この動画撮影中は、内蔵メモリ９６及び／又は着脱メモリ９８のメモリ残量をチェックし
（ステップＳ６６）、メモリ残量が無い場合はモニタ３４にメモリフルの警告を表示した
上で（ステップＳ６８）、動画撮影を終了して（ステップＳ７０）、上記ステップＳ２８
に戻る。これに対して、まだメモリ残量が有る場合には、シャッタスイッチフラグがオン
となったかどうかを確認し（ステップＳ７２）、それがオフのままである場合は上記ステ
ップＳ６４に戻って、動画の撮影を続ける。そして、上記シャッタスイッチフラグがオン
になった場合は、上記ステップＳ７０に進んで動画撮影を終了して、上記ステップＳ２８
に戻る。このように、シャッタスイッチ２４が押されてから再度押されるまでの間、動画
が撮影される。
【０１３２】
　また、上記ステップＳ３０において、セレクトスイッチ３０により再生状態Ｊ３が選択
されている場合で制限モードの場合には、モードメモリ１２０又は主制御部１０２内の不
揮発性メモリに保存されている機能制限表を読んで、再生が許可されているか否かを判断
する（ステップＳ７４）。ここで、再生が許可されていないと判断した場合には、上記ス
テップＳ３４に進んでモニタ３４に警告を表示し、予め設定された時間を待って、上記ス
テップＳ２８に戻る。この場合、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２によって設
定モードに切り替えて制限表を書き換えない限り、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０
→ステップＳ７４→ステップＳ３４→ステップＳ２８→…の処理ループを回ることになる
。よって、そのような場合には、上記ステップＳ３４の警告表示は、最初の一回だけ、或
いは所定回数毎に一回というように、制御するようにしても良い。
【０１３３】
　これに対して、制限モードで再生が許可されている場合及び許可モードの場合には、図
１９Ｂに示すような再生状態に移行する。即ち、先ず内蔵メモリ９６及び着脱メモリ９８
の内、最後に記録した最終画像をモニタ３４に表示する（ステップＳ７６）。次に、スイ
ッチやボタン類が押されたかどうかをチェックし、押された場合で制限モードＭ２の場合
は機能制限表により制限機能か否かをチェックする（ステップＳ７８）。そして、制限機
能であると判断した場合には（ステップＳ８０）、そのスイッチやボタン類の押下は無視
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して上記ステップＳ７６に戻る。
【０１３４】
　これに対して、当該スイッチ又はボタンが制限機能で無い場合或いは許可モードである
場合には、以下のように該当する動作を行なう。
【０１３５】
　即ち、カメラ本体１２の十字スイッチ３６が押された場合（ステップＳ８２）、その内
の下スイッチ（アルバム）であれば（ステップＳ８４）、アルバムに記録されている画像
のモニタ３４への表示を行う（ステップＳ８６）。そして、その表示中にメニューボタン
４０が押されると（ステップＳ８８）、アルバム表示機能を終了して、上記ステップＳ７
８に戻る。なお、アルバムとは、あるイベントに関する画像群を纏めて取り扱えるように
、画像群とは別にインデックス情報を持って、そこに画像へのアクセスポインタを書いて
おき、アルバム名を指定すると一連の画像が一括して表示等できる機能のことである。
【０１３６】
　また、十字スイッチ３６の内の上スイッチ（カレンダ）が押された場合には（ステップ
Ｓ９０）、当月一か月分の記録画像をカレンダ形式でモニタ３４に表示する（ステップＳ
９２）。更に十字スイッチ３６で、前月以前の表示を行なったり、日にちを選択してその
日の撮影画像を表示することなどもできる。表示中にメニューボタン４０が押されると（
ステップＳ９４）、カレンダ表示機能を終了して、上記ステップＳ７８に戻る。
【０１３７】
　また、十字スイッチ３６の内の右スイッチ（＋）が押された場合には（ステップＳ９６
）、次の画像を表示した後（ステップＳ９８）、上記ステップＳ７８に戻る。なお、現在
の画像が最終画像の場合は、最初の画像を表示する。また、十字スイッチ３６の内の左ス
イッチ（－）が押された場合には（ステップＳ１００）、前の画像を表示した後（ステッ
プＳ１０２）、上記ステップＳ７８に戻る。なお、現在の画像が最初画像の場合は、最後
の画像を表示する。
【０１３８】
　ＯＫボタン３８が押された場合には（ステップＳ１０４）、現在の画像が動画であるか
否かを確認し（ステップＳ１０６）、動画でない場合には、そのＯＫボタン３８の押下は
無視して、上記ステップＳ７８に戻る。これに対して、現在の画像が動画である場合には
、動画を表示して（ステップＳ１０８）、上記ステップＳ７８に戻る。
【０１３９】
　ズームスイッチ４２が押された場合には（ステップＳ１１０）、Ｔボタンであれば（ス
テップＳ１１２）、表示されている画像を拡大表示して（ステップＳ１１４）、上記ステ
ップＳ７８に戻る。拡大表示中にＷボタンを押すと、画像の一駒表示に戻る。また、Ｗボ
タンの場合には（ステップＳ１１６）、表示画像を縮小してインデックス表示をして（ス
テップＳ１１８）、上記ステップＳ７８に戻る。Ｗボタンを押すたびに、４駒、９駒、１
６駒、２５駒に順次一覧表示ができる。縮小一覧表示中にＴボタンを押すと、押すたびに
２５駒、１６駒、９駒、４駒、１駒の表示に戻る。
【０１４０】
　消去ボタン４４が押された場合には（ステップＳ１２０）、モニタ３４に本当に消去す
るかの確認表示を行い（ステップＳ１２２）、消去中止が選択された場合は消去せずに、
上記ステップＳ７８に戻る。これに対して、消去実行が選択された場合には、その駒を消
去して、一つ前の画像を表示して（ステップＳ１２４）、上記ステップＳ７８に戻る。な
お、消去対象の画像が保護されている場合は、保護画像であることをモニタ３４に警告表
示して、消去の実行は無視される。
【０１４１】
　プリントボタン４６が押された場合には（ステップＳ１２６）、プリンタへの画像送信
等の必要な印刷動作を行なって（ステップＳ１２８）、上記ステップＳ７８に戻る。
【０１４２】
　また、上記ステップＳ２８において、禁止モードＭ１であると判断された場合、及び、
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設定モードＭ３であると判断された場合には、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７
２からの認証指令によってのみ動作する。従って、禁止モードＭ１又は設定モードＭ３で
あると判断された場合には、このステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけとなる。
【０１４３】
　認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２、あるいは認証機能を持たない光学式リモ
コン７０又は９０からの指令を受信すると、図１９Ｃに示すように、主制御部１０２のＣ
ＰＵに割り込みがかかり（ステップＳ１３０）、まず、そのリモコンより受信したのが認
証指令であるのか一般指令であるのかを判別する（ステップＳ１３２）。
【０１４４】
　ここで、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２からの認証指令を受信したと判断
した場合には、その認証指令の内容を判断する（ステップＳ１３４）。認証モード切り替
え指令を受信したと判断した場合には（ステップＳ１３６）、図１９Ｄに示すように、そ
の指令内容によって動作を選択実行する。なお、この認証モード切り替え指令に応じた動
作は、禁止モードに限らず全ての認証モードにおいて実行されるものである。
【０１４５】
　即ち、認証モード切り替え指令が禁止指令の場合には（ステップＳ１３８）、モニタ３
４へ禁止モード設定の確認表示を行い、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２より
認証指令として撮影実行指令が送られてきたならば確定と判断して（ステップＳ１４０）
、モードメモリ１２０の記憶モードを禁止モードＭ１に設定して（ステップＳ１４２）、
上記ステップＳ２８に戻る。こうして禁止モードＭ１に設定されることで、上記ステップ
Ｓ２８に戻った際には、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２
のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはなく、認証機能付きの光学式リモコン
５４又は７２の操作のみ受け付けるようになる。なお、上記ステップＳ１４０の確認画面
は、リモコンボタンへのミスタッチの防止や認証モードの切り替えという重要な機能なの
で確認のために入れてあるが、省略しても良い。
【０１４６】
　また、認証モード切り替え指令が制限指令の場合には（ステップＳ１６２）、モニタ３
４へ制限モード設定の確認表示を行い、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２より
認証指令として撮影実行指令が送られてきたならば確定と判断して（ステップＳ１４６）
、モードメモリ１２０の記憶モードを制限モードＭ２に設定して（ステップＳ１４８）、
上記ステップＳ２８に戻る。こうして制限モードＭ２に設定されることで、上記ステップ
Ｓ２８に戻った際には、制限表で許可されている動作のみ、カメラ本体１２のスイッチや
ボタン操作又は光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの認証指令又は一般指令に
応じて行うことが可能となる。なお、上記ステップＳ１４６の確認画面は、リモコンボタ
ンへのミスタッチの防止や認証モードの切り替えという重要な機能なので確認のために入
れてあるが、省略しても良い。
【０１４７】
　また、認証モード切り替え指令が設定指令の場合には（ステップＳ１５０）、モニタ３
４へ設定モード設定の確認表示を行い、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２より
認証指令として撮影実行指令が送られてきたならば確定と判断して（ステップＳ１５２）
、モードメモリ１２０の記憶モードを設定モードＭ３に設定し、上記制限表のモニタ３４
への表示や変更処理を行なう（ステップＳ１５４）。なお、上記ステップＳ１５２の確認
画面は、リモコンボタンへのミスタッチの防止や認証モードの切り替えという重要な機能
なので確認のために入れてあるが、省略しても良い。また、上記ステップＳ１５４の制限
表の表示・変更処理では、図１６の機能制限表の機能と制限フラグの状態をモニタ３４に
表示して、リモコンのプラス、マイナスボタン６６、６８と、テレ、ワイドボタン６２、
６４、あるいは十字スイッチ７４とＯＫボタン７６等を使って、制限機能の巡回選択とフ
ラグのオン、オフの設定及び変更を行なう。而して、設定変更が終わったならば撮影指令
ボタン５８が押されるので、撮影実行指令が送られてきたならば、その内容を確定してモ
ードメモリ１２０又は主制御部１０２内の不揮発性メモリに保存し（ステップＳ１５６）
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、上記ステップＳ２８に戻る。こうして設定モードＭ３に設定されることで、上記ステッ
プＳ２８に戻った際には、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１
２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはなく、認証機能付きの光学式リモコ
ン５４又は７２の操作のみ受け付けるようになる。
【０１４８】
　また、認証モード切り替え指令が許可指令の場合には（ステップＳ１５８）、モニタ３
４へ許可モード設定の確認表示を行い、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２より
認証指令として撮影実行指令が送られてきたならば確定と判断して（ステップＳ１６０）
、モードメモリ１２０の記憶モードを許可モードＭ４を設定して（ステップＳ１６２）、
上記ステップＳ２８に戻る。こうして許可モードＭ４に設定されることで、上記ステップ
Ｓ２８に戻った際には、カメラ本体１２のスイッチやボタン操作又は光学式リモコン５４
，７０，７２又は９０からの認証指令又は一般指令に応じた全ての動作を行うことが可能
となる。なお、上記ステップＳ１６０の確認画面は、リモコンボタンへのミスタッチの防
止や認証モードの切り替えという重要な機能なので確認のために入れてあるが、省略して
も良い。
【０１４９】
　また、上記ステップＳ１３４において認証指令の内容が撮影指令であると判断した場合
には（ステップＳ１６４）、モードメモリ１２０の記憶モードを読み取り、モードにした
がって分岐する（ステップＳ１６６）。
【０１５０】
　ここで、許可モードＭ４又は制限モードＭ２であると判断された場合には、カメラ本体
１２のセレクトスイッチ３０の状態を読み取り、静止画撮影状態Ｊ１か、動画撮影状態Ｊ
２か、再生状態Ｊ３かにより分岐する（ステップＳ１６８）。
【０１５１】
　セレクトスイッチ３０により静止画撮影状態Ｊ１が選択されている場合で制限モードの
場合、モードメモリ１２０又は主制御部１０２内の不揮発性メモリに保存されている機能
制限表を読んで、撮影が許可されているか否かを判断する（ステップＳ１７０）。ここで
、撮影が許可されていないと判断した場合は、モニタ３４に警告を表示し（ステップＳ１
７２）、予め設定された時間を待って、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、認証機能
付きの光学式リモコン５４又は７２によって設定モードに切り替えて制限表を書き換えな
い限り、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２→ステップＳ３４→ステ
ップＳ２８→…の処理ループを回ることになる。よって、そのような場合には、上記ステ
ップＳ３４の警告表示は、最初の一回だけ、或いは所定回数毎に一回というように、制御
するようにしても良い。
【０１５２】
　これに対して、制限モードで機能制限表により撮影が許可されていると判断した場合及
び許可モードの場合には、図１９Ｅに示すような、リモコン操作による静止画像の撮像動
作に移行する。
【０１５３】
　一方、上記ステップＳ１６８において、セレクトスイッチ３０により動画撮影状態Ｊ２
が選択されている場合で制限モード場合には、モードメモリ１２０又は主制御部１０２内
の不揮発性メモリに保存されている機能制限表を読んで、撮影が許可されているか否かを
判断する（ステップＳ１７４）。ここで、撮影が許可されていないと判断した場合は、上
記ステップＳ１７２に進んでモニタ３４に警告を表示し、予め設定された時間を待って、
上記ステップＳ２８に戻る。この場合、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２によ
って設定モードに切り替えて制限表を書き換えない限り、上記ステップＳ２８→ステップ
Ｓ３０→ステップＳ５６→ステップＳ５８→ステップＳ２８→…の処理ループを回ること
になる。よって、そのような場合には、上記ステップＳ５８の警告表示は、最初の一回だ
け、或いは所定回数毎に一回というように、制御するようにしても良い。
【０１５４】
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　これに対して、制限モードで機能制限表により撮影が許可されていると判断した場合及
び許可モードの場合には、図１９Ｅに示すような、リモコン操作による動画像の撮像動作
に移行する。
【０１５５】
　また、上記ステップＳ１６８において、セレクトスイッチ３０により再生状態Ｊ３が選
択されている場合で制限モードの場合には、モードメモリ１２０又は主制御部１０２内の
不揮発性メモリに保存されている機能制限表を読んで、再生が許可されているか否かを判
断する（ステップＳ１７６）。ここで、再生が許可されていないと判断した場合には、モ
ニタ３４に警告を表示し（ステップＳ１７８）、予め設定された時間を待って、上記ステ
ップＳ２８に戻る。この場合、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２によって設定
モードに切り替えて制限表を書き換えない限り、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→
ステップＳ７４→ステップＳ３４→ステップＳ２８→…の処理ループを回ることになる。
よって、そのような場合には、上記ステップＳ３４の警告表示は、最初の一回だけ、或い
は所定回数毎に一回というように、制御するようにしても良い。
【０１５６】
　これに対して、制限モードで再生が許可されている場合及び許可モードの場合には、図
１９Ｆに示すような、リモコン操作による再生動作に移行する。
【０１５７】
　また、上記ステップＳ１３２において、認証機能を持たない光学式リモコン７０又は９
０から一般指令を受信したと判断した場合には、モードメモリ１２０の記憶モードを読み
取り、モードにしたがって分岐する（ステップＳ１８０）。
【０１５８】
　ここで、許可モードＭ４又は制限モードＭ２であると判断された場合には、上記ステッ
プＳ１６８に進む。また、禁止モードＭ１又は設定モードＭ３であると判断された場合に
は、該認証機能を持たない光学式リモコン７０又は９０からの一般指令ではカメラ本体１
２を操作することができないので、上記ステップＳ１７２に進んで、モニタ３４に予め設
定された時間警告を表示した後、上記ステップＳ２８に戻る。そして、上記ステップＳ２
８に戻った際には、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のス
イッチやボタンの操作が受け付けられることはない。このようにして、許可モードＭ４又
は制限モードＭ２の場合には、カメラ本体１２や認証機能を持たない光学式リモコン７０
又は９０の操作は受け付けられず、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２でしか操
作できないようにすることができる。
【０１５９】
　許可モードＭ４又は制限モードＭ２でのリモコン操作による静止画像の撮影動作におい
ては、図１９Ｅに示すように、モニタ３４にライブ画像を表示し（ステップＳ１８２）、
上記ステップＳ１３０で受けた認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２よりの認証指
令或いは認証機能を持たない光学式リモコン７０又は９０よりの一般指令が、撮影実行指
令か否かを判断する（ステップＳ１８４）。ここで、認証指令又は一般指令が撮影実行指
令であると判断した場合には、フォーカス合わせを行って（ステップＳ１８６）、静止画
を撮影する（ステップＳ１８８）。その後、連写モードに設定されているか否かを判断す
る（ステップＳ１９０）。ここで、連写モードに設定されていない場合には、短時間、撮
影済み画像をモニタ３４に表示した後（ステップＳ１９２）、上記ステップＳ２８に戻る
。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２→ステップＳ３６→
…と進み、カメラ本体１２のシャッタスイッチ２４による次の静止画像の撮影が可能とな
る。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの指令受信による割り込みによ
っても、次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１６０】
　これに対して、上記ステップＳ１９０で連写モードに設定されていると判断した場合に
は、内蔵メモリ９６及び／又は着脱メモリ９８のメモリ残量が所定量以上有るか否か確認
する（ステップＳ１９４）。そして、メモリ残量が無い場合は、モニタ３４にメモリフル
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の警告を表示して（ステップＳ１９６）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ス
テップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２→ステップＳ３６→…と進み、連写はメ
モリ残量が無いので行えないが、カメラ本体１２のシャッタスイッチ２４による次の静止
画像の撮影が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの指令受
信による割り込みによっても、次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１６１】
　また、上記ステップＳ１９４においてメモリ残量が有ると判断した場合には、光学式リ
モコン５４，７０，７２又は９０から撮影実行指令が来ているかを確認し（ステップＳ１
９８）、撮影実行指令が来ている場合には、上記ステップＳ１８８に戻り、次の画像を撮
影する。即ち、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０の撮影指令ボタン５８が押され
ている間、連写が行われる。これに対して、撮影実行指令が来ていない場合には、上記ス
テップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２
→ステップＳ３６→…と進み、カメラ本体１２のシャッタスイッチ２４による次の静止画
像の撮影が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの指令受信
による割り込みによっても、次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１６２】
　また、上記ステップＳ１８４において、受信した認証指令又は一般指令が撮影実行指令
ではないと判断した場合には、認証指令又は一般指令が、光学式リモコン５４，７０，７
２又は９０のテレボタン６２が押されたことによるＴボタン指令であるか否かを判断する
（ステップＳ２００）。ここで、Ｔボタン指令であると判断した場合には、そのＴボタン
指令が来ている間、レンズ部１４を望遠側に駆動し（ステップＳ２０２）、Ｔボタン指令
が途切れたならば、その駆動を中止して、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ス
テップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２→ステップＳ３６→…と進み、カメラ本
体１２のシャッタスイッチ２４による次の静止画像の撮影が可能となる。また、光学式リ
モコン５４，７０，７２又は９０からの指令受信による割り込みによっても、次の静止画
像の撮影等の動作が可能である。
【０１６３】
　また、上記ステップＳ２００で、Ｔボタン指令を受けたのではないと判断した場合には
、認証指令又は一般指令が、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０のワイドボタン６
４が押されたことによるＷボタン指令であるか否かを判断する（ステップＳ２０４）。こ
こで、Ｗボタン指令であると判断した場合には、そのＷボタン指令が来ている間、レンズ
部１４を広角側に駆動し（ステップＳ２０６）、Ｗボタン指令が途切れたならば、その駆
動を中止して、上記ステップＳ２８に戻る。また、上記ステップＳ２０４で、Ｗボタン指
令でもないと判断した場合には、上記ステップＳ２８に戻る。これらの場合、上記ステッ
プＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ３２→ステップＳ３６→…と進み、カメラ本体１
２のシャッタスイッチ２４による次の静止画像の撮影が可能となる。また、光学式リモコ
ン５４，７０，７２又は９０からの指令受信による割り込みによっても、次の静止画像の
撮影等の動作が可能である。
【０１６４】
　一方、許可モードＭ４又は制限モードＭ２でのリモコン操作による動画像の撮影動作に
おいては、図１９Ｅに示すように、モニタ３４にライブ画像を表示し（ステップＳ２０８
）、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０の撮影指令ボタン５８が押されたことによ
る撮影実行指令の受信に応じてオンする撮影実行指令フラグがオンか否かを判断する（ス
テップＳ２１０）。そして、その撮影実行指令フラグがオンしていると判断した場合には
、動画撮影中か否かを判断すると共に、撮影実行指令フラグをクリアする（ステップＳ２
１２）。ここで、動画撮影中でないと判断した場合には、フォーカスを合わせて、動画撮
影を開始する（ステップＳ２１４）。そして、内蔵メモリ９６及び／又は着脱メモリ９８
のメモリ残量を確認し（ステップＳ２１６）、メモリ残量が無い場合は、モニタ３４にメ
モリフルの警告を表示した上で（ステップＳ２１８）、動画撮影を終了して（ステップＳ
２２０）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０



(27) JP 5013246 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

→ステップＳ５６→ステップＳ６０→ステップＳ６２と進み、該ステップＳ６０とステッ
プＳ６２のループを繰り返す。この際、使用者は、上記ステップＳ２１８の警告表示によ
り、もはや動画を撮影できないことは判っているので、カメラ本体１２のセレクトスイッ
チ３０を切り替えることとなる。
【０１６５】
　これに対して、上記ステップＳ２１６においてメモリ残量が有ると判断した場合には、
上記ステップＳ２１４に戻って、引き続き動画撮影を行う。
【０１６６】
　また、上記ステップＳ２１２で、動画撮影中であると判断した場合には、上記ステップ
Ｓ２２０に進んで撮影を終了し、上記ステップＳ２８に戻る。即ち、リモコンからの指令
による動画の撮影は、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０の撮影指令ボタン５８が
押されたことによる撮影実行指令の受信から、次の撮影指令ボタン５８が押されたことに
よる撮影実行指令の受信までの間、行われる。つまり、ステップＳ２１４→ステップＳ２
１６→ステップＳ２１４のループ中に、撮影実行指令を受信したときに、割り込みによっ
て上記ステップＳ１３０からの動作が実行されて、該ステップＳ２１２で動画撮影中であ
ると判断されて撮影を終了することになる。こうして動画の撮影が終了されて上記ステッ
プＳ２８に戻った場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ５６→ステッ
プＳ６０→ステップＳ６２と進み、該ステップＳ６０とステップＳ６２のループを繰り返
す。これにより、カメラ本体１２のシャッタスイッチ２４による次の動画の撮影が可能と
なる。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの指令受信による割り込みに
よっても、次の動画の撮影等の動作が可能である。
【０１６７】
　また、上記ステップＳ２１０で、撮影実行指令フラグがオンしていないと判断した場合
には、上記ステップＳ２００に進んでＴボタン指令か否かを判断する。そして、上述した
ように、Ｔボタン指令の場合は、そのＴボタン指令が来ている間、レンズ部１４を望遠側
に駆動し（ステップＳ２０２）、Ｔボタン指令が途切れたら駆動を中止して、上記ステッ
プＳ２８に戻る。このＴボタン指令を、上記ステップＳ２１４とステップＳ２１６の動画
撮影ループ中に受信した場合には、割り込みにより該レンズ部１４の駆動が行われ、ズー
ムアップ撮影が可能となる。そして、上記ステップＳ２８に戻ったならば、上記ステップ
Ｓ２８→ステップＳ３０→ステップＳ５６→ステップＳ６０→ステップＳ６２と進み、該
ステップＳ６０とステップＳ６２のループを繰り返す。このとき、上記ステップＳ２１４
とステップＳ２１６の動画撮影ループは継続して実行されており、上記光学式リモコン５
４，７０，７２又は９０の撮影指令ボタン５８が押されたことによる撮影実行指令の受信
による割り込みで上記ステップＳ２２０に進むまで、動画が撮影される。
【０１６８】
　また、上記ステップＳ２００でＴボタン指令でないと判断した場合には、Ｗボタン指令
か否かを判断して（ステップＳ２０４）、Ｗボタン指令の場合は、そのＷボタン指令が来
ている間、レンズ部１４を広角側に駆動し（ステップＳ２０６）、Ｗボタン指令が途切れ
たら駆動を中止して、上記ステップＳ２８に戻る。この場合も、上記Ｔボタン指令の場合
と同様に、動画撮影中であればズームダウン撮影が行われ、次の撮影実行指令の受信によ
る割り込みが行われるまで、動画の撮影が継続される。
【０１６９】
　また、上記ステップＳ２０４においてＷボタン指令でもないと判断した場合には、何も
せずに上記ステップＳ２８に戻る。
【０１７０】
　このように、動画撮影中は、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの撮影実行
指令やＴ、Ｗボタン指令の受信による割り込みで、動画撮影を終了したり、ズーム動作を
行ったりすることができる。
【０１７１】
　また、動画については、例えば１５秒というように、予め記録時間を限定しておき、そ
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の秒数に対応するメモリ量により上記ステップＳ２１６のメモリ残量の判別を行うことで
、自動的に動画撮影を終了させることもできる。
【０１７２】
　一方、許可モードＭ４又は制限モードＭ２でのリモコン操作による再生動作においては
、内蔵メモリ９６又は着脱メモリ９８に記録されている最終画像をモニタ３４に表示し、
認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２或いは認証機能を持たない光学式リモコン７
０又は９０のスイッチやボタン類に対応する動作を行なう。
【０１７３】
　即ち、図１９Ｆに示すように、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令
又は一般指令が、光学式リモコン７２又は９０の十字スイッチ７４の操作指令であった場
合（ステップＳ２２２）、それが十字スイッチ７４の下方向スイッチ操作による下操作指
令（アルバム）であったならば（ステップＳ２２４）、モニタ３４へのアルバムに記録さ
れている画像の表示を行う（ステップＳ２２６）。そして、この表示中に光学式リモコン
７２又は９０のメニューボタン７８が押されると（ステップＳ２２８）、アルバム表示機
能を終了し、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３
０→ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のス
イッチやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，７２
又は９０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である
。
【０１７４】
　また、十字スイッチ７４の上方向スイッチ操作による上操作指令（カレンダ）であった
場合には（ステップＳ２３０）、当月一か月分の記録画像をカレンダ形式でモニタ３４に
表示する（ステップＳ２３２）。更に十字スイッチ７４で前月以前の表示を行なったり、
日にちを選択してその日の撮影画像を表示したりすることなどもできる。そして、この表
示中にメニューボタン７８が押されると（ステップＳ２３４）、カレンダ表示機能を終了
し、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステ
ップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチや
ボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０
からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。
【０１７５】
　また、十字スイッチ７４の右方向スイッチ操作による右操作指令であった場合には（ス
テップＳ２３６）、モニタ３４に次の画像を表示して（ステップＳ２３８）、上記ステッ
プＳ２８に戻る。なお、現在の画像が最終画像の場合にこの右方向スイッチが操作された
ときには、最初の画像を表示する。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ス
テップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチ
やボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９
０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。但し
、このステップＳ２８に戻ってからのステップＳ７６における表示は、上記ステップＳ２
３８で更新された画像の表示が維持される。
【０１７６】
　また、十字スイッチ７４の左方向スイッチ操作による左操作指令であった場合には（ス
テップＳ２４０）、前の画像をモニタ３４に表示して（ステップＳ２４２）、上記ステッ
プＳ２８に戻る。なお、現在の画像が最初の画像の場合にこの左方向スイッチが操作され
たときには、最後の画像を表示する。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→
ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッ
チやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，７２又は
９０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。但
し、このステップＳ２８に戻ってからのステップＳ７６における表示は、上記ステップＳ
２３８で更新された画像の表示が維持される。
【０１７７】
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　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０のＯＫボタン７６の操作によるＯＫ指令であった場合には（ステッ
プＳ２４４）、現在の画像が動画であるか否かを確認して（ステップＳ２４６）、動画で
ない場合には無視して、上記ステップＳ２８に戻る。これに対して、動画であった場合に
は、その動画を表示して（ステップＳ２４８）、上記ステップＳ２８に戻る。これらの場
合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップ
Ｓ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチやボタンに応じた再生動作が可能となる。
また、光学式リモコン５４，７０，７２又は９０からの指令受信による割り込みによって
も、再生動作等の他の動作が可能である。但し、このステップＳ２８に戻ってからのステ
ップＳ７６における表示は、上記ステップＳ２４８で表示された動画の表示が継続される
。
【０１７８】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン５４，７０，７２又は９０のテレボタン６２の操作によるＴボタン指令であった
場合には（ステップＳ２５０）、モニタ３４に表示されている画像を拡大表示して（ステ
ップＳ２５２）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップ
Ｓ３０→ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２
のスイッチやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン５４，７０，
７２又は９０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能で
ある。但し、このステップＳ２８に戻ってからのステップＳ７６における表示は、上記ス
テップＳ２５２で拡大された画像の表示が維持される。
【０１７９】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン５４，７０，７２又は９０のワイドボタン６４の操作によるＷボタン指令であっ
た場合には（ステップＳ２５４）、モニタ３４の表示画像を縮小してインデックス形式の
表示をして（ステップＳ２５６）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップ
Ｓ２８→ステップＳ３０→ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み
、カメラ本体１２のスイッチやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモ
コン５４，７０，７２又は９０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の
他の動作が可能である。但し、このステップＳ２８に戻ってからのステップＳ７６におけ
る表示は、上記ステップＳ２５６での縮小一覧表示が維持される。
【０１８０】
　なお、上記ステップ２５６の縮小一覧表示は、ワイドボタン６４を押すたびに、４駒、
９駒、１６駒、２５駒に順次一覧表できる。また、縮小一覧表示中にテレボタン６２を押
すと、押すたびに、上記ステップＳ２５２において、２５駒、１６駒、９駒、４駒、１駒
の表示に戻す動作を行う。
【０１８１】
　逆に、通常画像表示中のテレボタン６２の押下に応じた上記ステップＳ２５２での拡大
表示がなされている場合に、ワイドボタン６４を押すと、上記ステップＳ２５６において
その拡大表示を元の大きさに戻す動作が行われる。
【０１８２】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０の消去ボタン８４の操作による消去指令であった場合には（ステッ
プＳ２５８）、本当に消去するかの確認表示をモニタ３４に行い（ステップＳ２６０）、
消去中止が選択された場合は消去せずに上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステ
ップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と
進み、カメラ本体１２のスイッチやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式
リモコン７２又は９０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作
が可能である。
【０１８３】
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　これに対して、上記ステップＳ２６０において消去実行が選択されたと判断した場合に
は、その駒を消去して、一つ前の画像を表示して（ステップＳ２６２）、上記ステップＳ
２８に戻る。なお、消去対象の画像が保護されている場合は、保護画像であることをモニ
タ３４に警告表示して、消去の実行は無視される。上記ステップＳ２８に戻った後は、ス
テップＳ２８→ステップＳ３０→ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…
と進み、カメラ本体１２のスイッチやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学
式リモコン７２又は９０からの指令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動
作が可能である。
【０１８４】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０のプリントボタン８０の操作による印刷指令であった場合には（ス
テップＳ２６４）、プリンタへの画像送信等の必要な印刷動作を行なって（ステップＳ２
６６）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→
ステップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッ
チやボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン７２又は９０からの指
令受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。
【０１８５】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０の情報ボタン８２の操作による情報表示指令であった場合には（ス
テップＳ２６８）、モニタ３４に表示されている画像の情報を表示して（ステップＳ２７
０）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ス
テップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチ
やボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン７２又は９０からの指令
受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。但し、このステッ
プＳ２８に戻ってからのステップＳ７６における表示は、上記ステップＳ２７０での画像
の情報表示が維持される。
【０１８６】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０の保護ボタン８８の操作による保護指令であった場合には（ステッ
プＳ２７２）、モニタ３４に表示されている画像に保護フラグを付けて（ステップＳ２７
４）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ス
テップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチ
やボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン７２又は９０からの指令
受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。
【０１８７】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０の回転ボタン８６の操作による回転指令であった場合には（ステッ
プＳ２７６）、モニタ３４に表示されている画像を右９０度回転させて（ステップＳ２７
８）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ス
テップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチ
やボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン７２又は９０からの指令
受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。但し、このステッ
プＳ２８に戻ってからのステップＳ７６における表示は、上記ステップＳ２７８で回転さ
れた画像の表示が維持される。なお、再度、回転ボタン８６が押されると、ステップＳ２
７８では元の画像の左９０度回転画像の表示を行い、もう一度押されると、元の画像に戻
す。
【０１８８】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令又は一般指令が、光学式
リモコン７２又は９０のメニューボタン７８の操作によるメニュー指令であった場合には
（ステップＳ２８０）、メニューの表示と設定ができる。メニュー機能は多数ある。メニ
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ュー設定はトップメニューから階層的に細部の設定が出来る様になっている。トップメニ
ューは、セレクトスイッチ３０の位置によって表示内容が異なるので、セレクトスイッチ
３０の位置を読み取り、対応するメニューをモニタ３４に表示する（ステップＳ２８２）
。
【０１８９】
　静止画撮影状態Ｊ１の場合、ＶＯＩＣＥ録音、マクロ、シーン選択、モードメニューを
表示する。動画撮影状態Ｊ２の場合、ＶＯＩＣＥ録音、マクロ、手振れ補正、モードメニ
ューを表示する。再生状態Ｊ３の場合は、再生内容により表示されるメニューが異なる。
即ち、静止画再生時は、ストレージ再生、情報表示、スライドショー、モードメニューを
表示する。動画再生時は、ストレージ再生、情報表示、動画再生終了、モードメニューを
表示する。ＶＯＩＣＥ再生時には、ストレージ再生、情報表示、ＶＯＩＣＥ再生終了、モ
ードメニューを表示する。カレンダ再生時には、カレンダ再生終了、情報表示、スライド
ショー、モードメニューを表示する。アルバム再生時には、アルバム選択、情報表示、ア
ルバム再生終了、モードメニューを表示する。それぞれの下位メニューの操作、表示の詳
細は省略するが、共通的なモードメニューについて説明する。
【０１９０】
　即ち、モードメニューは更にセレクトスイッチ３０の位置により表示内容が異なる。静
止画撮影状態Ｊ１の場合、画質モード切り替え、連写設定、露出補正、デジタルズーム設
定、ホワイトバランス設定、画像等を記録するメモリの選択の設定等ができる。動画撮影
状態Ｊ２の場合、画質モード切り替え、露出補正、デジタルズーム設定、ホワイトバラン
ス設定、フルタイムオートフォーカスの設定、画像等を記録するメモリの選択の設定等が
できる。再生状態Ｊ３の場合は、回転表示、録音、画像編集、画像補正、画像合成ができ
る。
【０１９１】
　メニュー操作を終了するには、メニューボタン７８を再度押すことで（ステップＳ２８
４）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、上記ステップＳ２８→ステップＳ３０→ス
テップＳ７４→ステップＳ７６→ステップＳ７８→…と進み、カメラ本体１２のスイッチ
やボタンに応じた再生動作が可能となる。また、光学式リモコン７２又は９０からの指令
受信による割り込みによっても、再生動作等の他の動作が可能である。
【０１９２】
　一方、上記ステップＳ１６６において、設定モードＭ３であると判断された場合には、
設定モードに移行する。即ち、設定モードでは、図１６の機能制限表の機能と制限フラグ
の状態をモニタ３４に表示して、認証機能付きの光学式リモコン５４のプラス、マイナス
ボタン６６、６８とテレ、ワイドボタン６２、６４、あるいは認証機能付きの光学式リモ
コン７２の十字スイッチ７４とＯＫボタン７６等を使って、制限機能の巡回選択とフラグ
のオン、オフの設定及び変更を行なう（ステップＳ２８６）。そして、設定変更が終わっ
たならば、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の撮影指令ボタン５８が押される
ので、その撮影実行指令を受けたならば内容を確定して（ステップＳ２８８）、上記ステ
ップＳ２８に戻る。このステップＳ２８に戻った際には、設定モードＭ３に設定されてい
るので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボ
タンの操作が受け付けられることはなく、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の
操作のみ受け付ける。
【０１９３】
　また、上記ステップＳ１６６において、禁止モードＭ１であると判断された場合には、
禁止モードに移行する。即ち、禁止モードでは、カメラ本体１２のセレクトスイッチ３０
の状態を読み取り（ステップＳ２９０）、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２か
ら認証指令として与えられる撮影指令に対応する動作を行なう。
【０１９４】
　即ち、セレクトスイッチ３０により静止画撮影状態Ｊ１となっている場合の禁止モード
Ｍ１でのリモコン操作による静止画像の撮影動作においては、図１９Ｅに示すように、モ
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ニタ３４にライブ画像を表示し（ステップＳ１８２）、上記ステップＳ１３０で受けた認
証機能付きの光学式リモコン５４又は７２よりの認証指令が、撮影実行指令か否かを判断
する（ステップＳ１８４）。ここで、認証指令が撮影実行指令であると判断した場合には
、フォーカス合わせを行って（ステップＳ１８６）、静止画を撮影する（ステップＳ１８
８）。その後、連写モードに設定されているか否かを判断する（ステップＳ１９０）。こ
こで、連写モードに設定されていない場合には、短時間、撮影済み画像をモニタ３４に表
示した後（ステップＳ１９２）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１
に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２
のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リ
モコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、
次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１９５】
　また、上記ステップＳ１９０で連写モードに設定されていると判断した場合には、内蔵
メモリ９６及び／又は着脱メモリ９８のメモリ残量が所定量以上有るか否か確認する（ス
テップＳ１９４）。そして、メモリ残量が無い場合は、モニタ３４にメモリフルの警告を
表示して（ステップＳ１９６）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１
に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２
のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リ
モコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、
次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１９６】
　また、上記ステップＳ１９４においてメモリ残量が有ると判断した場合には、認証機能
付きの光学式リモコン５４又は７２から撮影実行指令が来ているかを確認し（ステップＳ
１９８）、撮影実行指令が来ている場合には、上記ステップＳ１８８に戻り、次の画像を
撮影する。即ち、光学式リモコン５４又は７２の撮影指令ボタン５８が押されている間、
連写が行われる。これに対して、撮影実行指令が来ていない場合には、上記ステップＳ２
８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処
理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることは
ない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指
令受信による割り込みによってのみ、次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１９７】
　また、上記ステップＳ１８４において、受信した認証指令が撮影実行指令ではないと判
断した場合には、認証指令が、認証機能付きの光学式リモコン５４又は４２のテレボタン
６２が押されたことによるＴボタン指令であるか否かを判断する（ステップＳ２００）。
ここで、Ｔボタン指令であると判断した場合には、そのＴボタン指令が来ている間、レン
ズ部１４を望遠側に駆動し（ステップＳ２０２）、Ｔボタン指令が途切れたならば、その
駆動を中止して、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されてい
るので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボ
タンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は
７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、次の静止画像の
撮影等の動作が可能である。
【０１９８】
　また、上記ステップＳ２００で、Ｔボタン指令を受けたのではないと判断した場合には
、認証指令が、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２のワイドボタン６４が押され
たことによるＷボタン指令であるか否かを判断する（ステップＳ２０４）。ここで、Ｗボ
タン指令であると判断した場合には、そのＷボタン指令が来ている間、レンズ部１４を広
角側に駆動し（ステップＳ２０６）、Ｗボタン指令が途切れたならば、その駆動を中止し
て、上記ステップＳ２８に戻る。また、上記ステップＳ２０４で、Ｗボタン指令でもない
と判断した場合には、上記ステップＳ２８に戻る。これらの場合、この場合、禁止モード
Ｍ１に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体



(33) JP 5013246 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

１２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学
式リモコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによっての
み、次の静止画像の撮影等の動作が可能である。
【０１９９】
　一方、上記ステップＳ２９０においてセレクトスイッチ３０により動画撮影状態Ｊ２と
なっている場合の禁止モードＭ１でのリモコン操作による動画像の撮影動作においては、
図１９Ｅに示すように、モニタ３４にライブ画像を表示し（ステップＳ２０８）、認証機
能付きの光学式リモコン５４又は７２の撮影指令ボタン５８が押されたことによる撮影実
行指令の受信に応じてオンする撮影実行指令フラグがオンか否かを判断する（ステップＳ
２１０）。そして、その撮影実行指令フラグがオンしていると判断した場合には、動画撮
影中か否かを判断すると共に、撮影実行指令フラグをクリアする（ステップＳ２１２）。
ここで、動画撮影中でないと判断した場合には、フォーカスを合わせて、動画撮影を開始
する（ステップＳ２１４）。そして、内蔵メモリ９６及び／又は着脱メモリ９８のメモリ
残量を確認し（ステップＳ２１６）、メモリ残量が無い場合は、モニタ３４にメモリフル
の警告を表示した上で（ステップＳ２１８）、動画撮影を終了して（ステップＳ２２０）
、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステ
ップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受
け付けられることはない。なお、この際、使用者は、上記ステップＳ２１８の警告表示に
より、もはや動画を撮影できないことは判っているので、カメラ本体１２のセレクトスイ
ッチ３０を切り替えることとなる。そして、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２
の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、次の静止画像の撮影
等の動作が可能である。
【０２００】
　これに対して、上記ステップＳ２１６においてメモリ残量が有ると判断した場合には、
上記ステップＳ２１４に戻って、引き続き動画撮影を行う。
【０２０１】
　また、上記ステップＳ２１２で、動画撮影中であると判断した場合には、上記ステップ
Ｓ２２０に進んで撮影を終了し、上記ステップＳ２８に戻る。即ち、リモコンからの指令
による動画の撮影は、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の撮影指令ボタン５８
が押されたことによる撮影実行指令の受信から、次の撮影指令ボタン５８が押されたこと
による撮影実行指令の受信までの間、行われる。つまり、ステップＳ２１４→ステップＳ
２１６→ステップＳ２１４のループ中に、撮影実行指令を受信したときに、割り込みによ
って上記ステップＳ１３０からの動作が実行されて、該ステップＳ２１２で動画撮影中で
あると判断されて撮影を終了することになる。こうして動画の撮影が終了されて上記ステ
ップＳ２８に戻った場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステップＳ２８の判
断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け付けられるこ
とはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、そ
の指令受信による割り込みによってのみ、次の動画の撮影等の動作が可能である。
【０２０２】
　また、上記ステップＳ２１０で、撮影実行指令フラグがオンしていないと判断した場合
には、上記ステップＳ２００に進んでＴボタン指令か否かを判断する。そして、上述した
ように、Ｔボタン指令の場合は、そのＴボタン指令が来ている間、レンズ部１４を望遠側
に駆動し（ステップＳ２０２）、Ｔボタン指令が途切れたら駆動を中止して、上記ステッ
プＳ２８に戻る。このＴボタン指令を、上記ステップＳ２１４とステップＳ２１６の動画
撮影ループ中に受信した場合には、割り込みにより該レンズ部１４の駆動が行われ、ズー
ムアップ撮影が可能となる。そして、上記ステップＳ２８に戻ったならば、禁止モードＭ
１に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１
２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。このとき、上記ステップＳ２
１４とステップＳ２１６の動画撮影ループは継続して実行されており、認証機能付きの光
学式リモコン５４又は７２の撮影指令ボタン５８が押されたことによる撮影実行指令の受
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信による割り込みで上記ステップＳ２２０に進むまで、動画が撮影される。
【０２０３】
　また、上記ステップＳ２００でＴボタン指令でないと判断した場合には、Ｗボタン指令
か否かを判断して（ステップＳ２０４）、Ｗボタン指令の場合は、そのＷボタン指令が来
ている間、レンズ部１４を広角側に駆動し（ステップＳ２０６）、Ｗボタン指令が途切れ
たら駆動を中止して、上記ステップＳ２８に戻る。この場合も、上記Ｔボタン指令の場合
と同様に、動画撮影中であればズームダウン撮影が行われ、次の撮影実行指令の受信によ
る割り込みが行われるまで、動画の撮影が継続される。
【０２０４】
　また、上記ステップＳ２０４においてＷボタン指令でもないと判断した場合には、何も
せずに上記ステップＳ２８に戻る。
【０２０５】
　このように、禁止モードＭ１で動画撮影中は、認証機能付きの光学式リモコン５４又は
７２からの撮影実行指令やＴ、Ｗボタン指令の受信による割り込みで、動画撮影を終了し
たり、ズーム動作を行ったりすることができる。
【０２０６】
　また、動画については、例えば１５秒というように、予め記録時間を限定しておき、そ
の秒数に対応するメモリ量により上記ステップＳ２１６のメモリ残量の判別を行うことで
、自動的に動画撮影を終了させることもできる。
【０２０７】
　一方、セレクトスイッチ３０により再生状態Ｊ３となっている場合の禁止モードＭ１で
のリモコン操作による再生動作においては、内蔵メモリ９６又は着脱メモリ９８に記録さ
れている最終画像をモニタ３４に表示し、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の
スイッチやボタン類に対応する動作を行なう。
【０２０８】
　即ち、図１９Ｆに示すように、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令
が、認証機能付きの光学式リモコン７２の十字スイッチ７４の操作指令であった場合（ス
テップＳ２２２）、それが十字スイッチ７４の下方向スイッチ操作による下操作指令（ア
ルバム）であったならば（ステップＳ２２４）、モニタ３４へのアルバムに記録されてい
る画像の表示を行う（ステップＳ２２６）。そして、この表示中に光学式リモコン７２の
メニューボタン７８が押されると（ステップＳ２２８）、アルバム表示機能を終了し、上
記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステップ
Ｓ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け付
けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受け
付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能である
。
【０２０９】
　また、十字スイッチ７４の上方向スイッチ操作による上操作指令（カレンダ）であった
場合には（ステップＳ２３０）、当月一か月分の記録画像をカレンダ形式でモニタ３４に
表示する（ステップＳ２３２）。更に十字スイッチ７４で前月以前の表示を行なったり、
日にちを選択してその日の撮影画像を表示したりすることなどもできる。そして、この表
示中にメニューボタン７８が押されると（ステップＳ２３４）、カレンダ表示機能を終了
し、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ス
テップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が
受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作の
み受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能
である。
【０２１０】
　また、十字スイッチ７４の右方向スイッチ操作による右操作指令であった場合には（ス
テップＳ２３６）、モニタ３４に次の画像を表示して（ステップＳ２３８）、上記ステッ
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プＳ２８に戻る。なお、現在の画像が最終画像の場合にこの右方向スイッチが操作された
ときには、最初の画像を表示する。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該
ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作
が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作
のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可
能である。
【０２１１】
　また、十字スイッチ７４の左方向スイッチ操作による左操作指令であった場合には（ス
テップＳ２４０）、前の画像をモニタ３４に表示して（ステップＳ２４２）、上記ステッ
プＳ２８に戻る。なお、現在の画像が最初の画像の場合にこの左方向スイッチが操作され
たときには、最後の画像を表示する。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、
該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操
作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操
作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が
可能である。
【０２１２】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２又は９０のＯＫボタン７６の操作によるＯＫ指令であった場合には（ステ
ップＳ２４４）、現在の画像が動画であるか否かを確認して（ステップＳ２４６）、動画
でない場合には無視して、上記ステップＳ２８に戻る。これに対して、動画であった場合
には、その動画を表示して（ステップＳ２４８）、上記ステップＳ２８に戻る。これらの
場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだ
けで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認
証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割
り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能である。
【０２１３】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン５４又は７２のテレボタン６２の操作によるＴボタン指令であった場合には（
ステップＳ２５０）、モニタ３４に表示されている画像を拡大表示して（ステップＳ２５
２）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該
ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作
が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作
のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可
能である。
【０２１４】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン５４又は７２のワイドボタン６４の操作によるＷボタン指令であった場合には
（ステップＳ２５４）、モニタ３４の表示画像を縮小してインデックス形式の表示をして
（ステップＳ２５６）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定さ
れているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッ
チやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５
４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作
等の他の動作が可能である。
【０２１５】
　なお、上記ステップ２５６の縮小一覧表示は、ワイドボタン６４を押すたびに、４駒、
９駒、１６駒、２５駒に順次一覧表できる。また、縮小一覧表示中にテレボタン６２を押
すと、押すたびに、上記ステップＳ２５２において、２５駒、１６駒、９駒、４駒、１駒
の表示に戻す動作を行う。
【０２１６】
　逆に、通常画像表示中のテレボタン６２の押下に応じた上記ステップＳ２５２での拡大
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表示がなされている場合に、ワイドボタン６４を押すと、上記ステップＳ２５６において
その拡大表示を元の大きさに戻す動作が行われる。
【０２１７】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２の消去ボタン８４の操作による消去指令であった場合には（ステップＳ２
５８）、本当に消去するかの確認表示をモニタ３４に行い（ステップＳ２６０）、消去中
止が選択された場合は消去せずに上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１
に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２
のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リ
モコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、
再生動作等の他の動作が可能である。
【０２１８】
　これに対して、上記ステップＳ２６０において消去実行が選択されたと判断した場合に
は、その駒を消去して、一つ前の画像を表示して（ステップＳ２６２）、上記ステップＳ
２８に戻る。なお、消去対象の画像が保護されている場合は、保護画像であることをモニ
タ３４に警告表示して、消去の実行は無視される。上記ステップＳ２８に戻った後は、禁
止モードＭ１に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カ
メラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付
きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みに
よってのみ、再生動作等の他の動作が可能である。
【０２１９】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２のプリントボタン８０の操作による印刷指令であった場合には（ステップ
Ｓ２６４）、プリンタへの画像送信等の必要な印刷動作を行なって（ステップＳ２６６）
、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステ
ップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受
け付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ
受け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能で
ある。
【０２２０】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２の情報ボタン８２の操作による情報表示指令であった場合には（ステップ
Ｓ２６８）、モニタ３４に表示されている画像の情報を表示して（ステップＳ２７０）、
上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステッ
プＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け
付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受
け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能であ
る。
【０２２１】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２の保護ボタン８８の操作による保護指令であった場合には（ステップＳ２
７２）、モニタ３４に表示されている画像に保護フラグを付けて（ステップＳ２７４）、
上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステッ
プＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け
付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受
け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能であ
る。
【０２２２】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２の回転ボタン８６の操作による回転指令であった場合には（ステップＳ２
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７６）、モニタ３４に表示されている画像を右９０度回転させて（ステップＳ２７８）、
上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止モードＭ１に設定されているので、該ステッ
プＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け
付けられることはない。即ち、認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受
け付けて、その指令受信による割り込みによってのみ、再生動作等の他の動作が可能であ
る。なお、再度、回転ボタン８６が押されると、ステップＳ２７８では元の画像の左９０
度回転画像の表示を行い、もう一度押されると、元の画像に戻す。
【０２２３】
　また、上記ステップＳ１３０で受けたリモコンよりの認証指令が、認証機能付きの光学
式リモコン７２のメニューボタン７８の操作によるメニュー指令であった場合には（ステ
ップＳ２８０）、メニューの表示と設定ができる。メニュー機能は多数ある。メニュー設
定はトップメニューから階層的に細部の設定が出来る様になっている。トップメニューは
、セレクトスイッチ３０の位置によって表示内容が異なるので、セレクトスイッチ３０の
位置を読み取り、対応するメニューをモニタ３４に表示する（ステップＳ２８２）。
【０２２４】
　静止画撮影状態Ｊ１の場合、ＶＯＩＣＥ録音、マクロ、シーン選択、モードメニューを
表示する。動画撮影状態Ｊ２の場合、ＶＯＩＣＥ録音、マクロ、手振れ補正、モードメニ
ューを表示する。再生状態Ｊ３の場合は、再生内容により表示されるメニューが異なる。
即ち、静止画再生時は、ストレージ再生、情報表示、スライドショー、モードメニューを
表示する。動画再生時は、ストレージ再生、情報表示、動画再生終了、モードメニューを
表示する。ＶＯＩＣＥ再生時には、ストレージ再生、情報表示、ＶＯＩＣＥ再生終了、モ
ードメニューを表示する。カレンダ再生時には、カレンダ再生終了、情報表示、スライド
ショー、モードメニューを表示する。アルバム再生時には、アルバム選択、情報表示、ア
ルバム再生終了、モードメニューを表示する。それぞれの下位メニューの操作、表示の詳
細は省略するが、共通的なモードメニューについて説明する。
【０２２５】
　即ち、モードメニューは更にセレクトスイッチ３０の位置により表示内容が異なる。静
止画撮影状態Ｊ１の場合、画質モード切り替え、連写設定、露出補正、デジタルズーム設
定、ホワイトバランス設定、画像等を記録するメモリの選択の設定等ができる。動画撮影
状態Ｊ２の場合、画質モード切り替え、露出補正、デジタルズーム設定、ホワイトバラン
ス設定、フルタイムオートフォーカスの設定、画像等を記録するメモリの選択の設定等が
できる。再生状態Ｊ３の場合は、回転表示、録音、画像編集、画像補正、画像合成ができ
る。
【０２２６】
　メニュー操作を終了するには、認証機能付きの光学式リモコン７２のメニューボタン７
８を再度押すことで（ステップＳ２８４）、上記ステップＳ２８に戻る。この場合、禁止
モードＭ１に設定されているので、該ステップＳ２８の判断処理を繰り返すだけで、カメ
ラ本体１２のスイッチやボタンの操作が受け付けられることはない。即ち、認証機能付き
の光学式リモコン５４又は７２の操作のみ受け付けて、その指令受信による割り込みによ
ってのみ、再生動作等の他の動作が可能である。
【０２２７】
　以上、第１実施形態で説明したように、認証指令の受信及び処理と、一般指令の受信及
び処理を別系統で行う構成により、認証指令の受信処理の安全性を高めることが容易とな
る。更に、認証指令用のデコーダ部１００Ｆでデコードし指令データに変換する認証情報
の種類を選択することにより、簡易な安全機能からより厳重な安全機能まで、撮像機器の
タイプに応じて選択できる。この特徴は、以降の第２、第３、第４、第６、第７、第８実
施形態で同様である。
【０２２８】
　また、本発明の第１実施形態によれば、カメラ本体１２とは別の認証機能付きの光学式
リモコン５４又は７２より認証指令を発信し、カメラ本体１２が受信した認証指令を判断
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することにより機能制限が可能で、万一カメラ本体１２を紛失した場合でもそのカメラ本
体１２の利用を制限したり、撮影済みの画像の閲覧やコピーあるいは転送を防止してプラ
イバシ保護やセキュリティの確保が可能になる。
【０２２９】
　また、小型の認証機能付きの光学式リモコン５４，７２を撮像や再生等の撮影指令送信
用と認証モード切り替え指令送信用に兼用することで、携行に負担が少なく操作も容易な
セキュリティシステムを実現できる。
【０２３０】
　更に、一般指令の受信はより広範囲からの指令を受け易い構成が望ましく、認証指令の
受信は、認証指令の傍受による認証情報の不正コピーと使用を防止する観点から、限定さ
れた範囲からの認証指令を受信することが望ましいという相反する要求を一つの受信手段
で満たすのは大変であるが、撮像動作等の一般指令を受信する手段と認証指令を受信する
手段とを分離してそれぞれ設け、受信した信号のデコードもそれぞれ行なうことにより、
更には認証指令の受信手段の配置等を工夫することにより、簡単な構成により認証指令の
傍受等による不正利用を防止し、撮像機器並びに撮像システムの安全性を高めることがで
きる。
【０２３１】
　以上により、操作が容易で、コストも低く、安全性が高い、撮像機器の使用制限機能を
提供することができる。
【０２３２】
　また、認証指令を受信するための受光素子３２を一般指令を受信するための受光素子１
８とは別に設けたことにより、それぞれの信号を受信するのに最適な位置にそれぞれの受
光素子を配置できる。この場合、両受光素子１８，３２で受信された信号を解読するため
のデコーダ１３４を兼用するようにすれば、ハードウェアコストを抑えることができる。
【０２３３】
　また、認証指令を解読するためのデコーダ部１００Ｆと一般指令を解読するためのデコ
ーダ部１０４Ｆとを別に設ければ、それぞれのデコーダ部の構成が簡単になり、故障の発
生率を抑えることができる。また、故障した際の交換も安価に行えるようになる。更にこ
の場合、認証指令の受信と一般指令の受信とを、一つの受光素子１３６で兼用することが
可能となり、ハードウェアコストを抑えることができる。
【０２３４】
　勿論、認証指令用の受光素子３２及びデコーダ部１００Ｆと、一般指令用の受光素子１
８及びデコーダ部１０４Ｆとをそれぞれ別に設ければ、故障の発生率を抑えることができ
る、万一故障した際にも、交換が安価に行えるようになる。また、それぞれの配置の自由
度が増す。
【０２３５】
　また、認証指令を受信するための受光素子３２と、一般指令を受信するための受光素子
１８とを、それぞれカメラ本体１２において異なる位置に配置することが可能となるので
、それぞれの信号を受信するのに最適な位置で受信でき、不作動や誤動作の恐れを低くで
きる。
【０２３６】
　また、認証設定スイッチ６０により認証機能付きの光学式リモコン５４，７２のスイッ
チやボタンの機能を切り替えることができ、スイッチやボタンの数を減らして、小型化す
ることができる。
【０２３７】
　また、カメラ本体１２では、受信した認証指令の内容を判別して、動作を行うことがで
きる。受信した認証指令が認証モード切り替え指令であれば、それに応じて認証モードを
切り替え設定することができる。
【０２３８】
　なお、カメラ本体１２は、認証指令を送信する認証機能付きの光学式リモコン５４，７
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２と認証機能を持たない光学式リモコン７０，９０を利用可能である。従って、再生等プ
ライバシにかかわる機能の実行には認証機能付きの光学式リモコン５４又は７２のように
認証指令を送信できるリモコンであることが必要であるが、撮影行為自体にはプライバシ
保護は必要がないので、認証情報を含まない一般指令を送信する認証機能を持たない光学
式リモコン７０又は９０を用いて撮影を行うことができる。よって、旅行等にはその認証
機能を持たない光学式リモコン７０又は９０を携行し、認証機能付きの光学式リモコン５
４又は７２は自宅に置いてくれば、撮影は自由に行え、そして、たとえ旅行先でカメラ本
体１２とリモコン７０又は９０を紛失したり盗難にあっても、認証機能付きの光学式リモ
コン５４又は７２は自宅に有り、当該カメラ本体１２を入手した第三者はそれを有してい
ないので、撮影した画像のセキュリティを守ることができる。
【０２３９】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態を説明する。
【０２４０】
　本実施形態は、一つの指令機器で一般指令と認証指令を発信できるようにしたものであ
る。
【０２４１】
　図２０は、本実施形態における指令機器の一例としての光学式リモコン１６２の外観構
成を示す斜視図である。即ち、この光学式リモコン１６２の端面には、一般指令及び認証
指令発信用の発光部５６が構成されており、該発光部５６より一般指令及び認証指令を撮
像機器であるデジタルカメラ１０やデジタルムービカメラ５０に発信する。この場合、発
光部５６の発光素子５６Ａは、２波長発光ＬＥＤによって構成される。即ち、発光部５６
は、同一パッケージに波長の異なる２つのＬＥＤが実装されて構成され、一般指令と認証
指令を波長の異なる別々のＬＥＤで発信することができるようになっている。
【０２４２】
　また、この光学式リモコン１６２の上面には、撮影指令ボタン５８、認証設定スイッチ
６０、テレボタン６２、ワイドボタン６４、プラスボタン６６、マイナスボタン６８、制
限ボタン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１７０、等が配置さ
れている。
【０２４３】
　該光学式リモコン１６２は、認証設定スイッチ６０が上方の通常位置となっている時に
、撮影指令ボタン５８が押されると撮影実行指令を、テレボタン６２が押されるとＴボタ
ン指令を、ワイドボタン６４が押されるとＷボタン指令を、プラスボタン６６又はマイナ
スボタン６８が押されると再生時の駒送りやメニュー選択時の選択項目の移動の指令を、
認証情報を含まない一般指令として撮像機器に発信する。なお、制限ボタン１６４、設定
ボタン１６６、禁止ボタン１６８又許可ボタン１７０が押された際には、どのような指令
も発信しない。
【０２４４】
　これに対して、認証設定スイッチ６０が下方の認証位置にある時に、撮影指令ボタン５
８が押されると撮影実行指令を、テレボタン６２が押されるとＴボタン指令を、ワイドボ
タン６４が押されるとＷボタン指令を、プラスボタン６６又はマイナスボタン６８が押さ
れると再生時の駒送りやメニュー選択時の選択項目の移動の指令を、認証情報を含む認証
指令として撮像機器に発信する。更に、制限ボタン１６４が押されると制限指令を、設定
ボタン１６６が押されると設定指令を、禁止ボタン１６８が押されると禁止指令を、許可
ボタン１７０が押されると許可指令を、認証指令として撮像機器に発信する。
【０２４５】
　なお、認証モードの切り替えは重要なので、ミスタッチなどによる誤操作を防止するた
めに、それら制限ボタン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１７
０の何れかと撮影指令ボタン５８とを同時に押した時にのみ、認証モード切り替え指令を
発信するようにしても良い。



(40) JP 5013246 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【０２４６】
　図２１は、本実施形態における光学式リモコン１６２の電気的な構成を示すブロック図
である。制御部１３８は、ボタン５８，６２～６８，１６４～１７０の何れかがオンにな
った時、認証設定スイッチ６０の状態を読み取り、その状態に対応した指令信号を発生す
る。また、この制御部１３８には、撮像機器と対応する認証機能付きリモコンを識別する
ための認証情報として固定リモコン識別情報等を不揮発性メモリに記録しておく、認証情
報記憶部１３８Ａを有している。この認証情報記憶部１３８Ａへの固定リモコン識別情報
の記録は、工場出荷前あるいは販売前に行なっておくことが望ましい。更に、この固定リ
モコン識別情報は、不正利用を防止する観点から、暗号化されていることが望ましい。
【０２４７】
　制御部１３８は、ボタンが押し続けられている間は、予め設定された時間、信号を発生
する。変調部１４０は、制御部１３８よりの信号で、発振部１４２が発生する搬送波を変
調してトランジスタ１４４を駆動し、発光部５６の２つのＬＥＤ５６Ｂ，５６Ｃのうちの
対応するＬＥＤを点滅させる。抵抗１４６は、電流制限用である。
【０２４８】
　発光部５６には、同一パッケージに２つのＬＥＤ５６Ｂ，５６Ｃを収容してなる２波長
発光ダイオードを用いる。発光波長の組合わせは、赤外と赤外の場合では６６０ｎｍと８
９０ｎｍ、赤外と可視の場合では８９０ｎｍと４７０ｎｍまたは５３５ｎｍ、可視と可視
の場合では４７０ｎｍと５２５ｎｍ及び６６０ｎｍの組み合わせ等が使用できるが、他の
波長でも良いことは勿論である。
【０２４９】
　ここで、発光部５６はアノードコモンの３端子パッケージのＬＥＤとして形成されてお
り、アノードは電流制限抵抗１４６を介してＶＣＣに接続されている。切り替えスイッチ
１７２は、制御部１３８よりの切り替え信号により、発光部５６のＬＥＤ５６Ｂ，５６Ｃ
を切り替えることができる。即ち、認証指令の場合は認証指令発信用のＬＥＤ、例えばＬ
ＥＤ５６Ｃを点灯する。
【０２５０】
　図２２は、本実施形態における指令機器の別の例としての光学式リモコン１７４の外観
構成を示す斜視図である。即ち、この光学式リモコン１７４においても、その端面には、
一般指令及び認証指令発信用の発光部５６が構成されており、該発光部５６より一般指令
及び認証指令を撮像機器であるデジタルカメラ１０やデジタルムービカメラ５０に発信す
る。この場合、発光部５６は、２波長発光ＬＥＤによって構成される。即ち、発光部５６
は、同一パッケージに波長の異なる２つのＬＥＤが実装されて構成され、一般指令と認証
指令を波長の異なる別々のＬＥＤで発信することができるようになっている。
【０２５１】
　そして、上面には、撮影指令ボタン５８、認証設定スイッチ６０、テレボタン６２、ワ
イドボタン６４、十字スイッチ７４、ＯＫボタン７６、メニューボタン７８、プリントボ
タン８０、情報ボタン８２、消去ボタン８４、回転ボタン８６、保護ボタン８８、制限ボ
タン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１７０、等が配置されて
いる。
【０２５２】
　該光学式リモコン１７４は、認証設定スイッチ６０が上方の通常位置となっている時に
、撮影指令ボタン５８が押されると撮影実行指令を、テレボタン６２が押された時はＴボ
タン指令を、ワイドボタン６４が押された時はＷボタン指令を、十字スイッチ７４が押さ
れた時はその方向に応じた操作指令を、ＯＫボタン７６が押された時はＯＫ指令を、メニ
ューボタン７８が押された時はメニュー指令を、プリントボタン８０が押された時には印
刷指令を、情報ボタン８２が押された時は情報表示指令を、消去ボタン８４が押された時
は消去指令を、回転ボタン８６が押された時は回転指令を、保護ボタン８８が押された時
は保護指令を、認証情報を含まない一般指令として撮像機器に発信する。なお、制限ボタ
ン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８又許可ボタン１７０が押された際には、
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どのような指令も発信しない。
【０２５３】
　これに対して、認証設定スイッチ６０が下方の認証位置にある時に、撮影指令ボタン５
８が押されると撮影実行指令を、テレボタン６２が押された時はＴボタン指令を、ワイド
ボタン６４が押された時はＷボタン指令を、十字スイッチ７４が押された時はその方向に
応じた操作指令を、ＯＫボタン７６が押された時はＯＫ指令を、メニューボタン７８が押
された時はメニュー指令を、プリントボタン８０が押された時には印刷指令を、情報ボタ
ン８２が押された時は情報表示指令を、消去ボタン８４が押された時は消去指令を、回転
ボタン８６が押された時は回転指令を、保護ボタン８８が押された時は保護指令を、認証
情報を含む認証指令として撮像機器に発信する。更に、制限ボタン１６４が押されると制
限指令を、設定ボタン１６６が押されると設定指令を、禁止ボタン１６８が押されると禁
止指令を、許可ボタン１７０が押されると許可指令を、認証指令として撮像機器に発信す
る。
【０２５４】
　なお、認証モードの切り替えは重要なので、ミスタッチなどによる誤操作を防止するた
めに、それら制限ボタン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１７
０の何れかと撮影指令ボタン５８とを同時に押した時にのみ、認証モード切り替え指令を
発信するようにしても良い。
【０２５５】
　図２３は、この光学式リモコン１７４の電気的な構成を示すブロック図である。制御部
１３８は、ボタン及びスイッチ５８，６２，６４，７４～８８，１６４～１７０の何れか
がオンになった時、認証設定スイッチ６０の状態を読み取り、その状態に対応した指令信
号を発生する。また、制御部１３８は、撮像機器と対応する認証機能付きリモコンを識別
するための認証情報として固定リモコン識別情報等を不揮発性メモリに記録しておく、認
証情報記憶部１３８Ａを有している。この認証情報記憶部１３８Ａへの固定リモコン識別
情報の記録は、工場出荷前あるいは販売前に行なっておくことが望ましい。更に、この固
定リモコン識別情報は、不正利用を防止する観点から、暗号化されていることが望ましい
。
【０２５６】
　制御部１３８は、ボタン又はスイッチが押し続けられている間は、予め設定された時間
、信号を発生する。搬送波周波数として４０ＫＨｚを用いる場合、該制御部１３８として
、ワンチップマイコンで直接、発光素子としてのＬＥＤを駆動できるものを用いれば、プ
ログラムで高周波変調信号を発生させ、上記変調部１４０と発振部１４２とトランジスタ
１４４を省略する構成をとることが出来る。したがって、電流制限抵抗１４６を介して電
源に接続されている発光部５６は、直接、制御部１３８に接続される。
【０２５７】
　発光部５６には、同一パッケージに２つのＬＥＤ５６Ｂ，５６Ｃを収容してなる２波長
発光ダイオードを用いる。発光波長の組合わせは、赤外と赤外の場合では６６０ｎｍと８
９０ｎｍ、赤外と可視の場合では８９０ｎｍと４７０ｎｍまたは５３５ｎｍ、可視と可視
の場合では４７０ｎｍと５２５ｎｍ及び６６０ｎｍの組み合わせ等が使用できるが、他の
波長でも良いことは勿論である。
【０２５８】
　ここで、発光部５６はアノードコモンの３端子パッケージのＬＥＤとして形成されてお
り、アノードは電流制限抵抗１４６を介してＶＣＣに接続されている。制御部１３８は、
発光部５６のＬＥＤ５６Ｂ，５６Ｃを選択して点灯することができる。即ち、認証指令の
場合は認証指令発信用のＬＥＤ、例えばＬＥＤ５６Ｃを点灯する。
【０２５９】
　図２４は、本実施形態における指令機器の更に別の例としての光学式リモコン１７６の
外観構成を示す斜視図である。これは、図２０に示した光学式リモコン１６２の発光部５
６を、波長の異なる２つの発光素子５６Ａ－１，５６Ａ－２に置き換えたものである。こ
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の光学式リモコン１７６では、図２１のブロック図の発光部５６のＬＥＤ５６Ｂ，５６Ｃ
が２個のＬＥＤの置き換わった形で駆動でき、一般指令と認証指令を波長の異なる別々の
ＬＥＤで発信することができる。その他の各ボタン等は図２０の光学式リモコン１６２と
同様である。
【０２６０】
　また同様に、図２２に示した光学式リモコン１７４の発光部５６を、波長の異なる２つ
の発光素子５６Ａ－１，５６Ａ－２に置き換えることも可能なことは勿論である。
【０２６１】
　この様に、一般指令と認証指令で異なった波長を用いることができる構成を採ることに
より、撮像等の一般指令は通常のリモコンで用いられる波長を用い、認証用についてはリ
モコンでは余り使われない波長を用いることによって、認証指令の傍受による不正成り済
まし発信などが出来難くなり、安全性を向上させることができる。
【０２６２】
　したがって、一般指令と認証指令では光の波長が異なる撮像機器が実施できる。
【０２６３】
　また、一般指令と認証指令では光の波長が異なる指令機器が実施できる。
【０２６４】
　なお、光学式リモコン１６２、１７４、１７６では、認証設定スイッチ６０の操作部６
０Ａの位置によって一般指令と認証指令とを切り替えるようにしているが、制限ボタン１
６４乃至許可ボタン１７０の４つのボタンの操作に応じてその設定モードを光学式リモコ
ン１６２、１７４、１７６の制御部１３８内に記憶しておき、その記憶している現在の設
定モードに基づいて一般指令と認証指令を切り替えるようにすれば、特に認証設定スイッ
チ６０を設ける必要はない。
【０２６５】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態を説明する。
【０２６６】
　本実施形態は、指令の送受信を光ではなくて電波で行うようにした例である。
【０２６７】
　図２５（Ａ）は、本実施形態における指令機器の一例としての電波式リモコン１７８の
外観構成を示す斜視図である。即ち、この電波式リモコン１７８は、指令電波を発信する
アンテナ１８０を内蔵しており、一般指令や認証指令を撮像機器に発信する。また、その
上面には、上記光学式リモコン１６２又は１７６と同様に、撮影指令ボタン５８、テレボ
タン６２、ワイドボタン６４、プラスボタン６６、マイナスボタン６８、制限ボタン１６
４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１７０、等が配されている。但し
、この電波式リモコン１７８では、認証設定スイッチは無く、制限ボタン１６４乃至許可
ボタン１７０の４つのボタンの操作に応じてその設定モードを記憶しておき、その記憶し
ている現在の設定モードに基づいて一般指令と認証指令を切り替える。勿論、上記光学式
リモコン１６２又は１７６と同様に、認証設定スイッチ６０を設けても良い。
【０２６８】
　なお、認証モードの切り替えは重要なので、ミスタッチなどによる誤操作を防止するた
めに、制限ボタン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１７０の何
れかと撮影指令ボタン５８とを同時に押した時にのみ、認証モード切り替え指令を発信す
るようにしても良い。
【０２６９】
　この電波式リモコン１７８は、アンテナ１８０が一つであるが、一般指令を発信する電
波の周波数と、認証指令を発信する電波の周波数が同じか、あるいは異なっていても一つ
のアンテナを共用できる関係にある場合の実施形態である。即ち、両者の周波数が比較的
近くアンテナ１８０を共有しても必要な電界強度の電波が発信できる程度の場合と、両者
の周波数は逓倍関係にある場合つまり２倍、３倍、４倍という関係にある場合は、アンテ
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ナ１８０の長さが一方の周波数の１／２波長の長さであった場合、２倍の周波数では全波
長、３倍の周波数では１と１／２波長、４倍の周波数の場合は２波長の長さになり、定在
波が乗りやすく効率の良い電波の放射ができるので、アンテナ１８０が一つでも異なる周
波数での共用ができる。
【０２７０】
　図２５（Ｂ）は、この電波式リモコン１７８の電気的な構成を示すブロック図である。
制御部１３８は、ボタン５８、６２～６８、１６４～１７０の何れかがオンになった時、
そのボタンの機能に対応した信号を発生する。また、制御部１３８には、撮像機器と対応
する認証機能付きリモコンを識別するための認証情報として固定リモコン識別情報を不揮
発性メモリに記録しておく認証情報記憶部１３８Ａを含む。この記録は工場出荷前あるい
は販売前に行なっておくことが望ましい。更に、この固定リモコン識別情報は、不正利用
を防止する観点から、暗号化されていることが望ましい。ボタンが押し続けられている間
は予め設定された時間、信号を発生する。
【０２７１】
　変調部１４０は、制御部１３８よりの信号で、発振部１４２が発生し周波数変換部１８
２より供給される搬送波を変調して電力増幅部１８４で増幅してアンテナ１８０より電波
を輻射する。周波数変換部１８２は、発振部１４２よりの搬送波をそのまま変調部１４０
に供給する場合と、周波数変換部１８２で周波数を逓倍して２倍の周波数に変換して供給
する場合がある。周波数の切り替えは、制御部１３８よりの周波数制御信号１８６により
行い、２倍の周波数の場合は変調部１４０及び電力増幅部１８４の共振回路も切り替える
。
【０２７２】
　一般指令には、日本の場合、電波法での微弱電波の許容電界強度が大きい（３ｍの距離
で５００μＶ／ｍ以下）周波数３２２ＭＨｚ以下を用いて、撮像機器からの距離がある程
度離れていても指令電波が届くような周波数を用い、認証指令用の電波は、電界強度規制
値が厳しい（３ｍの距離で３５μＶ／ｍ以下）３２２ＭＨｚより高い周波数を用いて、撮
像機器のごく近辺でしか認証指令電波が届かないようにして、認証指令の混信の防止や盗
聴防止が実現し易い周波数を用いる。例えば、一般指令用には３１５ＭＨｚを用い、認証
指令用には２倍の６３０ＭＨｚあるいは３倍の９４５ＭＨｚを用いることができる。６３
０ＭＨｚはＵＨＦのテレビ３９ｃｈに割り当てられているが、認証指令の発信時には、撮
像機器を近くに置いて該電波式リモコン１７８と至近距離で通信をすることで他の機器と
の混信を避け且つ安全性を確保できる。９４５ＭＨｚでも電波は微弱なので、撮像機器と
該電波式リモコン１７８はごく近距離で使用することにより、他の目的で使用している電
磁波との混信を避け安全性を確保することができる。使用する周波数の選択は、国別の電
波法による規制値の違いや、周波数利用の違いがあるので、上記の周波数に限るものでは
なく、例えば１５７．５ＭＨｚと３１５ＭＨｚの組合わせや、４５０ＭＨｚと９００ＭＨ
ｚでも良いが、電波法の規制値内であることが必要である。
【０２７３】
　図２６（Ａ）は、本実施形態における指令機器の別の例としての電波式リモコン１８８
の外観構成を示す斜視図である。即ち、この電波式リモコン１８８は、指令電波を発信す
るアンテナ１８０－１と１８０－２を備えており、一般指令や認証指令を撮像機器に発信
する。その上面には、上記電波式リモコン１７８と同様のボタン５８、６２～６８、１６
４～１７０が配されている。この電波式リモコン１８８においても、認証設定スイッチは
無く、制限ボタン１６４乃至許可ボタン１７０の４つのボタンの操作に応じてその設定モ
ードを記憶しておき、その記憶している現在の設定モードに基づいて一般指令と認証指令
を切り替える。勿論、上記光学式リモコン１６２又は１７６と同様に、認証設定スイッチ
６０を設けても良い。
【０２７４】
　この電波式リモコン１８８では、アンテナが二つあり、一方のアンテナ１８０－１が一
般指令を発信する電波の周波数に、他方のアンテナ１８０－２が認証指令を発信する電波
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の周波数の波長に、それぞれ対応した長さになっている。即ち、両者の周波数が異なって
いる場合、それぞれの電波が効率の良く放射ができる。周波数が３１５ＭＨｚの場合、波
長が約９５ｃｍであり、半波長は約４７ｃｍ、１／４波長は約２４ｃｍであるのでその程
度の長さのアンテナか、一部に短縮コイルを用いて実装し易い長さに調整して用いる。周
波数が２．４５ＧＨｚの場合は、波長が約１２ｃｍであるので半波長は約６ｃｍ、１／４
波長は約３ｃｍであり、それに見合った長さのアンテナを用いる。アンテナ１８０－１，
１８０－２は無指向性アンテナでも良いが、リモコン指令を受信する撮像機器の方向はわ
かっているので指向性のあるアンテナでも良い。アンテナ１８０－１，１８０－２の形式
は、１／４波長モノポール、１／２ダイポール、の他にも、直線偏波型あるいは円偏波型
などでも良い。
【０２７５】
　図２６（Ｂ）は、この電波式リモコン１８８の電気的な構成を示すブロック図である。
制御部１３８は、ボタン５８、６２～６８、１６４～１７０の何れかがオンになった時、
そのボタンの機能に対応した信号を発生する。また、制御部１３８には、撮像機器と対応
する認証機能付きリモコンを識別するための認証情報として固定リモコン識別情報を不揮
発性メモリに記録しておく認証情報記憶部１３８Ａを含む。この記録は工場出荷前あるい
は販売前に行なっておくことが望ましい。更に、この固定リモコン識別情報は、不正利用
を防止する観点から、暗号化されていることが望ましい。ボタンが押し続けられている間
は予め設定された時間、信号を発生する。変調部１４０－１は制御部１３８よりの信号で
、発振部１４２－１が発生する搬送波を変調して電力増幅部１８４－１で増幅してアンテ
ナ１８０－１より電波を輻射する。また、変調部１４０－２は変調部１４０－１と、発振
部１４２－２は発振部１４２－１と、電力増幅部１８４－２は電力増幅部１８４－１と、
アンテナ１８０－２は１８０－１と、それぞれ同様の機能である。但し、発振部１４２－
１と発振部１４２－２は、発振周波数が互いに異なる。
【０２７６】
　発振部１４２－１は一般指令用で、日本の場合は、電波法での微弱電波の許容電界強度
が大きい（３ｍの距離で５００μＶ／ｍ以下）周波数３２２ＭＨｚ以下を用いて、撮像機
器からの距離がある程度離れていても指令電波が届くような周波数を用いることができる
。発振部１４２－２では、認証指令用で、電界強度規制値が厳しい（３ｍの距離で３５μ
Ｖ／ｍ以下）３２２ＭＨｚより高い周波数を用いて、撮像機器のごく近辺でしか認証指令
電波が届かないようにして、認証指令の混信の防止や盗聴防止が実現し易い周波数を用い
ることができる。例えば、一般指令用には３１５ＭＨｚを用い、認証指令用には２．４５
ＧＨｚを用いることができる。２．４５ＧＨｚ帯はＩＳＭバンドで高周波炉や無線ＬＡＮ
などでも使用しているが、認証指令の発信時には、撮像機器を近くに置いて該電波式リモ
コン１８８と至近距離で通信をすることで他の機器との混信を避け且つ安全性を確保でき
る。発振部、変調部、電力増幅部、アンテナを２組持つことで、各国の電波規制に適応し
た電波の周波数と電界強度を選択して、より安全で使いやすいシステムが実現し易くなる
。
【０２７７】
　図２７（Ａ）は、上記のような電波式リモコン１７８、１８８対応の撮像機器の一例と
してのデジタルカメラ１９０の外観構成を示す斜視図である。このデジタルカメラ１９０
は、図１（Ａ）に示したデジタルカメラ１０と同様の構成であるが、アンテナ１９２－１
及び１９２－２を内蔵している。単一アンテナの電波式リモコン１７８に対応する場合に
は、アンテナは１９２－１のみでも良い。また、受光素子１８は無くても良い。更に、特
に図示はしていないが、その裏面には、図１（Ａ）に示したデジタルカメラ１０のような
受光素子３２は設けられていない。
【０２７８】
　図２７（Ｂ）は、上記撮像機器の一例としてのデジタルカメラ１９０のブロック構成図
の一部を示す図である。図５のブロック図の受光素子３２がアンテナ１９２－１に、認証
受光部１００が認証受信部１９４に、受光素子１８がアンテナ１９２－２に、受光部１０
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４が受信部１９６に置き換わったものであり、他の部分は図５と同様である。
【０２７９】
　図２７（Ｃ）は、上記認証受信部１９４及び受信部１９６の構成を示すブロック図であ
る。アンテナ１９２－１からデコーダ部１９４Ｆの処理系統は、電波式リモコン１７８又
は１８８よりの認証指令電波の周波数に合った構成とする。指令電波をアンテナ１９２－
１で電流に変換し、増幅部１９４Ａで増幅し、フィルタ部１９４Ｂで搬送波周波数に合せ
た帯域を通過させたのち、検波部１９４Ｃで検波し、積分部１９４Ｄで搬送波周波数成分
を除去して信号成分を再生し、波形整形部１９４Ｅで整形し、デコーダ部１９４Ｆで認証
指令情報に変換する。アンテナ１９２－２からデコーダ部１９６Ｆは一般指令電波の周波
数に合った構成とし、各ブロックの機能は、上記１９４Ａから１９４Ｆと同様であるが、
デコーダ部１９６Ｆは一般指令のみをデコードする。
【０２８０】
　なお、図２８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、認証受信部１９４と受信部１９６のデコ
ーダ部を共用のデコーダ１３４で兼用するようにしても良い。この場合、各受信部１９４
，１９６の波形整形部１９４Ｅ，１９６Ｅを通った信号はデジタル信号となっているので
、認証指令のデコードアルゴリズムと一般指令のデコードアルゴリズムをデコーダ１３４
で併せ持ち、両方のアルゴリズムでデコードを試みてデコードできた方の指令を主制御部
１０２に入力することでデコード部の兼用ができる。
【０２８１】
　また逆に、図２９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、認証指令用のアンテナ１９２－１と
一般指令用のアンテナ１９２－２とを、使用する２波長に対して感度がある一つのアンテ
ナ１９２で兼用するようにしても良い。認証指令用の電波と一般指令用の電波の周波数が
近いか、周波数が逓倍関係にあってアンテナが共用できる場合、及び認証指令用電波と一
般指令用電波が同じ場合に適用できる。
【０２８２】
　更に、図３０に示すように、認証受信部１９４と受信部１９６の検波部乃至デコーダ部
を共用の検波部１９８、積分部２００、波形整形部２０２及びデコーダ１３４で兼用する
ようにしても良い。この場合、認証受信部１９４は、認証指令電波の周波数に適応した増
幅部１９４Ａとフィルタ部１９４Ｂのみを有し、また、受信部１９６は、一般指令電波の
周波数に適応した増幅部１９６Ａとフィルタ部１９６Ｂのみを有する。そして、両フィル
タ部１９４Ｂ，１９６Ｂの出力が検波部１９８に供給されて検波された後、積分部２００
と波形整形部２０２で信号成分が再生されて、デコーダ１３４で一般指令あるいは認証指
令に変換される。
【０２８３】
　図３１（Ａ）は、電波式リモコン１７８の発生する信号を示す図である。制御部１３８
から変調部１４０に供給されるデータ信号は、図１１（Ａ）乃至（Ｃ）と同様である。一
般指令電波の搬送周波数として３１５ＭＨｚを用い、認証指令電波の搬送周波数として２
倍の６３０ＭＨｚを用いる場合は、発振部１４２より３１５ＭＨｚを周波数変換部１８２
に供給する。周波数変換部１８２では、一般指令の場合はその３１５ＭＨｚのまま変調部
１４０に供給し、認証指令の場合は制御部１３８より周波数制御信号１８６を送り、変調
部１４０に２倍の６３０ＭＨｚを供給して、データ信号で変調する。３１５ＭＨｚの搬送
波の場合は、図３１（Ａ）のような信号波形が得られる。データ信号１Ｔ＝５００μＳに
３１５ＭＨｚの搬送波の周期３．１７μＳの搬送波がおおよそ１５７サイクル含まれる。
電力増幅部１８４で所定の出力を得てアンテナ１８０より輻射される。搬送波が６１５Ｍ
Ｈｚの場合は、データ信号１Ｔ＝５００μＳに６３０ＭＨｚの搬送波の周期１．５９μＳ
の搬送波がおおよそ３１５サイクル含まれる。
【０２８４】
　図３１（Ｂ）は、搬送波拡大波形を示す図であり、３１５ＭＨｚの場合は一周期約３．
１７μＳ、６３０ＭＨｚの場合は一周期約１．５９μＳ、９４５ＭＨｚの場合は一周期約
１．０６μＳで１Ｔ＝５００μＳに約４７３サイクル含まれ、２．４５ＧＨｚの場合は一
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周期約０．４１μＳで１Ｔ＝５００μＳに約１２２５サイクル含まれ、１５７．５ＭＨｚ
の場合は一周期約６．３５μＳで１Ｔ＝５００μＳに約７９サイクル含まれる。
【０２８５】
　なお、電波式リモコン１８８の発生する信号についても、同様である。
【０２８６】
　以上の構成を実施することにより、各国、各地域の電波規制の状況や利用状況を勘案し
一般指令には比較的電界強度の強い電波を用い、認証指令電波には比較的電界強度の弱い
電波を用いて秘匿性を高めるというような安全性と操作性を両立させた撮像システムが構
成できる。
【０２８７】
　したがって、一般指令と認証指令では電波の波長が異なる撮像機器が実施できる。
【０２８８】
　また、一般指令と認証指令では電波の波長が異なる指令機器が実施できる。
【０２８９】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態を説明する。
【０２９０】
　図３２（Ａ）は、本実施形態における指令機器の一例としての電波・光リモコン２０４
の外観構成を示す斜視図である。この電波・光リモコン２０４は、指令電波を発信するア
ンテナ１８０を備えており、前面には発光部５６を備えている。ここで、一般指令を光で
発信する場合は、認証指令を電波で撮像機器に発信する。逆に、一般指令を電波で発信す
る場合は、認証指令を光で撮像機器に発信する。
【０２９１】
　この電波・光リモコン２０４の上面には、上記電波式リモコン１７８、１８８と同様に
、撮影指令ボタン５８、テレボタン６２、ワイドボタン６４、プラスボタン６６、マイナ
スボタン６８、制限ボタン１６４、設定ボタン１６６、禁止ボタン１６８、許可ボタン１
７０、等が配されている。この電波・光リモコン２０４においても、認証設定スイッチは
無く、制限ボタン１６４乃至許可ボタン１７０の４つのボタンの操作に応じてその設定モ
ードを記憶しておき、その記憶している現在の設定モードに基づいて一般指令と認証指令
を切り替える。勿論、上記光学式リモコン１６２又は１７６と同様に、認証設定スイッチ
６０を設けても良い。
【０２９２】
　図３２（Ｂ）は、この電波・光リモコン２０４の電気的な構成を示すブロック図である
。ボタン５８、６２～６８、１６４～１７０は、図２６（Ｂ）に示した電波式リモコン１
８８のそれと同様である。制御部１３８及び認証情報記憶部１３８Ａについても、図２６
（Ｂ）に示した電波式リモコン１８８のそれと同様である。
【０２９３】
　変調部１４０－１は、制御部１３８よりの信号で、発振部１４２－１が発生する搬送波
を変調してトランジスタ１４４を駆動し、発光部５６の発光素子５６Ａを点滅させる。抵
抗１４６は電流制限用である。発光素子５６Ａには、赤外線発光ダイオードで波長が９０
０～９５０ｎｍのものが用いられることが多いが、他の波長あるいは可視光でも良い。
【０２９４】
　変調部１４０－２は、制御部１３８よりの信号で、発振部１４２－２が発生した搬送波
を変調して電力増幅部１８４で増幅してアンテナ１８０より電波を輻射する。一般指令を
電波で発信し、認証指令を光で発信する場合には、日本の場合、電波法での微弱電波の許
容電界強度が大きい（３ｍの距離で５００μＶ／ｍ以下）周波数３２２ＭＨｚ以下、例え
ば３１５ＭＨｚを用い、撮像機器からの距離がある程度離れていても指令電波が届くよう
な周波数を用いる。また、一般指令を光で発信し、認証指令を電波で発信する場合には、
電界強度規制値が厳しい（３ｍの距離で３５μＶ／ｍ以下）３２２ＭＨｚより高い周波数
、例えば６３０ＭＨｚあるいは９４５ＭＨｚを用いて、撮像機器のごく近辺でしか認証指
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令電波が届かないようにして、認証指令の混信の防止や盗聴防止が実現し易い周波数を用
いる。
【０２９５】
　撮像機器におけるこのような電波・光リモコン２０４からの指令信号の受信は、一般指
令が光で認証指令が電波の場合は、図５に示したような受光素子１８及び受光部１０４で
一般指令を受信し、図５に示した受光素子３２と認証受光部１００が、図２７（Ｂ）に示
したようなアンテナ１９２－１と認証受信部１９４の機能に置き換わって、認証指令を受
信する。また、一般指令が電波で認証指令が光の場合は、図５に示したような受光素子３
２と認証受光部１００が認証指令を受信し、図５に示した受光素子１８と受光部１０４が
、図２７（Ｂ）に示したようなアンテナ１９２－２と受信部１９６の機能に置き換わって
、一般指令を受信する。
【０２９６】
　指令信号の形式並びにデータフォーマットは従前の説明と同様である。
【０２９７】
　以上の構成により、一般指令は光で、認証指令は電波を用いる場合には、一般指令にＬ
ＥＤやレーザダイオードの光を用いて、撮像機器から離れた場所からも一般指令を発して
制御し、認証指令は電波法の規制値も考慮して近距離での認証に必要な最小限の電界強度
を利用する比較的弱い電波を用いて認証指令の秘匿性を高めた指令機器と撮像機器を構成
することができる。
【０２９８】
　また、一般指令は電波を、認証指令は光を用いる場合には、一般指令に電波を用いるこ
とにより光のような指向性を意識しなくても良く、撮像機器と指令機器が実用的な距離で
使え、電波法の規制値内で十分な電界強度を得られる周波数を選択して、撮像機器への指
令を撮像機器から離れた場所でも比較的自由に発信でき、併せて、認証指令に光を用いて
、撮像機器と指令機器を近接させて盗聴等を防止することにより、認証指令の秘匿性を高
めた指令機器と撮像機器を構成することができる。
【０２９９】
　したがって、一般指令は光で、認証指令は電波を用いる指令機器が実施できる。また、
一般指令は光で、認証指令は電波を用いる撮像機器が実施できる。
【０３００】
　また、一般指令は電波を、認証指令は光を用いる指令機器が実施できる。また、一般指
令は電波を、認証指令は光を用いる撮像機器が実施できる。
【０３０１】
　［第５実施形態］
　次に、本発明の第５実施形態を説明する。
【０３０２】
　図３３は、本第５実施形態における撮像機器としてのデジタルカメラ２０６の底面１２
Ａ及び背面１２Ｂを示す斜視図である。このデジタルカメラ２０６の上面、前面及び側面
の構成は、図１（Ａ）及び（Ｂ）に示したデジタルカメラ１０のそれと同様である。但し
、本実施形態におけるデジタルカメラ２０６では、認証指令受光用の受光素子３２は、カ
メラ本体１２の背面１２Ｂではなくて、底面１２Ａに配置されている。更に、この底面１
２Ａには、三脚にネジで固定するための三脚用螺子穴２０８、他の機器との接続のための
コネクタ２１０、着脱式のメモリカード２１２と電池１３０を収納するスロット２１４及
び該スロット２１４の開閉式の蓋２１６が配置されている。
【０３０３】
　このような撮像機器の機能は、認証指令受光用の受光素子３２が底面１２Ａに配置され
ていること以外は、第１実施形態と同様である。
【０３０４】
　撮像機器、特にカメラの場合、底面１２Ａを下に向けた姿勢での撮影が多く、またカメ
ラを９０度回転させて縦長の写真を撮影する場合もあるが、カメラ保持者が意図的に認証
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指令を指令機器より発信してカメラの認証モードを切り替えるなど認証指令を受信する場
合、通常余り目に触れることの少ない底面１２Ａに認証指令受光用の受光素子３２を配置
することにより、カメラを手に持って受光素子３２を指令機器に向ける必要があり、安全
且つ確実に認証モードを切り替えるなど認証指令を受信することができる。
【０３０５】
　このように、認証指令受光用の受光素子３２をカメラ本体１２における底面１２Ａに配
置したことにより、認証指令を使用者の意図に沿った限られた範囲で送受信できる。特に
、認証指令のうち重要な認証モード切り替え指令の受信に好適である。
【０３０６】
　なお、認証モード切り替え指令以外の認証指令は通常使用時に受信できるように、カメ
ラ本体１２の前面や背面１２Ｂに更に受光素子を設けても良いことは勿論である。
【０３０７】
　［第６実施形態］
　次に、本発明の第６実施形態を説明する。
【０３０８】
　本実施形態における撮像機器は、図１（Ａ）に示したように、一般指令を受信する受光
素子１８を撮像用のレンズ部１４と同様にカメラ本体１２の前面に配置し、認証指令を受
信する受光素子３２を、図１（Ｂ）に示したように、上記受光素子１８とは反対側に配置
したものである。
【０３０９】
　この様に、一般指令を受信する受光素子１８を撮影レンズ部１４側に配置することによ
り、撮影者自身が被写体となる場合に特に便利であり、他方、認証指令を受信する受光素
子３２は、被写体側とは反対側に配置することにより、認証に関わる設定情報や確認メッ
セージをモニタ３４に表示して、認証モードの設定変更等をモニタ３４を確認しながら実
行することができるので、確実で安全な操作を実現することができる。
【０３１０】
　［第７実施形態］
　次に、本発明の第７実施形態を説明する。
【０３１１】
　本実施形態における撮像機器は、認証指令受光用の受光素子３２を、カメラ本体１２の
内部に配置したものである。
【０３１２】
　即ち、図３４の窓型では、カメラ本体１２には撮影用のレンズ部１４、モニタ３４等が
備わっており、受光素子３２の配置以外は第１実施形態と同様である。カメラ本体１２に
は、カメラ本体１２内へのごみの侵入を防ぐ窓２１８があり、光学式リモコン５４、７２
、１６２、１７４や電波・光リモコン２０４等のリモコン２２０よりの認証指令光２２２
は、この窓２１８を透過して認証指令受光用の受光素子３２に入射する。
【０３１３】
　また、図３５の穴型では、カメラ本体１２の一部に穴２２４が開いており、その奥に受
光素子３２が配置されている。穴２２４と受光素子３２の間はカバー２２６で接続されて
おり、カメラ本体１２内への埃等の侵入を防いでいる。
【０３１４】
　また、図１（Ｂ）や図２の受光素子３２の配置をカメラ本体１２内にして同様の構成を
取る事ができる。
【０３１５】
　この様に、認証指令光２２２を受光するための受光素子３２を撮像機器のカメラ本体１
２内に配置することにより、認証指令光２２２を受光する角度や範囲を限定することがで
きると共に他の妨害光の影響も軽減でき、認証指令のより安全で確実な受光ができる。
【０３１６】
　［第８実施形態］
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　次に、本発明の第８実施形態を説明する。
【０３１７】
　本実施形態における撮像機器は、認証指令光２２２を撮影用のレンズ部１４を介して認
証指令受光用の受光素子３２に導くようにしたものである。
【０３１８】
　図３６は、一眼レフタイプの撮像機器であり、撮影用のレンズ部１４は数枚から十数枚
のレンズで構成され、カメラ本体１２に対して交換ができるタイプもある。レンズ部１４
には絞り２２８があり入射光量を調整する。ミラー２３０は、入射光線を反射して、フォ
ーカシングスクリーン２３２に被写体の像を結ぶ。このフォーカシングスクリーン２３２
の像は、ペンタプリズム２３４で２回反射した後、ファインダ２３６の接眼レンズを介し
て撮影者が見ることができる。撮影時には、ミラー２３０は点線の位置に跳ね上がり、レ
ンズ部１４を通った光線は、シャッタ２３８が開くと撮像素子９２に像を結ぶ。撮影され
た像はモニタ３４に表示される。
【０３１９】
　受光素子３２は認証指令光２２２を受光するための受光素子であり、リモコン２２０よ
りの認証指令光２２２がレンズ部１４を介してミラー２３０で反射され、その一部がフォ
ーカシングスクリーン２３２を透過してペンタプリズム２３４に入り、その一部が受光素
子３２に入るような位置に配置されている。ペンタプリズム２３４の上面は、認証指令光
２２２の受光に必要な程度の光を受光素子３２に漏れ出させるように、反射率と透過率が
調整されている。実用的には１％程度の光が受光素子３２に入れば良い。
【０３２０】
　受光素子３２’は変形例であり、リモコン２２０よりの認証指令光２２２がレンズ部１
４を通過してミラー２３０の一部で反射して受光素子３２’に入るような位置に配置され
ている。認証指令光２２２の経路は、図３６中の点線の例示は模式図であって、実際には
多様な経路を通って受光素子３２’に導かれる。
【０３２１】
　なお、認証指令光２２２を受光するための受光素子は、一つ（３２又は３２’）でも良
いし、複数あっても良い。
【０３２２】
　以上説明した以外の機能は、第１実施形態他で説明したものと同様である。
【０３２３】
　図３７は、レンズシャッタタイプの撮像機器である。撮影用のレンズ部１４は１枚から
十数枚のレンズで構成される。レンズ部１４には絞り２２８があり入射光量を調整する。
レンズ部１４を通った光線は、シャッタ２３８が開くと撮像素子９２に像を結ぶ。撮影さ
れた像はモニタ３４に表示される。
【０３２４】
　受光素子３２は認証指令光２２２を受光するための受光素子であり、リモコン２２０よ
りの認証指令光２２２がレンズ部１４を介して、その一部が受光素子３２に入るような位
置に配置されている。認証指令光２２２の経路は、図３７中の点線の例示は模式図であっ
て、実際には多様な経路を通って受光素子３２に導かれる。なお、受光素子３２は、一つ
でも良いし、複数あっても良い。
【０３２５】
　被写体の構図を決めるためにファインダ２３６がある。ファインダ無しで、シャッタ２
３８を明けておき、常時モニタ３４にライブ画像を表示しても良い。
【０３２６】
　以上説明した以外の機能は、第１実施形態他で説明したものと同様である。
【０３２７】
　この様に、認証指令光２２２を撮影用のレンズ部１４を介して受光素子３２又は３２’
に導くことにより、認証指令光２２２を受光する角度や範囲を限定することができると共
に他の妨害光の影響も軽減でき、認証指令のより安全で確実な受光ができる。
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【０３２８】
　［第９実施形態］
　次に、本発明の第９実施形態を説明する。
【０３２９】
　本実施形態は、認証指令光２２２を受光するための受光素子３２を撮像機器のファイン
ダ２３６内に配置したものである。
【０３３０】
　図３８は、一眼レフタイプの撮像機器の場合を示す図で、認証指令光２２２を受光する
ための受光素子３２が一つ以上、ファインダ２３６内に配置されている。認証モードの切
り替えなど認証指令の送受信の際には、ファインダ２３６の覗き窓２４０からリモコン２
２０の認証指令光２２２をカメラ本体１２内部に向けて発信する。認証指令光２２２の受
光経路以外の構成は、上記第８実施形態の図３６に示した撮像機器と同様である。
【０３３１】
　図３９は、レンズシャッタタイプの撮像機器の場合を示す図で、認証指令光２２２を受
光するための受光素子３２が一個以上、ファインダ２３６内に配置されている。認証モー
ドの切り替えなど認証指令光２２２の送受信の際には、ファインダ２３６の覗き窓２４０
からリモコン２２０の認証指令光２２２をカメラ本体１２内部に向けて発信する。認証指
令光２２２の受光経路以外の構成は、第８実施形態の図３７に示した撮像機器と同様であ
る。
【０３３２】
　この様に、認証指令光２２２をファインダ２３６内の受光素子３２により受信する構成
としたことにより、認証指令光２２２を受光する角度や範囲を限定することができると共
に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる操作であり、操作者が
認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実施するという明確な意
思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受光並びに認証モードの
切り替えなどの動作ができる。
【０３３３】
　なお、認証モード切り替え指令以外の認証指令は通常使用時に受信できるように、カメ
ラ本体１２の前面や背面１２Ｂに更に受光素子を設けても良いことは勿論である。
【０３３４】
　［第１０実施形態］
　次に、本発明の第１０実施形態を説明する。
【０３３５】
　上記第７乃至第９実施形態で説明したような場所以外にも、認証指令光２２２を受光す
るための受光素子３２は、撮像機器内部の様々な場所に配置可能である。
【０３３６】
　例えば、図４０に示すように、認証指令光２２２を受光するための受光素子３２は、三
脚用螺子穴２０８の奥に配置することができる。この場合、リモコン２２０よりの認証指
令光２２２は、当該撮像機器が三脚に装着されていない時に、三脚用螺子穴２０８を介し
て受信される。
【０３３７】
　また、認証指令光２２２を受光するための受光素子３２は、蓋２１６あるいはカバー等
のあるメモリカード２１２やハードディスクあるいは電池１３０またはコネクタ等のスロ
ット２１４あるいは穴の部分に配置することができる。この場合、リモコン２２０よりの
認証指令光２２２は、蓋２１６が認証指令光２２２を受信できる程度に開いた状態で、受
光素子３２に受信される。
【０３３８】
　更には、受光素子３２は、撮像機器側面のメモリカード２４２やコネクタ用のスロット
２４４に配置することができる。この場合、リモコン２２０よりの認証指令光２２２は、
スロット２４４の開口部より受光素子３２に到達する。
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【０３３９】
　以上の説明のほかは、第１実施形態の該当部分、あるいは図３３の説明と同様である。
受光素子３２は、上記の３つの例の何れかがあれば良い。
【０３４０】
　この様に、認証指令光２２２の受光素子３２を撮像機器の三脚用螺子穴２０８やスロッ
ト２１４，２４４の部分に配置することにより、認証指令光２２２を受光する角度や範囲
を限定することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは
異なる操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行
為を実施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確
実な受光並びにモードの切り替えができる。
【０３４１】
　なお、認証モード切り替え指令以外の認証指令は通常使用時に受信できるように、カメ
ラ本体１２の前面や背面１２Ｂに更に受光素子を設けても良いことは勿論である。
【０３４２】
　［第１１実施形態］
　次に、本発明の第１１実施形態を説明する。
【０３４３】
　本実施形態においては、図４１に示すように、撮像機器のカメラ本体１２の認証指令光
２２２を受光するための受光素子３２の受光部に窪み（嵌合部２４６）を持たせ、また、
指令機器であるリモコン２２０の発光部５６にカメラ本体１２の窪みに対応した突起部（
嵌合部２４８）を設けた構成である。カメラ本体１２の窪み部分の勘合部２４６とリモコ
ン２２０の突起部の勘合部２４８はおおよそ同一形状と寸法であり、認証指令光２２２の
送受信時に、図４１に破線の矢印で示す方向に密着させることによる、指令情報の漏洩に
よる傍受を防ぎ、妨害光の影響も最小限にできる。
【０３４４】
　カメラ本体１２とリモコン２２０の密着構造は、カメラ本体１２側が凸でリモコン２２
０側が凹、あるいは平面同士で密着できる面を持つ、あるいは遮光材を周囲に設けること
でも機能できる。
【０３４５】
　また、勘合部２４６，２４８の形状は、角柱型、円柱型、角錐型、円錐型などでも良い
。
【０３４６】
　この様に、リモコン２２０の指令光を発信する発光部５６とカメラ本体１２の認証指令
光２２２を受光するための受光素子３２を密着構造とすることにより、認証指令光の受光
をリモコン指令光のみに限定でき、他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生
とは異なる操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要
な行為を実施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全
で確実な受光並びにモードの切り替えができる。
【０３４７】
　なお、認証モード切り替え指令以外の認証指令は通常使用時に受信できるように、カメ
ラ本体１２の前面や背面１２Ｂに更に受光素子を設けても良いことは勿論である。
【０３４８】
　［第１２実施形態］
　次に、本発明の第１２実施形態を説明する。
【０３４９】
　本実施形態における撮像機器は、図４２に示すように、カメラ本体１２の上面に透光性
カバー２５０と逆円錐型の反射鏡２５２を配置し、多方向からリモコン２２０の一般指令
光２５４を受光素子１８に導く構成としたものである。透光性カバー２５０には、光学フ
ィルタの機能を持たせても良い。また、反射鏡２５２の反射面に集光作用を持たせるため
に、透光性カバー２５０を球面あるいは非球面形状としても良い。
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【０３５０】
　また、カメラ本体１２の他の部分には、リモコン２２０からの認証指令光２２２を受光
するための受光素子３２が穴２５６の中に配置されている。なお、この認証指令光２２２
を受光するための受光素子３２の配置は、図３３乃至図４１に示した様に多様な構成を取
る事ができる。
【０３５１】
　このように、一般指令光２５４の受信は広範囲から可能として撮影者の使い勝手を良く
しておき、他方、認証モード切り替えなどの認証指令の受光はより限定された形で行なう
ことにより、撮影や再生時の利便性を確保しつつ、認証モード切り替えなどの認証指令の
送受信の安全性を保つことができる。
【０３５２】
　なお、認証モード切り替え指令以外の認証指令は通常使用時に受信できるように、その
ための受光素子を、一般指令光２５４を受光するための上記受光素子１８と併設して、上
記透光性カバー２５０と逆円錐型の反射鏡２５２を介して多方向から認証指令光２２２を
受光できるようにしても良いことは勿論である。
【０３５３】
　以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【０３５４】
　（付記）
　前記の具体的実施形態から、以下のような構成の発明を抽出することができる。
【０３５５】
　（１）　撮像手段を備えた撮像機器と、該撮像機器の本体とは別体に構成され、該撮像
機器本体に対して該撮像機器を制御するための指令を送信することにより上記撮像機器が
上記指令に対応した動作を行えるように構成された指令機器と、を含む撮像システムにお
いて、
　上記撮像機器は、
　　上記指令機器から送信された当該撮像機器が上記指令機器の認証を行うための認証情
報を含む認証指令を受信する認証指令受信手段と、
　　上記指令機器から送信された上記認証情報を含まない一般指令を受信する、上記認証
指令受信手段とは別に設けられた一般指令受信手段と、
　　上記認証指令受信手段で受信された上記認証指令を認識する認証指令認識手段と、
　　上記認証指令認識手段で認識された上記認証指令に基づいて当該撮像機器の機能の制
限を行う機能制限手段と、
　を具備することを特徴とする撮像システム。
【０３５６】
（対応する実施形態）
　この（１）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、レンズ部１４、撮像素子９２、撮像処理回路９４等が
上記撮像手段に、デジタルカメラ１０，１９０，２０６及びデジタルムービカメラ５０が
上記撮像機器に、カメラ本体１２が上記撮像機器本体に、光学式リモコン５４，７０，７
２，９０，１６２，１７４，１７６、電波式リモコン１７８，１８８、電波・光リモコン
２０４、リモコン２２０が上記指令機器に、受光素子３２，３２’，１３６、認証受光部
１００、アンテナ１９２，１９２－１、認証受信部１９４が上記認証指令受信手段に、受
光素子１８，１３６、受光部１０４、アンテナ１９２，１９２－２、受信部１９６が上記
一般指令受信手段に、主制御部９８が上記認証指令認識手段に、主制御部９８が上記機能
制限手段に、それぞれ対応する。
【０３５７】
（作用効果）
　この（１）に記載の撮像システムによれば、撮像機器本体とは別の指令機器に認証情報
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を持ち、撮像機器に認証情報を設定することにより、万一撮像機器を紛失した場合でも、
指令機器からの認証情報を含む認証指令が来なければ、撮影済みの画像の再生等の所定の
機能が制限され、セキュリティを確保することが可能である。
【０３５８】
　更に、一般指令を受信する一般指令受信手段と、認証指令を受信する認証指令受信手段
とを分離してそれぞれ設けることにより、それぞれの目的に合った構成を採ることが可能
となり、使い勝手の向上と認証情報の秘匿性を確保し、認証情報の傍聴等による不正使用
を防止し、撮像機器並びに撮像システムの安全性を高めることができる。
【０３５９】
　従って、操作が容易で、コストも低く、安全性が高い撮像機器の使用制限機能を実現す
ることが可能な撮像システムを提供することができる。
【０３６０】
　（２）　上記撮像機器は、上記撮像手段で撮像された画像を再生する画像再生手段を更
に具備し、
　上記撮像機器の上記機能制限手段は、上記画像再生手段に係る機能を制限する手段を含
むことを特徴とする（１）に記載の撮像システム。
【０３６１】
（対応する実施形態）
　この（２）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、モニタ３４、主制御部１０２、表示制御部１２４が上
記画像再生手段に対応する。
【０３６２】
（作用効果）
　この（２）に記載の撮像システムによれば、撮影済みの画像の再生が制限されるので、
万一撮像機器単体を紛失してしまい、その撮像機器を第三者が入手したとしても、その第
三者に撮像機器内の撮影済み画像を見られるおそれを無くすことができる。
【０３６３】
　（３）　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサを、上記
一般指令受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとは別に設けたことを特
徴とする（１）に記載の撮像システム。
【０３６４】
（対応する実施形態）
　この（３）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、受光素子３２，３２’，１３６、アンテナ１９２，１
９２－１が上記認証指令を受信するためのセンサに、受光素子１８，１３６、アンテナ１
９２，１９２－２が上記一般指令を受信するためのセンサに、それぞれ対応する。
【０３６５】
（作用効果）
　この（３）に記載の撮像システムによれば、一般指令、認証指令それぞれの信号を受信
するのに最適な位置にそれぞれの受信用のセンサを配置できる。
【０３６６】
　（４）　上記認証指令受信手段における上記センサで受信された上記認証指令を解読す
るためのデコード部を、上記一般指令受信手段における上記センサで受信された上記一般
指令を解読するためのデコード部と兼用することを特徴とする（３）に記載の撮像システ
ム。
【０３６７】
（対応する実施形態）
　この（４）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、デコーダ１３４が上記兼用するデコード部に対応する
。
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【０３６８】
（作用効果）
　この（４）に記載の撮像システムによれば、ハードウェアコストを抑えることができる
。
【０３６９】
　（５）　上記認証指令受信手段における上記認証指令を解読するためのデコード部を、
上記一般指令受信手段における上記一般指令を解読するためのデコード部とは別に設けた
ことを特徴とする（１）に記載の撮像システム。
【０３７０】
（対応する実施形態）
　この（５）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、デコーダ部１００Ｆ，１９４Ｆが上記認証指令を解読
するためのデコード部に、デコーダ部１０４Ｆ，１９６Ｆが上記一般指令を解読するため
のデコード部に、それぞれ対応する。
【０３７１】
（作用効果）
　この（５）に記載の撮像システムによれば、それぞれのデコード部の構成が簡単になり
、故障の発生率を抑えることができる。また、故障した際の交換も安価に行えるようにな
る。
【０３７２】
　（６）　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサを、上記
一般指令受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサと兼用することを特徴と
する（５）に記載の撮像システム。
【０３７３】
（対応する実施形態）
　この（６）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第３実施形態が対応す
る。それらの実施形態において、受光素子１３６、アンテナ１９２が上記兼用するセンサ
に対応する。
【０３７４】
（作用効果）
　この（６）に記載の撮像システムによれば、ハードウェアコストを抑えることができる
。
【０３７５】
　（７）　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサ及び当該
センサで受信された上記認証指令を解読するためのデコード部を、上記一般指令受信手段
における上記一般指令を受信するためのセンサ及び当該センサで受信された上記一般指令
を解読するためのデコード部とはそれぞれ別に設けたことを特徴とする（１）に記載の撮
像システム。
【０３７６】
（対応する実施形態）
　この（７）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、受光素子３２，３２’、アンテナ１９２－１、及びデ
コーダ部１００Ｆ，１９４Ｆが上記認証指令用のセンサ及びデコード部に、受光素子１８
、アンテナ１９２－２、デコーダ部１０４Ｆ，１９６Ｆが上記一般指令用のセンサ及びデ
コード部に、それぞれ対応する。
【０３７７】
（作用効果）
　この（７）に記載の撮像システムによれば、故障の発生率を抑えることができる、万一
故障した際にも、交換が安価に行えるようになる。また、それぞれの配置の自由度が増す
。
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【０３７８】
　（８）　上記認証指令受信手段における上記認証指令を受信するためのセンサと、上記
一般指令受信手段における上記一般指令を受信するためのセンサとを、それぞれ上記撮像
機器本体において異なる位置に配置したことを特徴とする（１）、（３）、（４）又は（
７）に記載の撮像システム。
【０３７９】
（対応する実施形態）
　この（８）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対応
する。それらの実施形態において、受光素子３２，３２’、アンテナ１９２－１が上記認
証指令を受信するためのセンサに、受光素子１８、アンテナ１９２－２が上記一般指令を
受信するためのセンサに、それぞれ対応する。
【０３８０】
（作用効果）
　この（８）に記載の撮像システムによれば、それぞれのセンサを撮像機器本体において
異なる位置に配置することが可能となるので、それぞれの信号を受信するのに最適な位置
で受信でき、不作動や誤動作の恐れを低くできる。
【０３８１】
　また、認証指令を受信するためのセンサとして受光素子を使用する場合、その位置によ
って指令光を受光する角度や範囲を限定することができると共に他の妨害光の影響も軽減
でき、また通常の撮像や再生とは異なる操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど
認証指令の送受信という重要な行為を実施するという明確な意思を持って操作できること
により、認証指令のより安全で確実な受光並びにモードの切り替えができる。
【０３８２】
　（９）　上記指令機器から上記撮像機器に対して上記一般指令を送信するときの送信方
法と上記認証指令を送信するときの送信方法とが異なるように構成されたことを特徴とす
る（１）に記載の撮像システム。
【０３８３】
（対応する実施形態）
　この（９）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第２乃至第１２実施形態が対応
する。
【０３８４】
（作用効果）
　この（９）に記載の撮像システムによれば、一般指令と認証指令で異なった送信方法を
用いることによって、認証指令の傍受による不正成り済まし発信などが出来難くなり、安
全性を向上させることができる。
【０３８５】
　（１０）　上記一般指令は所定の波長の光又は電波を用いて送信され、上記認証指令は
所定の波長の電波又は光を用いて送信されることを特徴とする（９）に記載の撮像システ
ム。
【０３８６】
（対応する実施形態）
　この（１０）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第４実施形態が対応する。
【０３８７】
（作用効果）
　この（１０）に記載の撮像システムによれば、一般指令は光で、認証指令は電波を用い
ることにより、一般指令にＬＥＤやレーザダイオードの光を用いて、撮像機器から離れた
場所からも一般指令を発して制御し、認証指令は電波法の規制値も考慮して近距離での認
証に必要な最小限の電界強度を利用する比較的弱い電波を用いて認証指令の秘匿性を高め
た指令機器と撮像機器を構成することができる。
【０３８８】
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　また、一般指令は電波を、認証指令は光を用いれば、一般指令に電波を用いることによ
り光のような指向性を意識しなくても良く、撮像機器と指令機器が実用的な距離で使え、
電波法の規制値内で十分な電界強度を得られる周波数を選択して、撮像機器への指令を撮
像機器から離れた場所でも比較的自由に発信でき、併せて、認証指令に光を用いて、撮像
機器と指令機器を近接させて盗聴等を防止することにより、認証指令の秘匿性を高めた指
令機器と撮像機器を構成することができる。
【０３８９】
　（１１）　上記一般指令は第１の波長の光を用いて送信され、上記認証指令は上記第１
の波長とは異なる第２の波長の光を用いて送信されることを特徴とする（９）に記載の撮
像システム。
【０３９０】
（対応する実施形態）
　この（１１）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第２、第５乃至第１２実施形
態が対応する。
【０３９１】
（作用効果）
　この（１１）に記載の撮像システムによれば、撮像等の一般指令は通常のリモコンで用
いられる波長を用い、認証用についてはリモコンでは余り使われない波長を用いることに
よって、認証指令の傍受による不正成り済まし発信などが出来難くなり、安全性を向上さ
せることができる。
【０３９２】
　（１２）　上記一般指令は第１の波長の電波を用いて送信され、上記認証指令は上記第
１の波長とは異なる第２の波長の電波を用いて送信されることを特徴とする（９）に記載
の撮像システム。
【０３９３】
（対応する実施形態）
　この（１２）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第３実施形態が対応する。
【０３９４】
（作用効果）
　この（１２）に記載の撮像システムによれば、各国、各地域の電波規制の状況や利用状
況を勘案し一般指令には比較的電界強度の強い電波を用い、認証指令電波には比較的電界
強度の弱い電波を用いて秘匿性を高めるというような安全性と操作性を両立させた撮像シ
ステムが構成できる。
【０３９５】
　（１３）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体における底
面に配置したことを特徴とする（８）に記載の撮像システム。
【０３９６】
（対応する実施形態）
　この（１３）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第５実施形態が対応する。
【０３９７】
（作用効果）
　この（１３）に記載の撮像システムによれば、認証指令を使用者の意図に沿った限られ
た範囲で送受信できる。特に、認証指令のうち重要な認証モード切り替え指令の受信に好
適である。
【０３９８】
　（１４）　上記一般指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体における撮
影レンズ面側に配置し、上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮影レンズ面
側とは反対側の面に配置したことを特徴とする（８）に記載の撮像システム。
【０３９９】
（対応する実施形態）
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　この（１４）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第６実施形態が対応する。
【０４００】
（作用効果）
　この（１４）に記載の撮像システムによれば、撮影者自身が被写体となる場合に特に便
利であり、他方、認証指令を受信するセンサは、被写体側とは反対側に配置することによ
り、認証に関わる設定情報や確認メッセージを確認しながら実行することができるので、
確実で安全な操作を実現することができる。
【０４０１】
　（１５）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体表面よりも
内側に配置したことを特徴とする（８）に記載の撮像システム。
【０４０２】
（対応する実施形態）
　この（１５）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第７実施形態が対応する。
【０４０３】
（作用効果）
　この（１５）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、認証指令のより安全で確実な受信
ができる。
【０４０４】
　（１６）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設され
た撮影レンズを介して上記認証指令が受信可能な位置に配置したことを特徴とする（１５
）に記載の撮像システム。
【０４０５】
（対応する実施形態）
　この（１６）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第８実施形態が対応する。
【０４０６】
（作用効果）
　この（１６）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、認証指令のより安全で確実な受信
ができる。
【０４０７】
　（１７）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設され
たファインダ内に配置したことを特徴とする（１５）に記載の撮像システム。
【０４０８】
（対応する実施形態）
　この（１７）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第９実施形態が対応する。そ
の実施形態において、ファインダ２３６が上記ファインダに対応する。
【０４０９】
（作用効果）
　この（１７）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる
操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実
施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受
信並びに認証モードの切り替えなどの動作ができる。
【０４１０】
　（１８）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設され
た開閉蓋の内側に配置したことを特徴とする（１５）に記載の撮像システム。
【０４１１】
（対応する実施形態）
　この（１８）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１０実施形態が対応する。
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その実施形態において、蓋２１６が上記開閉蓋に対応する。
【０４１２】
（作用効果）
　この（１８）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる
操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実
施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受
信並びにモードの切り替えができる。
【０４１３】
　（１９）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設され
た、上記撮像手段で撮像された画像情報を記録するための記録媒体用挿脱部に配置したこ
とを特徴とする（１５）に記載の撮像システム。
【０４１４】
（対応する実施形態）
　この（１９）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１０実施形態が対応する。
その実施形態において、メモリカード２１２，２４２が上記記録媒体に、スロット２１４
，２４４が上記記録媒体用挿脱部に、それぞれ対応する。
【０４１５】
（作用効果）
　この（１９）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる
操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実
施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受
信並びにモードの切り替えができる。
【０４１６】
　（２０）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設され
た電池収納部に配置したことを特徴とする（１５）に記載の撮像システム。
【０４１７】
（対応する実施形態）
　この（２０）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１０実施形態が対応する。
その実施形態において、電池１３０が上記電池に、スロット２１４が上記電池収納部に、
それぞれ対応する。
【０４１８】
（作用効果）
　この（２０）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる
操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実
施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受
信並びにモードの切り替えができる。
【０４１９】
　（２１）　上記認証指令を受信するための上記センサを、上記撮像機器本体に配設され
た三脚用螺子穴に配置したことを特徴とする（１５）に記載の撮像システム。
【０４２０】
（対応する実施形態）
　この（２１）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１０実施形態が対応する。
その実施形態において、三脚用螺子穴２０８が上記三脚用螺子穴に対応する。
【０４２１】
（作用効果）
　この（２１）に記載の撮像システムによれば、認証指令光を受信する角度や範囲を限定
することができると共に他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる
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操作であり、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実
施するという明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受
信並びにモードの切り替えができる。
【０４２２】
　（２２）　上記撮像機器本体に配設された上記認証指令を受信する受信用開口部は、上
記指令機器に配設された上記認証指令を送信する送信用開口部に対して密着できるように
構成されていることを特徴とする（８）に記載の撮像システム。
【０４２３】
（対応する実施形態）
　この（２２）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１１実施形態が対応する。
その実施形態において、嵌合部２４６が上記受信用開口部に、嵌合部２４８が上記送信用
開口部に、それぞれ対応する。
【０４２４】
（作用効果）
　この（２２）に記載の撮像システムによれば、認証指令光の受信をリモコン指令光のみ
に限定でき、他の妨害光の影響も軽減でき、また通常の撮像や再生とは異なる操作であり
、操作者が認証モードの切り替えなど認証指令の送受信という重要な行為を実施するとい
う明確な意思を持って操作できることにより、認証指令のより安全で確実な受信並びにモ
ードの切り替えができる。
【０４２５】
　（２３）　上記認証指令を受信するための上記センサの受信角度が上記一般指令を受信
するための上記センサの受信角度よりも狭くなるように構成されていることを特徴とする
（８）に記載の撮像システム。
【０４２６】
（対応する実施形態）
　この（２３）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１２実施形態が対応する。
【０４２７】
（作用効果）
　この（２３）に記載の撮像システムによれば、一般指令光の受信は広範囲から可能とし
て撮影者の使い勝手を良くしておき、他方、認証モード切り替えなどの認証指令の受信は
より限定された形で行なうことにより、撮影や再生時の利便性を確保しつつ、認証モード
切り替えなどの認証指令の送受信の安全性を保つことができる。
【０４２８】
　（２４）　上記指令機器は、上記撮像機器の撮像動作に関わる撮影指令、又は、上記撮
像機器の上記機能の制限に関わる認証モード切り替え指令を、上記認証指令として送信す
る認証指令送信手段を更に具備することを特徴とする（１）に記載の撮像システム。
【０４２９】
（対応する実施形態）
　この（２４）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対
応する。それらの実施形態において、発光部５６、制御部１３８、認証情報記憶部１３８
Ａ、変調部１４０，１４０－１、発振部１４２，１４２－１、トランジスタ１４４、抵抗
１４６、切り替えスイッチ１７２、周波数変換部１８２、電力増幅部１８４，１８４－１
が上記認証指令送信手段に対応する。
【０４３０】
（作用効果）
　この（２４）に記載の撮像システムによれば、指令機器は、撮影指令を認証指令として
送信することができるので、再生等プライバシにかかわる機能を実行することができる。
また、認証モード切り替え指令を認証指令として送信するので、該指令機器を用いないと
認証モードを切り替えられないようにすることができる。
【０４３１】
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　（２５）　上記指令機器は、上記撮影指令と上記認証モード切り替え指令との何れを上
記認証指令送信手段によって送信するかを切り替える切り替え手段を更に具備することを
特徴とする（２４）に記載の撮像システム。
【０４３２】
（対応する実施形態）
　この（２５）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対
応する。それらの実施形態において、認証設定スイッチ６０が上記切り替え手段に対応す
る。
【０４３３】
（作用効果）
　この（２５）に記載の撮像システムによれば、撮影指令と認証モード切り替え指令とを
容易に切り替え送信することができる。
【０４３４】
　（２６）　上記撮像機器の認証指令認識手段は、上記認証指令受信手段で受信された認
証指令の内容を判別する指令判別手段を更に具備することを特徴とする（２４）に記載の
撮像システム。
【０４３５】
（対応する実施形態）
　この（２６）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対
応する。それらの実施形態において、主制御部１０２が上記指令判別手段に対応する。
【０４３６】
（作用効果）
　この（２６）に記載の撮像システムによれば、撮像機器では、受信した認証指令の内容
を判別して、撮影に関わる動作、認証モード切り替え動作を行うことができる。
【０４３７】
　（２７）　上記撮像機器は、上記指令判別手段で判別した上記認証モード切り替え指令
に応じて、当該撮像機器の認証モードを設定するモード設定手段を更に具備し、
　上記撮像機器の上記機能制限手段は、上記モード設定手段によって設定された認証モー
ドに応じて当該撮像機器の機能の制限を行なうことを特徴とする（２６）に記載の撮像機
器。
【０４３８】
（対応する実施形態）
　この（２７）に記載の撮像システムに関する実施形態は、第１乃至第１２実施形態が対
応する。それらの実施形態において、主制御部１０２、モードメモリ１２０が上記モード
設定手段に対応する。
【０４３９】
（作用効果）
　この（２７）に記載の撮像システムによれば、撮像機器では、受信した認証モード切り
替え指令に応じて、認証モードを切り替え設定することができる。
【０４４０】
　（２８）　撮像手段を備えた撮像機器と、該撮像機器の本体とは別体に構成され、該撮
像機器本体に対して該撮像機器を制御するための指令を送信することにより上記撮像機器
が上記指令に対応した動作を行えるように構成された指令機器との間で行われる上記撮像
機器の認証方法であって、
　上記撮像機器は、上記指令機器から送信された当該撮像機器が上記指令機器の認証を行
うための認証情報を含む認証指令を、上記指令機器から送信された上記認証情報を含まな
い一般指令を受信する受信手段とは別に設けられた受信手段で受信して、当該受信された
認証指令を認識し、当該認識された認証指令に基づいて当該撮像機器の機能の制限を行う
ことを特徴とする撮像機器の認証方法。
【０４４１】
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（対応する実施形態）
　この（２８）に記載の撮像機器の認証方法に関する実施形態は、第１乃至第１２実施形
態が対応する。それらの実施形態において、
（作用効果）
　この（２８）に記載の撮像機器の認証方法によれば、撮像機器本体とは別の指令機器に
認証情報を持ち、撮像機器に認証情報を設定することにより、万一撮像機器を紛失した場
合でも、指令機器からの認証情報を含む認証指令が来なければ、撮影済みの画像の再生等
の所定の機能が制限され、セキュリティを確保することが可能である。
【０４４２】
　更に、一般指令を受信する一般指令受信手段と、認証指令を受信する認証指令受信手段
とを分離してそれぞれ設けることにより、それぞれの目的に合った構成を採ることが可能
となり、使い勝手の向上と認証情報の秘匿性を確保し、認証情報の傍聴等による不正使用
を防止し、撮像機器並びに撮像システムの安全性を高めることができる。
【０４４３】
　従って、操作が容易で、コストも低く、安全性が高い撮像機器の使用制限機能を実現す
ることが可能な撮像機器の認証方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０４４４】
【図１】図１（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の撮像システムの第１実施形態における撮像機
器の一例としてのデジタルカメラの外観構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、第１実施形態における撮像機器の別の例としてのデジタルムービカメラ
の外観構成を示す斜視図である。
【図３】図３（Ａ）は、第１実施形態における認証機能付き指令機器の一例としての光学
式リモコンの外観構成を示す斜視図であり、図３（Ｂ）は通常位置時の認証設定スイッチ
の拡大図であり、図３（Ｃ）は認証位置時の認証設定スイッチの拡大図である。
【図４】図４（Ａ）は、第１実施形態における一般指令機器の一例としての光学式リモコ
ンの外観構成を示す斜視図であり、図４（Ｂ）は、第１実施形態における認証機能付き指
令機器の他の例としての別の光学式リモコンの外観構成を示す斜視図であり、図４（Ｃ）
は、第１実施形態における一般指令機器の他の例としての別の光学式リモコンの外観構成
を示す斜視図である。
【図５】図５は、デジタルカメラの電気的な構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、デジタルカメラにおける認証受光部及び受光部の構成を示すブロック図
である。
【図７】図７（Ａ）は、認証受光部と受光部のデコーダ部を共用のデコーダで兼用する構
成を示す図であり、図７（Ｂ）は、その場合の認証受光部及び受光部の構成を示すブロッ
ク図である。
【図８】図８（Ａ）は、認証指令用の受光素子と一般指令用の受光素子とを一つの受光素
子で兼用する構成を示す図であり、図８（Ｂ）は、その場合の認証受光部及び受光部の構
成を示すブロック図である。
【図９】図９は、図３（Ａ）の認証機能付きの光学式リモコンの電気的な構成を示すブロ
ック図である。
【図１０】図１０は、図４（Ｂ）認証機能付きの光学式リモコンの電気的な構成を示すブ
ロック図である。
【図１１】図１１（Ａ）は、光学式リモコンの発生する送信データ信号の基本を示す図で
あり、図１１（Ｂ）は、データ信号１ビットの構成を示す図であり、図１１（Ｃ）は、デ
ータｎバイトを送る場合を示す図であり、図１１（Ｄ）は、光学式リモコンの変調部の出
力波形を示す図である。
【図１２】図１２（Ａ）乃至（Ｃ）は、それぞれ、認証機能を持たない光学式リモコンか
らの一般指令のデータフォーマットの例を示す図であり、図１２（Ｄ）乃至（Ｉ）は、そ
れぞれ、認証機能付きの光学式リモコンからの認証指令のデータフォーマットの例を示す
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図であり、図１２（Ｇ）乃至（Ｉ）は、それぞれ、認証機能付きの光学式リモコンの認証
指令としての認証モード切り替え指令のデータフォーマットを示す図である。
【図１３】図１３は、認証モード切り替え指令データとして用いる文字列の例を示す図で
ある。
【図１４】図１４は、カメラ本体の認証モードを示す図である。
【図１５】図１５は、カメラ本体の電源の投入時の認証モード設定指定に関する選択を説
明する図である。
【図１６】図１６は、制限モードでの使用可能な機能を説明する図である。
【図１７】図１７（Ａ）は、カメラ本体のスイッチやボタンが押された場合の動作の大略
を示した図であり、図１７（Ｂ）は、リモコンのスイッチやボタンが押された場合のカメ
ラ本体の対応動作の大略を示す図である。
【図１８】図１８は、認証モードの遷移を説明するための図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロー
チャートの第１の部分を示す図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロー
チャートの第２の部分を示す図である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロー
チャートの第３の部分を示す図である。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロー
チャートの第４の部分を示す図である。
【図１９Ｅ】図１９Ｅは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロー
チャートの第５の部分を示す図である。
【図１９Ｆ】図１９Ｆは、撮像機器における状態遷移とプロセスを説明する一連のフロー
チャートの第６の部分を示す図である。
【図２０】図２０は、本発明の撮像システムの第２実施形態における指令機器の一例とし
ての光学式リモコンの外観構成を示す斜視図である。
【図２１】図２１は、図２０の光学式リモコンの電気的な構成を示すブロック図である。
【図２２】図２２は、第２実施形態における指令機器の別の例としての光学式リモコンの
外観構成を示す斜視図である。
【図２３】図２３は、図２２の光学式リモコンの電気的な構成を示すブロック図である。
【図２４】図２４は、第２実施形態における指令機器の更に別の例としての光学式リモコ
ンの外観構成を示す斜視図である。
【図２５】図２５（Ａ）は、本発明の撮像システムの第３実施形態における指令機器の一
例としての電波式リモコンの外観構成を示す斜視図であり、図２５（Ｂ）は、この電波式
リモコンの電気的な構成を示すブロック図である。
【図２６】図２６（Ａ）は、第３実施形態における指令機器の別の例としての電波式リモ
コンの外観構成を示す斜視図であり、図２６（Ｂ）は、この電波式リモコンの電気的な構
成を示すブロック図である。
【図２７】図２７（Ａ）は、本発明の撮像システムの第３実施形態における撮像機器の一
例としてのデジタルカメラの外観構成を示す斜視図であり、図２７（Ｂ）は、このデジタ
ルカメラのブロック構成図の一部を示す図であり、図２７（Ｃ）は、このデジタルカメラ
における認証受信部及び受信部の構成を示すブロック図である。
【図２８】図２８（Ａ）は、認証受信部と受信部のデコーダ部を共用のデコーダで兼用す
る構成を示す図であり、図２８（Ｂ）は、その場合の認証受信部及び受信部の構成を示す
ブロック図である。
【図２９】図２９（Ａ）は、認証指令用のアンテナと一般指令用のアンテナとを一つのア
ンテナで兼用する構成を示す図であり、図２９（Ｂ）は、その場合の認証受信部及び受信
部の構成を示すブロック図である。
【図３０】図３０は、認証受信部と受信部の検波部乃至デコーダ部を共用の検波部、積分
部、波形整形部及びデコーダで兼用するようにした場合の認証受信部及び受信部の構成を
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示すブロック図である。
【図３１】図３１（Ａ）は、電波式リモコンの発生する信号を示す図であり、図３１（Ｂ
）は、搬送波拡大波形を示す図である。
【図３２】図３２（Ａ）は、本発明の撮像システムの第４実施形態における指令機器の一
例としての電波・光リモコンの外観構成を示す斜視図であり、図３２（Ｂ）は、この電波
・光リモコンの電気的な構成を示すブロック図である。
【図３３】図３３は、本発明の撮像システムの第５実施形態における撮像機器としてのデ
ジタルカメラの底面及び背面を示す斜視図である。
【図３４】図３４は、本発明の撮像システムの第７実施形態における撮像機器の認証指令
受光用の受光素子の配置の一例を示す図である。
【図３５】図３５は、第７実施形態における撮像機器の認証指令受光用の受光素子の配置
の別の例を示す図である。
【図３６】図３６は、本発明の撮像システムの第８実施形態における撮像機器として一眼
レフタイプの撮像機器での認証指令受光用の受光素子の配置を示す図である。
【図３７】図３７は、第８実施形態における撮像機器としてレンズシャッタタイプの撮像
機器での認証指令受光用の受光素子の配置を示す図である。
【図３８】図３８は、本発明の撮像システムの第９実施形態における撮像機器として一眼
レフタイプの撮像機器での認証指令受光用の受光素子の配置を示す図である。
【図３９】図３９は、第９実施形態における撮像機器としてレンズシャッタタイプの撮像
機器での認証指令受光用の受光素子の配置を示す図である。
【図４０】図４０は、本発明の撮像システムの第１０実施形態における撮像機器での認証
指令受光用の受光素子の配置を示す図である。
【図４１】図４１は、本発明の撮像システムの第１１実施形態における撮像機器と指令機
器の嵌合形状を示す図である。
【図４２】図４２は、本発明の撮像システムの第１２実施形態における撮像機器の一般指
令受光用の受光素子及び認証指令受光用の受光素子の配置を示す図である。
【符号の説明】
【０４４５】
　 １０，１９０，２０６…デジタルカメラ、　１２…カメラ本体、　１２Ａ…底面、　
１２Ｂ…背面、　１４…レンズ部、　１６…フラッシュ、　１８，３２，３２’，１３６
…受光素子、　２０…発光素子、　２２…マイクロフォン、　２４…シャッタスイッチ、
　２６…パワースイッチ、　２８…パワーランプ、　３０…セレクトスイッチ、　３４…
モニタ、　３６，７４…十字スイッチ、　３８，７６…ＯＫボタン、　４０，７８…メニ
ューボタン、　４２…ズームスイッチ、　４４，８４…消去ボタン、　４６，８０…プリ
ントボタン、　４８…スピーカ、　５０…デジタルムービカメラ、　５２…電源モードス
イッチ、　５４，７０，７２，９０，１６２，１７４，１７６…光学式リモコン、　５６
，１２２…発光部、　５６Ａ，５６Ａ－１，５６Ａ－２…発光素子、　５６Ｂ，５６Ｃ…
ＬＥＤ、　５８…撮影指令ボタン、　６０…認証設定スイッチ、　６０Ａ…操作部、　６
０Ｂ…通常位置、　６０Ｃ…認証位置、　６２…テレボタン、　６４…ワイドボタン、　
６６…プラスボタン、　６８…マイナスボタン、　８２…情報ボタン、　８６…回転ボタ
ン、　８８…保護ボタン、　９２…撮像素子、　９４…撮像処理回路、　９６…内蔵メモ
リ、　９８…着脱メモリ、　１００…認証受光部、　１００Ａ，１０４Ａ，１９４Ａ，１
９６Ａ…増幅部、　１００Ｂ，１０４Ｂ，１９４Ｂ，１９６Ｂ…フィルタ部、　１００Ｃ
，１０４Ｃ，１９４Ｃ，１９６Ｃ，１９８…検波部、　１００Ｄ，１０４Ｄ，１９４Ｄ，
１９６Ｄ，２００…積分部、　１００Ｅ，１０４Ｅ，１９４Ｅ，１９６Ｅ，２０２…波形
整形部、　１００Ｆ，１０４Ｆ，１９４Ｆ，１９６Ｆ…デコーダ部、　１０２…主制御部
、　１０２Ａ…固定リモコン識別情報記憶部、　１０４…受光部、　１０６…ズーム制御
部、　１０８…露光制御部、　１１０…測距制御部、　１１２…画像処理回路、　１１４
…暗号化・復号化回路、　１１６…外部インターフェイス、　１１８…バス、　１２０…
モードメモリ、　１２４…表示制御部、　１２６…音声処理部、　１２８…電源回路、　
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１３０…電池、　１３２…禁止タイマ、　１３４…デコーダ、　１３８…制御部、　１３
８Ａ…認証情報記憶部、　１４０，１４０－１，１４０－２…変調部、　１４２，１４２
－１，１４２－２…発振部、　１４４…トランジスタ、　１４６…抵抗、　１４８…リー
ダコード、　１５０…ストップコード、　１５２…データ部、　１５４…ヘッダ、　１５
６…ＥＣＣ、　１５８…固定リモコン識別情報、　１６０…指令データ、　１６４…制限
ボタン、　１６６…設定ボタン、　１６８…禁止ボタン、　１７０…許可ボタン、　１７
２…切り替えスイッチ、　１７８，１８８…電波式リモコン、　１８０，１９２，１９２
－１，１９２－２…アンテナ、　１８２…周波数変換部、　１８４…電力増幅部、　１９
４…認証受信部、　１９６…受信部、　２０４…電波・光リモコン、　２０８…三脚用螺
子穴、　２１０…コネクタ、　２１２，２４２…メモリカード、　２１４，２４４…スロ
ット、　２１６…蓋、　２１８…窓、　２２０…リモコン、　２２２…認証指令光、　２
２４，２５６…穴、　２２６…カバー、　２２８…絞り、　２３０…ミラー、　２３２…
フォーカシングスクリーン、　２３４…ペンタプリズム、　２３６…ファインダ、　２３
８…シャッタ、　２４０…覗き窓、　２４６，２４８…勘合部、　２５０…透光性カバー
、　２５２…反射鏡、　２５４…一般指令光。
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